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  16番 杉 浦 あきら君 
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────────────────────────────── 
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────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 牧 野 洋 司 

────────────────────────────── 

○議長（杉浦あきら君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝よりの御審議、御苦労さまです。 
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   ここで、お諮りします。 

   本日、議場において議会だより用の写真撮影をするため、企画政策課職員及び議会事

務局職員が議場内にカメラを持ち込みたいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（杉浦あきら君） 御異議なしと認めます。 

   よって、企画政策課職員及び議会事務局職員が議場内にカメラを持ち込むことを許可

することに決定しました。写真撮影は質問者を随時撮りますので、よろしくお願いいた

します。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０１分 

○議長（杉浦あきら君） 本日、説明のため出席を求めたものは理事者及び代表監査委員の

１７名であります。 

   議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（杉浦あきら君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

   会議規則第１２７条の規定により、本日の会議録署名議員を、３番 稲吉照夫君、４

番 鈴木重一君の両名を指名します。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（杉浦あきら君） 日程第２、一般質問を行います。 

   会議規則第５５条及び第５６条の規定により、質問時間は１人３０分以内とし、質問

回数の制限は行いません。 

   答弁時間も３０分以内とします。 

   質問者も答弁者も要領よく簡単明瞭にし、質問内容は通告の範囲を超えないようにお

願いします。 

   それでは、通告順に従い質問を許します。 

   初めに、６番、志賀恒男君の質問を許します。 

   ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 皆さん、おはようございます。 

   議長のお許しをいただきましたので、あらかじめ通告した順に従いまして質問をして

まいります。 

   最初の質問は、教員の多忙解消の取り組みについてであります。愛知県は平成２８年

６月に、教員の多忙化解消プロジェクトチームを立ち上げました。平成２８年１１月に、

このプロジェクトチームは教員の多忙化解消に向けた取り組みに関する提言というもの

を取りまとめを行いました。この提言を受けて愛知県教育委員会は、教員の多忙化解消

プランを本年３月に取りまとめ、公表をいたしました。本日の質問は、教員の多忙解消

に向けての取り組みについて質問をしてまいります。 
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   最初の質問であります。教育長は、就任をするときの挨拶の中で、教育現場を大切に

していきたいというふうに抱負を述べてみえました。今回の県教育委員会のプランに対

し、教育長として思うところ、感想を述べていただきたいというふうに思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育長。 

○教育長（小野伸之君） ただいま委員のおっしゃったとおり、現場を大事にしたいと今で

も思っております。国や県が教員の多忙化について問題視していただいたことは、私と

してはありがたいことだと思っております。手を打っていく必要のある、今とても大事

な課題だと思っております。ただ、これは簡単にできないなと。一歩踏み出す方向が間

違うと、子どもやその保護者に大変迷惑がかかってしまう。先生たちの多忙化を解消し

ながら子どもが健全に成長していけるように、両方を狙っていきたいと思っております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 今、教育長がおっしゃられたとおり、大変重たいテーマだというふ

うに思います。教員がブラック企業というふうな状況に置かれているというような新聞

の取り上げ方も出ているようであります。それほど多忙だということだと思いますが、

幸田町の教員の勤務時間、残業などの実態、現状について伺っていきたいと思います。 

   教員が多忙かどうかの判断には２つあるというふうに思います。まず、１つ目が仕事

の種類と仕事の量の問題についてであります。教員の本来の仕事であります授業、児童

生徒の指導と評価、学校行事の計画・実施、学校の管理運営などの業務があります。し

かしながら、この本来業務のほかに、いじめ、校内暴力、特別支援教育、ＩＴコンピュ

ーターの活用、モンスターペアレントへの対応など、数え上げたらきりがありません。

追加されることはあっても削減される見込みがない、そんな状況に置かれているかと思

います。休憩を含む勤務時間８．５時間に対して、このような業務をどのように把握し

てみえるのか答弁がいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） ただいま挙げていただきました諸業務につきましては、義務教

育上の根幹をなす業務、そして付随的業務とさまざまでございますけれども、学校運営

上いずれも欠かせない通常の業務でございます。そして、それらの対応は年度当初に学

校経営案という形でまとめられ、教育委員会に報告をされております。また、特出すべ

きことがあるような場合につきましては、その都度随時報告をいただいているという形

でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 学校経営案として報告をされていると、把握しているということで

ございました。現在の流れの中ではそういうことかなということでありますが、じゃあ、

具体的に多忙かどうかの判断につきましては、２つ目が労働時間、在校時間の問題につ

いてであります。現在、問題になっておりますのは、朝早くから夜遅くまで学校にいる

先生の在校時間が勤務時間に対して長いということが問題視されております。公立の義

務教育小学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法及び関連政令などによって、教

員には時間外勤務手当が支給されておりません。そのかわりに、月額給料の４％に相当

する教職調整額が一律に支給されております。この給与制度によって時間外勤務を命じ
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ることができないところに、私は根本的な原因があるのではないかと思っております。

しかしながら、勤務実態を常に把握するということは、いかなる職場でも大変重要で必

要なことだというふうに思います。在校時間をどのような方法で把握してみえるのかお

聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 在校時間につきましては、教員各自が自己申告により記録をし、

それを校長が取りまとめ教育委員会に報告をすることにより把握をしております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 自己申告によるということであります。 

   県教育委員会が平成２７年に調査した在校時間の調査結果によりますと、１カ月当た

り８０時間を超えている教員の割合は、小学校で１０．８％、中学校では実に３８．

７％、特に中学校においては１００時間を超える教員が２０．７％という調査結果が出

ております。幸田町における小学校、中学校の教員の在校時間はそれぞれどのようにな

っているのかお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 本年４月分、最新の状況でございますが、先生方の在校時間が

月８０時間を超えた教員の割合は、小学校が３５．５％、中学校が６３．０％、小中学

校を合わせた全体が４５．１％という状況でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 実態が徐々にわかってまいりました。大変幸田町における小学校、

中学校の教員の方々の在校時間が大変長いということであります。 

   ここで、平成２８年、昨年の３月１０日に参議院文教科学委員会、ここで教員の過重

労働の問題を取り上げて質疑が行われております。その状況を質疑の文章を読み上げて、

皆さんに理解をいただきたいというふうに思います。 

   具体的事例として、愛知県教育委員会が教員の在校時間から超過勤務の調査を実施を

した。中学校で見ると、岡崎市の周辺の市は４割から多いところでは８割の教員が８０

時間以上の超過勤務になっている。ところが、岡崎市だけが２．７％であった。これを

不思議に思った労働組合が情報開示請求をして調べてみたところ、７０時間台とか７９

時間台の教員が異常に多いということがわかった。岡崎市というのは、教員が自己申告

で在校時間を記録し報告しております。こうなると８０時間を超えないようにコントロ

ールされたのではないかという疑問が湧いてくるわけです。事実、月刊誌「教育」とい

うところに岡崎市の教員が次のような投書をしております。岡崎市の教育委員会は、各

学校の取り組みのおかげで時間外労働が８０時間を超える先生がほとんどいない。これ

は大きな成果であると喧伝しております。そして、この先生が８０時間超えの記録を実

際に提出したところ、校長からすぐに呼び出しがかかり、結局７９時間５５分に書き直

して提出をした。今読み上げたのが質疑の文章の概略であります。幸田町の小学校、中

学校においてこのようなことが起きていないか危惧をされます。幸田町で岡崎市で起き

ているようなことはないと断言できますでしょうか。自己申告ということでございます

ので、この辺が心配であります。教育長の見解をお聞きをいたします。 
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○議長（杉浦あきら君） 教育長。 

○教育長（小野伸之君） 今、委員がおっしゃった危惧されることですが、断言はできるか

というと、全部調査をしたわけではありませんが、そういうことはないと信じておりま

す。ただ、私も校長をやっているときに感じたことですが、教員が自分で余りにも多く

て数字を若干少な目にしてるかと思ったことはありました。その職員を呼んで、せっか

く調査するのだから、その意味を考えてちゃんと書くように差し戻しをした覚えはあり

ます。校長から、少なくしろとか多過ぎると言っている校長はいないと思いますが、申

告の段階で気を使っている職員がいるかなと思います。５月の教頭会の折に調査をきち

んとやるように再度確認をしました。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ぜひ健全な状況で進めていっていただきたいというふうに思います。 

   次に、県の多忙化解消プランには目標が設定をされております。教員の勤務時間外の

在校時間の削減目標を平成３０年度までに、月８０時間超えの教員の割合を現状数値の

半減以下を目指すと。具体的数値として、小学校は５％以下、中学校は２０％以下、高

等学校は５％以下、平成３１年度までに月８０時間超えの教員の割合を全て０％を目指

すというふうにしております。目標達成のために今後どのようにされていくお考えなの

かお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 今後の対策でございますけれども、月並みではございますけれ

ども、各種会議、行事や研修の精査、所要時間の適正化並びに校務支援システムの活用

による一層の事務の合理化、またノー残業デーの設定、中学校においては部活動休養日

の設定等、教育委員会としてさまざまな観点から対応策を検討していき、それを校長会

等で協議を重ね現場の声を組みながら、実効性のある提起をしていきたいというふうに

考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ぜひ実効性のある取り組みをお願いしたいと思います。通常、多忙

な業務を効率化をしていくときには業務分析というのを行います。ぜひそういった手法

を活用をしていただいて、まだ目標でございますのでこれからということでありますが、

積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。 

   次に、個別の問題について質問をしてまいります。 

   ２０代の教員の在校時間が一番長く、４０代、５０代と年代が上がっていくほど勤務

時間が適正になっていくという実態があると指摘をされております。幸田町における実

態とその対応はどのようにしているかお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 勤務時間の実態につきましては、先ほど御報告をさせていただ

きました在校時間につきましては、年代別での把握はしておりませんのではっきりした

ことは申し上げられませんが、２０代の若い先生方は経験が少ないため各種業務にふな

れで、能率がよくないということは否めません。なおかつその若さゆえに元気満々で、

頑張り過ぎてしまうというような傾向があるように推測されます。対応といたしまして
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は、ベテランの先輩の先生が指導したり相談に乗ったりすることにより、チーム学校と

して能率を上げ、教職員みんなで早期退勤ができるようにしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ベテランの人が指導するということは大変重要であります。通常民

間ですと職場先輩制度というのがありまして、若い個別の先生にあなたが指導する立場

ですよというのでペアを組んで、職場先輩制度というのをつくります。そういった制度

を活用をして、若手を育成するのは誰が責任者だということを各学校の中で決めて運用

をしていくと。そんなことも参考にしていただいて、実のある若手の優秀な教員の方々

を育てるような、そんな仕組みをつくっていただきたいというふうに思います。 

   県の教員の多忙化解消プロジェクトチームの議論の中で、愛知県の公立学校教員の精

神疾患による病気休養者数は、平成１８年度以降、もう１０年以上前からでありますが、

２００人で全体の０．５％前後で推移をしてきているという話が載っております。町の

教員で精神疾患による病気休職者の数は県の平均と比べどのようになっているのか、人

数並びにパーセントをお聞きをいたします。 

○６番（志賀恒男君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 本町においては、毎年恒常的にいるというほどではございませ

ん。本年度においては０人ではなく割合で申し上げますと、全体の０．４％ということ

でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 具体的な人数は差しさわりがあるかもしれませんが、０．４％とい

うことで、県の０．５％と誤差範囲で同じレベルだなというふうに思います。精神疾患

による病気休職者については、それぞれ個別の事情があっての休職ということではある

かと思いますが、個別によく原因を調査して対策を行う必要があるというふうに私は思

います。その点についてはどのようにされているのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 原因の調査につきましては、各学校の校長と管理職による本人

への聞き取りにより、対策につきましては、その原因の可能な範囲での取り除きや緩和

等に取り組むことになります。大切なことは、校長等がふだんから個々の先生方のちょ

っとした変化に気を配り、発病に至る前での段階での声かけ、相談や指導に心を砕くこ

とにあるというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 早目に検出をして手を打つということは基本だというふうに思いま

す。ぜひそのような対応をしていただく、あるいは今後も続けていただくということが

必要かと思います。 

   教員の業務は時代のニーズの変化に対応するため、基本的にはふえる一方であります。

教員の多忙解消に向け町としてあるいは教育委員会として、教員の業務の削減への取り

組みは今までなされてきたのかどうかについてお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 
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○教育部長（志賀光浩君） 今までの取り組みでございますけれども、校務支援システムの

導入による事務の合理化を初め、幸田小学校のような大規模校への校務員の配置、その

他教育委員会による各種調査物、報告、配付物等の厳選による削減に取り組んでおりま

す。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ただいまの答弁ですと、一般論で答えてくれるしかないのかなとい

うふうに思いますので、こういう多忙につきましては具体的な手を打つということが大

切であります。 

   一例を申し上げます。中学生の海外派遣中止というものを昨年度行いました。業務の

削減という意味では、大変わかりやすい例の一つだというふうに思います。どのくらい

の時間削減となったのか、概略で結構でございます、お聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 先ほどのお尋ねで、取り組みの具体性がお答えで欠けていたの

で少し補足をさせていただきますけれども、今まで一番具体的な手として打ってきてま

いりましたのが校務支援システムの導入ということでございます。具体的に申し上げま

すと、そういうシステムを導入することによりまして学校で今まで手書きだとか本当に

ちまちまやっていた事務的な作業、具体的には出席簿だとか給食実施簿、健康診断表、

通知表、指導要録等、諸帳簿を今まで先生方が一人一人分を手書きをしていたものをデ

ータベース化により、オンラインで共通のデータの中で作業ができるというような事務

の合理化を進めてまいっております。補足をさせていただきました。 

   それから、今お尋ねの中学生の海外派遣による削減時間ということでございますけれ

ども、詳細につきましては把握はしておりませんけれども、事業を実施していた折には

６回の事前学習会や報告会等、派遣団員が一堂に集まる機会だけで約２０時間、そして

実際の行程で６泊８日、その事前事後、団員募集の４月から１１月までの長時間にわた

る諸業務にかかる時間が削減されたということでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 中学校の海外派遣中止というのは、中止そのものについては私はこ

こで議論するつもりはありませんが、とにかくこういった削減の個々の積み重ね、これ

が大切だと思います。積み重ねを行っていくことによって新たな業務な削減がまた先生

の間から出てくるというような、よいサイクルが回っていくように私は今後期待をした

いというふうに思います。 

   県の教育委員会は、部活動の休養日の基準を公表をしております。県教育委員会とし

て生徒と教職員の健康維持のため、平成２９年度、今年度でありますが、暫定的に週２

日以上で平日に１日と土日のいずれか１日は必須の休養日を設けることというものであ

ります。部活動における課題、問題点について県がこういうふうに休養日を設けてきた

ということについて、課題とか問題点について現状の認識をお答えいただきたいという

ふうに思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 生徒及び教員の健康と安全の確保並びに学校教育活動として望
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ましい部活動のあり方の観点から、適切な練習時間の設定、休養日の拡大が課題である

と認識をしております。また、それとともに学校の判断だけでなく保護者の御理解、合

意形成も欠かせないというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 県の教育委員会は、平成２９年度は週２日以上の休養日を設けると

の暫定基準を出したわけでございまして、各市町における教育委員会、幸田町も含めま

して対応につきましては今後どのように具体的にされているのか。もう既に平成２９年

度につきましては、暫定的に週２日以上休養日を設けなさいという指示が出ております

ので、どのようにされるのか具体的にお答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 部活動で土日のいずれか１日を含めた週２日以上の休養日を設

けることにつきましては、校長会の申し合わせ事項として、この４月から可能な範囲で

の運用に努めているところでございます。平成３０年度には県が部活動指導ガイドライ

ンを策定し、市町にも独自のガイドラインの策定を求めてくるものと見込んでおり、校

長会とも協議しながら実効性のある対応を考えていきたいと思っております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ４月から可能な範囲で対応をしていきたいというような申し合わせ

の答弁でありました。大変気になっておりますが、今後注視をしていきたいというふう

に思います。 

   また、対応に対する弊害について考慮もしないといけないというふうに思います。具

体的には父兄の反対とか要望とかについては、そういう意見を聞く場を設ける必要があ

るのではないかという気もいたしますが、その点についてはどのように考えてみえるで

しょうか、お聞きをします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 御心配のとおりで弊害という点におきましては、今まで土日と

も部活動で学校管理下にあった生徒が少なくてもどちらか１日はその管理から開放され

ることにより、生徒は大丈夫なのかという心配もなくはないと思います。しかしながら、

それは弊害ではなく子どもを家庭や地域社会に返すことにより、学校以外の場で子ども

が成長する機会が与えられるチャンスでもあるというふうに前向きな捉え方も考えてお

ります。また、父兄につきましては、それぞれの考え方によりそれを喜んでくださる方

あるいは迷惑がる方、さまざまかと思いますが御理解をお願いしていきたいというふう

に考えております。また、保護者会等いろいろな場を通じて保護者の御意見をいただき

ながら、対応は考えていきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） こういう変化の起きるときには大丈夫かというような意見も出てま

いりますが、そういうネガティブな意見に対してはそれを乗り越える新たな工夫なり手

立てをする、前向きな考え方で臨むのがよろしいかというふうに思います。 

   次に、先生が部活動の指導に忙しいということが以前から言われております。教員と

部活の指導を専門にする人、そういうふうに教員と部活の指導をする人を分けることが
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解決の手段の一つではないかというふうに私は思います。外部指導者の活用について国

も検討しているようであります。今まで検討されたことがありますでしょうか、お聞き

をいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 外部指導者の活用につきましては、今まで具体的な検討をして

きたという経緯はございません。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 具体的な検討をしてきたことはないということですので、検討すれ

ばまた新しい展開が逆に開ける可能性があるというふうに私はポジティブに考えたいと

いうふうに思います。教員経験のない人が部活の指導を行うと、その熱心さのあまりに

別の問題が発生する可能性、事実起きておりますが考えられます。教員ＯＢの方に部活

指導専門家になっていただくのが私は一番よい解決策じゃないかなというふうに思いま

す。部活の指導経験のある再任用教員の活用を幸田町でも率先して行うのもよいのでは

ないかというふうに思いますが、どのようにお考えか答弁をお願いします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 委員の御提言はとても有効な手段の一つであると思います。た

だ、正直なところ、近年再任用教員を雇用してもなおかつ必要な教員の確保に苦慮して

いるという現状もございますので、教員確保対策とあわせて全体大枠の中で研究を進め

てまいりたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 私は、今回県教育委員会が多忙化解消プランの実現に向けて動き出

したということは大変よいことだというふうに思います。幸田町独自の教員の多忙化解

消に向けた研究会組織のようなものを立ち上げ、検討を進めていくことを提案をしたい

と思います。教育長のお考えをお聞かせ願います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育長。 

○教育長（小野伸之君） 私も、これが国、県で問題になっていること、最初に申しました

とおり、いい動きだと思います。ただ、余りにもマスコミなどでこれがクローズアップ

され、教員になりたい人が減ってきてしまうという心配を最近はしております。今、部

長が答えたとおり、教員の採用に関して免許を持った人を探してくるのに本当に今苦労

をしておりますので、明るい見通しの持てるところに到達させたいと思っております。

今の御質問の町の組織ですが、小さな町ですので、今現在新しいプロジェクトチームを

つくるということは今は考えておりませんが、既に学校は９校しかありません。それか

ら、部活に関しては小学校がやっとりませんので、３人の校長とは何度も話ができてお

ります。プロジェクトチームをつくるまでもなくやっておりますので、この中でやって

いきたいと。それから、これも最初に申しましたが、時間外に働く数字を減らすだけな

ら荒療治をすればできるわけですが、やっぱり、どの先生も私もそれが子どもや親にと

っていいこととは思えないので、これは大変難しいことだと。きのうも都市教育長会、

町村教育長会の役員の会合がありまして名古屋で随分これについても議論をしましたが、

やはりお金が一定なかなか大変ですが、国や県が人をあてがっていただけるようにする
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ことが一つは手だと。これを国や県に町村の教育長の申請として上げていく。これまで

も上げてきましたが、さらにお願いをしながら各市町は各市町で今委員のおっしゃった

とおり、子どもたちに迷惑がかからないように先生を早く帰す、これが大事だなと。幸

田町では私が行っただけでできているかどうかはわかりませんが、大きな大事業がなか

なかしてあげられないので、先生たち個人が意識を持って、今までより１５分でもいい

３０分でもいいし、毎日早く帰るように心がけてほしいと。８時だった人は７時半、９

時だった人は８時半、ちょっと自分で考えてやれないかと。大体私の経験でいくと、き

ょうは６時に帰った、明日は９時に帰ったとばらばらになる人は少ない。あの人はいつ

も６時半ぐらい、あの人はいつも９時半ぐらいというふうになってくるので、それぞれ

いつもの自分のなれた生活を１５分か３０分早くしてみると違わないかという提言は校

長会でさせてもらいました。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 次の質問に移りたいと思います。 

   企業立地課の成果と課題及び今後についてであります。平成２４年に総務部企業立地

課が設立をされ、翌年には企画部に移行をして早くも５年が経過をしております。この

間、企業立地マスタープランを策定し、政府の地方創生を目的として「幸田町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を企業立地課が中心となって策定をいたしました。企業立地

課の成果と今後について質問をしてまいります。 

   最初の質問は、既に開発許可がおりて工事が進んでいる事業について伺いたいと思い

ます。現在、確定している企業の事業所の数、設備投資額、従業員等の数について説明

をいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） ただいま委員がお尋ねの件でございますが、

現在、開発許可がおりて事業を進めている新築の企業は２社、野場地区の飯島精密工業、

桐山地区のカンドリ工業、そして建築確認申請がおりて事業を進めている増築企業は２

社、長嶺地区のフタバ産業、須美地区のアイシン辰栄でございます。 

   続いて、設備投資額は、工場内部に設置する製造用の機械等が現在まだ調整中という

ことで不明であり掌握はしてございません。従業員の数は、本社からの移動を検討中と

いうことであり掌握はこれもしてございませんが、しかしながら、新規雇用にあっては

町内在住者の雇用を最優先するという意向を企業のほうから聞いている、そういう状況

でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 合計で４社進んでおりますということで、民間のことですので、設

備投資額あるいは従業員の数についてはなかなか事前に公表してもらうのは難しいかな

という気はいたします。 

   次に、今後も企業誘致が進んでいくのかどうかということが大変重要であります。そ

の物差しとなるものの一つとして重要なのが、これから幸田町に進出したい、あるいは

新たに事業拡大のための工業用地拡大を検討している企業の数がどの程度あるかという

ことが大変重要であります。検討中でありますので具体的な企業名、場所とかは難しい
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かと思いますが、検討中の企業の事業所の数、設備投資、従業員の数について概略で結

構ですので説明をお願いします。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 現在、企業立地課にて御相談をいただいてい

る企業は８社ございます。製造業が７社、そのうちの１社は創業２２０年の機械製造企

業でございます。そして、販売業が１社でございます。続いて、設備投資にありまして

は、新築が４社、増築が３社となっております。従業員の数にありましては、現在まだ

具体的な人数はいただいていないところですが、これも同じように町内在住者を雇用に

努めるという意向をいただいているというところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ８社あるということで、このうちの何社が決定までにいくのかとい

うのはまだわかりませんが、ぜひ大切にして誘致なり増築ができるように尽力いただき

たいというふうに思います。 

   次に、町への打診の段階、あるいは可能性のありそうな企業は何社あるかについてお

答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） ただいま可能性のある企業としては、三河地

区で操業している企業が４社ございます。これは近年刈谷、安城、岡崎における土地の

価格が上昇しており、若干土地の値段が上昇していない幸田町に目を向けておられると

いうことが起因としているというふうに推察はしております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 三河地区で４社あるということで、ぜひこの誘致の可能性について

も尽力をしていただきたいというふうに思います。 

   企業誘致に関しまして、企業立地課設立から５年がたったということは申し上げまし

たが、企業誘致を進めていく上で、この５年間で困っていることあるいは課題なり障害

になっていることについて、何か感じるところがあるかお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 現在、企業訪問をしているときに、１年以内

に工場の建築に着手したいという緊急を要するような御要望を受けたときには、現在公

共ｼｺｳの工業団地のストックが幸田町にはございませんので、対応ができないというと

ころが困っているというところではございます。財政力のない幸田町では公共ｼｺｳの工

業団地を用意することは極めて困難であるため、県企業庁に町内の工業団地の開発を引

き続き依頼をしているところでございます。残された企業誘致の手法は、市街化調整区

域内の進出企業の努力において開発申請をしていただく２つの手法しかないというのが

課題とは言えると思います。１つは、都市計画マスタープランに位置づけている１１カ

所のうち、既に進出がされた以外の９カ所に指定集積業種に該当する企業の誘致をする

手法が１つ、それで、もう一つは、技術先端型企業に該当する企業の誘致でございます。

今後も引き続き環境等に配慮し、地元の皆様方の御意見もお聞きしながら慎重に市街化

調整区域内の開発に努める所存でございます。 
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○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 進めていく上でなかなか困難があるなというのは前々から認識をし

ておりました。今、答弁の中でもありました１年以内に着手したいが土地がないですね

ということが困難さを伴うと。じゃあ、そうですかということには私はならないと思い

ます。１年以内に決めるという、着手したいということは、企業の中ではその１年ある

いは２年前から検討しているはずなんです。ですから、そこの情報収集をきちんとやっ

ていただくのが本来の対応かなというふうに思いますので、引き続き努力をしていただ

きたいと思います。 

   それでは、次に具体的に幸田町に企業進出を検討したけれども、結果的に幸田町への

企業進出を諦めたという事例とその原因について調べると、どう対応すればいいかとい

うことが出てくると思います。その点についてお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） ただいま委員のほうから、まあ１年以内、早

急に困っている企業は情報収集が足りないのではという御指摘をいただきました。こち

らについてはごもっともでございまして、今後も引き続き広く情報収集に努める所存で

ございます。 

   そして、企業の進出を諦めた事例でございますが、昨年、残念ながら３つの企業が進

出を諦めました。その原因は大きく４つあります。１つは、先ほど申し上げましたよう

に、緊急に１年以内に建築着手がしたい。これについては対応ができなかったというこ

とでございます。次に、市街化調整区域内の産業集積等の基準に合わなかった、開発の

要件に該当しなかったということがございます。次に、３点目でございますが、買収単

価が高く、結果的には購入できなかった。これは調整区域が余りにも低いというように

企業様が思っておられますので、お地元と話をされるときには、さほど幸田町の市街化

調整区域の土地は決して高くないというところで意思の疎通があったということをお聞

きしております。そして、希望面積が確保できなかった。これは、一部のエリアにおけ

る地権者様が反対をされるということで欠けてしまった。そうすると、工場のレイアウ

トが真四角な工場ができないということで断念をされた。この４つでございました。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 具体的に進出を諦めた、その原因について聞きますと、一つ一つな

るほどなというのがわかってまいります。だからこそ、検討している企業についてはそ

の数をふやし、大事に進出検討を具体化するという活動が必要だなと改めて思います。 

   次に、冒頭でも述べましたが、国は地方創生の政策展開のために２０１５年から２０

１９年までの５カ年間の地方版総合戦略の策定及び政策目標と施策の策定を地方自治体

に求めてきました。そして一方、平成２８年度以降は、政府は総合戦略のさらなる進展

のため新型交付金の本格実施を行うというふうにしております。どのような具体的な動

きになっていくのかお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 委員がおっしゃるとおり、当時のまち・ひ

と・しごと創生法における地方創生交付金は１０分の１０、１００％の補助金でござい
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ました。委員が言われる新型交付金というのは地方創生推進交付金ということで、２分

の１の補助となってしまいました。国は、地方自治体が自主的に主体的に行う先導的で

継続的な取り組みをする事業を２分の１補助にて支援をするから、あとは地方の努力と

責任において地方創生の深化をしてくださいと、そういう動きが今後さらに加速をして

いると想定をしているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 初期の種まきから国のほうも収穫の時期に入らせようということで、

補助金を２分の１としたというふうに理解をしました。この国の動きに対して、一方県

の動きについては何か変化があるのでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） この地方創生におきましては、愛知県も幸田

町と同じ地方自治体でございます。そして、愛知県総合戦略に基づき実施をされている

ところでございます。特に、愛知県さんは地方創生として新産業として、宇宙ロケット、

ＡＩ、自動走行並びにまた名古屋港等々の拡大のインバウンドの観光等々にあらゆる先

進的な事例に挑戦をされておられます。愛知県とすると、企業誘致では以前からやって

いただいているのですが、法人住民税１０％減税相当分を基金として新愛知創造産業立

地補助金等により企業の支援をしていただいており、幸田町においても新愛知創造産業

立地補助金を使っていただいて、企業が投資をしていただいているということもありま

すので、大変愛知県さんには感謝をしているところでもございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 県のほうの動きにもよく対応をして、協力関係をつくって進めてい

ただくということがよいかなというふうに思います。 

   次に、政府は、国の総合戦略の平成２８年度以降の本格実施に向けては客観的な指標

の設定、プラン・ドゥ・チェック・アクション、ＰＤＣＡによる効果の検証を行うとし

ております。町が現在取り組んでおりますプラズマ、自動走行、なめらかなまちづくり

などにつきましてプラン・ドゥ・チェック・アクションを行うとどのようになるのか、

お答えいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 委員のおっしゃるとおり、幸田町の総合戦略

では３つのマストを立てております。名古屋大学の低温プラズマ、同じく名古屋大学の

自動走行、同じく名古屋大学のなめらかなまちづくりなど、名古屋大学におんぶにしち

ゃっているところも多様にあるわけでございますが、政府の指示によるＰＤＣＡのチェ

ック方式は既に画一化されており、国内の全自治体がこのＰＤＣＡを回しているところ

でございます。このＰＤＣＡを回すことにより事業進捗、マイルストーン等を確実に管

理し、事業をさらに推進をしなければならないように国のほうから定められた手法を行

っておりますので、幸田町においても事業が極めておくれることのないように気をつけ

てＰＤＣＡを回していきたい、このように思っている次第でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） プラン・ドゥ・チェック・アクションを行うということは、プラン
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とドゥまでは、実行まではやりましたと。チェックして次にどうするかというのがチェ

ック・アクションであります。チェック・アクションについてもう少し説明をいただき

たいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） このチェックにつきましては、幸田町は総合

戦略推進委員会という組織がございます。その外部の審査機関によりどのように国に提

言をした重要なマイルストーン、どれだけの成果表をするかというところを行っており

ます。アクションにつきましては、現在行っている事業を審査委員会等々に指示されて、

もしおくれているところであるならばどのように戻していくか、そういったところの検

討会議を庁内のプロジェクトチームでも図りつつ、この事業の進捗を確実に前に進むよ

うなアクション、行動をとるように国から指導を受けているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） プラン・ドゥ・チェック・アクションのサイクルを回すということ

も大事でありまして、それに続いて国や県の動向を把握するということも大変大事だと

いうふうに思います。平成２４年から２６年まで県の産業立地通商課へ、また平成２７

年からは経済産業省中小企業庁に職員を派遣をしてまいりました。特に中小企業庁の中

ではどのような組織で、どのような目的で、そして今までの成果について説明願いたい

と思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 委員のおっしゃるとおり、国、県の動向を把

握することはとても大切であると思っております。中小企業庁に当課から派遣した職員

は、経営支援部創業・新事業促進課に配属をしていただき、中小企業における新事業の

創出、その経営の向上に関する政策立案を担当させていただきました。町内中小企業に

おける創業支援のスキルを得ることを派遣の目的とまずはいたしました。主な成果とし

ては、幸田町における創業支援事業計画の策定のサポートに助けていただいた。そして、

中小企業向けの各種新規補助金の情報をいち早く入手し、幸田町、商工会等に提供でき

たことと思っている次第でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 中小企業庁では、経営支援ということで確かに展開をされているな

ということで理解できました。 

   次に、本年４月１日から企業立地課からは、中小企業に派遣していた職員が帰任して

新たに別の職員、経済産業省資源エネルギー庁に派遣をする人事が行われております。

幸田町とはどのような関係があるのか、資源エネルギー庁の中のどのような組織で何の

目的かについて説明いただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 今年度から派遣をさせていただきました職員

は、現在、省エネルギー新エネルギー部省エネルギー対策課にて技術製造担当係として

着任をさせていただきました。主な目的は、経済産業省において本年度から始まります

省エネルギー設備導入補助事業における工場・事業所単位と設備単位において、１事業
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当たり１５億円を上限額に２分の１補助金の制度設計を行う担当として現在なっており

ます。これにより町内企業及び町に進出を検討していただける企業に対し、制度を詳し

く説明するためのスキルを得るということを目的とさせていただいております。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 省エネルギー関係で幸田町内の企業へということで理解ができまし

た。 

   次に、今まで企業立地課から職員を町外の県や大学に派遣をしておりますが、その成

果について具体的に説明を願いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 成果としまして、５月３０日、政府は未来投

資会議において新産業構造ビジョンを決められました。それは、ＩｏＴ、ＡＩにおける

スマート工場等の設備投資の推進を位置づけられたものでございますが、先に述べまし

たように省エネルギー設備導入補助金はその一環のものであり、幸田町における企業誘

致の単独補助が現在はできないかわりに何とか国の補助事業を企業の皆さん方に案内す

ることにより、その企業から幸田町への信頼を深められるということを目指していると

ころでもございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） わかりました。ぜひ、そういう幸田町のメリットを打ち出して誘致

なりを進めていってくださるようお願いをします。 

   また、次に、島原市から企業立地課に職員が派遣されてきました。派遣に至った経緯、

目的、期間について、また具体的な業務内容についてお伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） ただいま委員が言われたように、企業立地課

には島原市から職員が派遣をされております。経緯にありましては、島原市との交流を

進める中で、市長から平成２９年４月に産業部産業政策課に新たに企業立地推進班を設

置したい、それについては企業立地に関する専門的知識や技術の習得を目的とした実務

研修生の受け入れを要望したいということを受けたものです。派遣期間は１年間でござ

います。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 島原市側からの要請だということで理解ができましたが、島原市に

戻ってから幸田町に派遣されてよかったと言えるような成果を持って帰っていただける

かどうか心配でございます。どのように考えているのかお答え願います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 島原市は、幸田町と同じく公共で行っている

工業団地のストックがございません。これも先に述べたように、幸田町と同じように市

街化調整区域における技術先端企業の誘致が核となると思いますので、当課が行ってい

る事業を研修生が学んでいただければ、少しは前にいき役立つかなというふうに思って

おります。成果としましては、平成２７年度の幸田プレステージレクチャーズに講演を

していただいた熊本大学の先進マグネシウム国際研究センターの河村教授が幸田町の紹
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介で、先月、島原市の産業部の技術顧問に今就任されたということでございます。小さ

な一歩でございますが、少しずつ成果を出していっていただきたいと、かように思って

いるところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ぜひ、小さな成果が大きな成果になっていくように期待をしたいと

思います。 

   次に、私、一議員としての感触でありますが、最近は地元の企業が事業拡大のために

工場の増設に力を入れているなというような感じを受けております。町としてこの流れ、

具体的な動きをつかんでいるのかどうかお聞きをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 企業立地課のほうのカウンター等々に町内の

企業様が来て、真摯に対応をさせていただいているところでございますが、しかしなが

ら、具体的な各企業ごとの動きを把握まではできていないという、そういう状況でござ

います。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ただいま企業ごとの動きについてはいまいち把握できていないとい

うことでありますが、私は企業立地課の設立当初は新規の企業訪問などを活発に行って

いたというような印象を持っております。最近は、地方創生に関連した活動にその重点

をシフトしているように感じます。もう一度原点に戻り、企業訪問などを行うべきでは

ないのかというふうに思いますが、どのように考えてみえますか、お答え願いたいと思

います。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 委員のおっしゃるとおり、近年は各企業への

サルベージ訪問活動は控えているところでございます。この控えている理由につきまし

ては、先ほど申しましたように調整区域における開発要件に適合しない企業があり、そ

の訪問した企業が実は私たちは先端企業、技術センターを持っていたというふうに思っ

ていたんだけれども実は先端ではなかった、そういったところがありまして、時間の無

駄になるようなことはやめてほしいというようなことも企業さんから言われ、現在は先

端企業に適合する企業を丁寧にリサーチして積極的にヒアリングを継続してやっていき

たい、このように思って進めているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 企業訪問は、企業の内部検討というのはなかなか情報が出てきませ

ん。汗をかいて訪ねていかなければ、新しい情報、価値のある情報というのは得られな

いと思いますので、先端産業であれ事業所の集約化であれ、可能性を諦めることなく追

求していっていただきたいというふうに思います。 

   最後に、町長にお聞きをいたします。企業立地課という新規の組織を立ち上げてもう

既に５年が経過しております。今までの成果について報告、説明を受けましたが、町財

政基盤の安定化のためには企業誘致による税増収が本命であるというふうに私は思いま

す。現時点における町長の企業誘致に対する期待またはビジョン、改めて述べていただ



- 17 -

きたいというふうに思います。 

○議長（杉浦あきら君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 企業立地に対しまして御質問をいただきまして大変ありがとうご

ざいます。 

   ５年経過して成果はどうかということでございますけれども、私どもは粛々と今まで

やってきたつもりでございます。今、立地監から答弁をいたしたわけでありますけれど

も、単なる企業誘致とは税増収のみではなくて、全体的な幸田町の５万人構想というそ

の中のバランス、そういういろいろなものを想定に置いて、町民が安定して安らかに暮

らせるまちづくりの中の企業誘致でございますから、特に税制というものは一番大きな

重点をなすものであります。そういう中においては、持続可能なまちということでさら

によく精査をしながら、最近ですと企業立地のほうで今自動走行の問題が先日の新聞に

載りましたですけど、きょうはふるさと納税の問題とかいろいろ出ております。バラン

スよく進めるためにさらに気を使って企業誘致をしてまいりたい、そんなことを思って

おりますので今後とも御指導いただきますようにお願いいたします。 

○議長（杉浦あきら君） ６番、志賀恒男君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時０５分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時１５分 

○議長（杉浦あきら君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、８番、中根久治君の質問を許します。 

   ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 議長のお許しをいただきましたので、通告順に質問をします。 

   初めは、幸田町民の足としての路線バスの復活を願う立場から、３駅プラス３市間、

西尾、岡崎、蒲郡を言いますが、路線バスの構築についてお聞きします。 

   幸田町は東西三河の中心部に位置しております。西尾、岡崎、蒲郡の３市と接してい

るという重要な存在です。３市にとってのキーストーンであり、ハブ都市であるとも言

えます。鉄道で言えば、幸田駅は明治４１年にできました。もうすぐ開業１１０年にな

ります。そして、道路は桑谷街道、深溝街道、浜街道、平坂街道、吉良街道の５街道が

整備され、藤川街道、土呂街道につながるという交通の要衝でした。その幸田町の公共

交通機関の路線網を見ますと、残念ながら網目が荒く、ＪＲ線とコミュニティバス路線

だけであります。４万人を超えた幸田町の公共交通機関はこれだけでよいのか。幸田町

の役割の一つは周辺３市と結ぶハブ都市ではないのか。幸田町は、駅がふえるたびにバ

ス路線がなくなっていきました。今後はどうするのか。現状の課題についてお聞きした

いと思います。 

   最初にお聞きしますが、幸田町は民間のバス路線の導入を将来構想としてお持ちなの

かどうかについてお聞きします。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 今、御質問の民間バス路線の構想につきましては、都市交通マ
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スタープランの中で再編成も維持も含めて掲げておりますが、現状としては廃止という

形になってございます。 

   以上です。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 幸田町がいわゆる路線バスの導入の検討にとても後ろ向きであると

いうことが今わかっております。これでは話が進んでいかないわけですが、少しそれで

も前に向けるように話をさせていただきたいと思っております。 

   幸田町内には民間の路線バス路線がありません。民間の路線バスがない自治体という

のは、県内にはほかにどういうところがあるのでしょうか。まして人口４万人規模の自

治体ではどうなのかについてお聞きします。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 今、御質問のいわゆる路線バスとしての民間のバスが走ってい

ないという形のもの、統計上を見ますと５４市町中４町、大口町と扶桑町と武豊町と幸

田町というのが統計上は出てきますけれども、実は例えば民間というと、武豊町のよう

にコミュニティバスを民間に委託しているというようなことでございますので、そうい

った部分ではこの４万人、武豊町も４万２，６０５人ということで人口的には４万人規

模の中で、全く路線バスで民間のバスの車両が走っていないというふうな状況というと

幸田町がそういった状況になってるということでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 町を発展させ便利にするためには、民間活力が必要です。民間路線

バスをすぐに導入することは、現状では不可能に近いと私も思っております。それは、

幸田町が民間路線バスを導入し、それを基軸とした計画を持っていないからです。幸田

町のまちづくりの前提に初めから路線バスの導入を組み込んでおくこと。例えば、幸田

町民路線バス導入研究会のような研究・検討組織があるのでしょうか。また、そのこと

に詳しいコンサルタントや大学の研究者に依頼したことはあるのでしょうか。幸田町と

して路線バスをどのように評価されているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 今、現状においてはこういった組織はしてございません。幸田

町の場合、都市交通マスタープランというのを平成２２年の３月に取り組んでいるわけ

ですけれども、その場合にはまず策定委員会として学識経験者とか交通事業者、ＪＲと

かバス、タクシー事業者、また各種団体の代表者、また関係行政機関などの職員等を組

織した経過がございます。こういったバスについての部分だけでなく公共交通全体の検

討ということでございますけれども、そういった中で大学の先生なりコンサルタントと

申しますと、名城大学の松本幸正先生が幸田町の交通対策についてはもともと福祉巡回

バスの相談もさせていただいていた、当初からのかかわりのある先生でございますので

松本幸正先生。また、コンサルタントとしては特にこういったものに詳しいところ、当

然そういった御提案を受けたり、窓口にそういった営業で交通関係コンサルタントのほ

うからも受けたことがございますけれども、実際にそういったものを取り組んでいると

いう状況ではございません。また、なお愛知県でも愛知公共交通ビジョンという形で、
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平成２９年これから３３年までの部分のビジョンを掲げておりまして、そういった中で

は名古屋大学の未来社会創造機構の森川高行先生、こういった先生も入っていただいた

りして幸田町の公共交通全体についての検討はさせていただいてますけれども、どうし

ても幸田町は鉄道が中心の町という形になっておりますので、それにバスの連携とかま

たタクシーもこれからは公共交通としての位置づけをされておりますので、そういった

面での人の移動を支えるということの連携が必要であるというようなことはお聞きして

おります。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 幸田町としての路線バスへの評価という部分について再度詳しくお

願いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 路線バスについては、いろいろなさまざまな歴史、経過がござ

います。いろいろな部分で今までの名鉄のバスが岡崎から蒲郡、また西尾などの経由も

しながらありましたけれども、これが廃止されてしまうと。その背景にはどうしてもそ

ういった利用がないということで、いわゆる路線バスとしての部分では一度廃止される

と復活というのはなかなか難しい状況であるということから、幸田町の経過からしても

最後に廃止となった岡崎・幸田間につきましても、なかなか補助路線として存続という

のが難しい状況にあったということで、補助金を投入して名鉄バスを走らせるというふ

うなことの部分では、幸田町としてはそういった経過が結果的には断念したという状況

でございますので、今後につきましては、やはりなかなか名鉄バスの展開という形での

部分では難しい状況であるかなというのが、今後見直しをしていく予定もございますけ

れども、そういった中ではもともとの鉄道従事者としての部分で路線バスとして名鉄バ

スが参入していた部分を、ここで幸田町が再度そういったものを取り組むというふうな

ことはなかなか難しい状況にあるということでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） そういうふうにお聞きしますと、結局幸田町としては将来的には鉄

道、ＪＲとそれからコミュニティバス、これで当分いくというような考え方ということ

で解釈してよろしいかどうかについてお願いをします。 

○８番（中根久治君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 今、幸田町ではＪＲ東海道本線部分とコミュニティバスが走っ

ているわけですけれども、こういった形でコミュニティバスが直営で走ってるというと

ころも、そういった面では民間の武豊町のような委託をしてる状況ではないというよう

なところと、また民間が入ってくればそういったいろいろな展開も考えられるというこ

とで、今後の検討としてはそういった部分もこれから都市交通マスタープランが今ちょ

うど中間点が平成３２年になりますので、それの前提となる再検討をこれから取り組ん

でいこうということで、全く路線バスなり民間のバスということを考えていないという

状況ではないということでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 私もこの都市交通マスタープランの見直しがもうすぐ来るというこ
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とを意識しての質問でございますが、ぜひそのことをもう一度振り返ってみる必要があ

るかというふうに思っております。先に言いましたけれども、幸田町は周辺３市のキー

ストーンでありハブ都市です。既に幸田町は都市計画マスタープランと都市交通マスタ

ープランという２つのプランの中で、路線バスの計画についてはもう述べられておりま

す。どこをいつまでにどのようにするかという具体的な計画は入っておりませんので、

そういったところを今後どうするか、あと何年後には見直しに入っていくわけですが、

そのためにどうするかというのが今後の課題かなというふうに思っております。その一

つとして、岡崎と幸田と西尾を結ぶ路線、もう一つが西尾と幸田と蒲郡を結ぶ路線、最

後の１個は蒲郡と幸田と岡崎を結ぶ路線。要するに、幸田町を中心として岡崎、西尾、

蒲郡をお互いに上手に結び合っていく３つのコースがあり得ると思うのですが、それを

バス路線として設定するということはお考えなのかどうか、その必要性と実現に向けて

の課題ということについてお願いをしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 今、３つほどルートを言っていただきましたけれども、それぞ

れちょっといろいろな部分で難しい状況であるというところをお答えさせていただきた

いと思いますけれども、まず岡崎－幸田－西尾という過去にこういったルートが幸田町

にもございました。岡崎駅のほうから中島を経由したり、幸田町の幸田駅を経由して西

尾市とかに向かっていたといういわゆる名鉄西尾線の部分で幸田町まで乗り入れてたと

いうふうな部分もございます。それがなかなか現実的には、途中西尾電送のほうがござ

いましたけれども、そういったところの部分が企業がいわゆる路線バスの活用から自社

バスに切りかえてきたというふうなとこら辺が、やはりこういった部分で廃止の経過に

あったというところから、名鉄バス路線としてのそういった部分では課題があり、また

復活をするためにはこういった民間で投入できるようなそういった参画できる部分があ

るかどうかというのが一つの大きな課題になるかなと思います。また、西尾－幸田－蒲

郡という形で同じように西浦のほうへ向かっていくものとか、蒲郡の駅に向かっていく

ものも過去にはございました。ただし、なかなか今３つ目の蒲郡－幸田－岡崎という形

での部分でございますけれども、いわゆる西尾と蒲郡につきましては、なかなかやはり

今の現在の部分としては名鉄の蒲郡・西尾線、こういったものを存続させるという部分

でそのために公費を投入しており、また名鉄電車と名鉄バスの連携というのがやはりこ

ういった名鉄としての取り組みの中でどうしても考えられるというところから、なかな

かいわゆる名鉄蒲郡線についても、これを三ヶ根駅とかそういったものにバスのほうが

経由していたことがありましたけれども、バスと鉄道を連携させるとなるとやはり蒲郡

につきましては、蒲郡側についてもそういういわゆるバスと名鉄の駅との連携というの

を中心に考えながら、名鉄蒲郡・西尾線の存続という部分でのバス交通を考えておられ

るというふうなところからすると、ここで幸田町がそこに入り込んでいくというのはな

かなか難しいだろうなというふうなところがございまして、平成３２年までが蒲郡・西

尾線の存続というまず協定基本合意されてる部分でございますので、その後の部分とし

てどうなっていくかというとこら辺が今後の幸田町としても、蒲郡、西尾またひいては

岡崎、こういったものの広域的な検討というのはしていかなければいけないだろうなと
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いうことであります。ただし、先ほど来申し上げてますように、名鉄バス路線としての

部分としては一度廃止されてる部分がございますので、なかなか復帰は難しいと。そう

いった中で、昨今ではさけばれておりますいろいろなバス事業の参入とか、タクシー事

業者による参入、こういったものを考えていく。こういったものが今後都市交通マスタ

ープランの再検討の中でしっかり取り組んでいきたいというふうに考えている状況でご

ざいます。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 民間バス会社に提案できるようなプランを幸田町が作成し、お互い

の実現の可能性を探るという、そういった努力がこれは必要かと思うんですよね。幸田

町としては名鉄が一度やめちゃったからもう難しいというのではなくて、こちらからそ

ういう働きかけるような、そういった努力が必要なんだろうと思うんですよ。現実をい

いますと、周辺３市ですね。幸田町からこの３つの市の大きな病院へ行くのに町民の利

便性で考えてみれば、これはバス路線があったほうがいいに決まっておりますよね。そ

ういったことも配慮しながら、やっぱり幸田町からいろいろなプランをきちんと具体化

して働きかけるという、そういった努力がないなという気がしておりますので、その辺

の努力をいただきたいと思っております。幸田町の都市交通マスタープランではバスネ

ットワークの構築と、実に表現のいい言葉が使ってあります。バスネットワークの構築

です。そういう言葉がキーワードになっておりますね。これについてその中身はどうい

うことを言おうとしていたのか、計画の実現性についてお聞きします。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 今、名鉄との提案、プランとかそういったものも、もちろん私

も名鉄バスがその後廃止されても接触しながらいるわけですけれども、なかなか先ほど

申し上げたように名鉄バスとしては一度廃止したもの、またそれを新たに展開していく

となれば、そこに乗降客がしっかり見込めるかどうか、こういったものが大前提となっ

てきたり、企業さんが自社バスに変えたりとかいろいろな部分で目的を明らかにしない

と、なかなか路線バスは行き先も含めてそういった部分がやっぱりはっきりしてこない

と取り組みが難しいという状況にあると。また、先ほどありましたようにいろいろな施

設を考えれば、そういった病院へのアクセスというのも幸田町としての大きな課題にな

るかと思います。前回も答弁させていただいているような、いわゆる鉄道を使ってバス

に乗りかえてという形での３つの市民病院のアクセスについてはどうしても時間がかか

りながら、行けないことはないんですけれどもなかなか直接行くということがないとい

うことで、県の公共交通実態調査というのを昨年行っておりまして、そういった中でも

公共交通網としてはまず医療と福祉施設とあと商業施設というふうな形の３つのテーマ

がございまして、そういった中で福祉施設とかは点在されていたりするので可能という

部分もありますけれども、また商業施設も幸田町の場合はそういった部分でかなり最近

ふえてきてるということから、そういった部分はある程度解消してきていますが、いわ

ゆる２０床以上の病院、入院施設のある病院ですね、こういったものへのアクセスとい

うのはなかなか幸田町の部分については難しい状況にあるなと。その要因は、もともと

この３つの市民病院に対してはいわゆる自家用車で行く方が多いということから、なか
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なかバス事業者も取り組みが難しいということで、例えば最近の動きとしては、こうい

った送迎的な部分でのバスを取り組むというふうなことも一つの課題としてはあるかな

と思いますが、なかなかやはり難しい状況にあるのかなと。また、比較的近くにでき上

がる藤田大学病院に対してのアクセスについてもバスの乗り入れということも、岡崎市

の中では岡崎駅とのアクセスという形で今検討しているようですけれども、相見へのア

クセス、こういったものもその中に検討をということも入れていこうと思っております

けれども、なかなかやはりバス事業者、実はこれは藤田学園のほうも、西尾線のほうで

すね、バス会社としては東部交通というタクシー会社が運行している会社でございます。

そういったところが藤田学園から西尾ルートのほうへという形の部分で、そこに幸田町

を経由という形も提案はできるわけですけれども、なかなかそこに利用客、こういった

ものが定時的にあるかどうかというのは難しい状況になるかなということと、こういっ

た目的を持った部分での施設へのアクセスは、行きはいいけれども帰りはからで帰って

くるとか、行きはからだけど帰りは満タンに入ってくるという時間的な部分とか効率性、

こういったものがあって大きなバスで行くという形は難しいのかなと。これを小型化し

たりいろいろな、先ほど申し上げたタクシー事業者の取り組みがバスに参入してくると

いうふうなことがありますので、そういった提案をこれからも、今はマスタープランの

再検討の中では取り組んでいきたいと思ってます。 

   そして、またバスのネットワークの構築というのがこのマスタープランの中の部分で

提示されております。これは一つの考え方として、ネットワーク、その中には３つほど

ございます。３つの中で１つは、コミュニティバスの導入というのが１つ。２つ目が路

線バスの再編。３つ目が企業バスとの連携というのが、この計画の中で３つほど掲げて

いるのがこのバスネットワークの構築ということでございますけれども、まずコミュニ

ティバスの導入ということはこの計画の時点では福祉巡回バスでございましたので、こ

れをコミュニティバスに展開させて３ルートから４ルートに変えて、えこたんバスとい

う形に切りかえてきたと。２点目の路線バスの再編、これが実際には平成２６年９月３

０日で廃止という形での幸田町に路線バスが今ないというような状況でございますので、

これを今後、先ほど申し上げておりますようにいろいろな参画の仕方、経営の仕方がご

ざいますので、そういったものを提案していくようなことが必要になってくる状況にあ

ると。３つ目は企業バスとの連携。これにつきましてもいわゆる企業バスとしてマイカ

ーの利用抑制というのがこの計画の中にございますけれども、なかなかやはり企業のほ

うの連携というのも、イベントなどでは連携させていただいて送迎をやっていただいた

りしてますけれども、今後もこれも課題となってくるというふうなことで、大きく分け

て３つの課題の中で取り組んできているというのがこの内容でございます。 

（「答弁は簡潔に」の声あり） 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 駅の問題はまた次の機会に回したいと思っているのですが、それで

も相見・幸田・三ヶ根の３駅は宝の持ち腐れという部分が少しあるなと。それぞれが無

人化に向かっていく、発展していかない駅というふうなイメージかなというふうに私は

捉えているのですが、その３つの市が、岡崎も西尾も蒲郡も３つの市は実に見事にＪＲ
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線と名鉄線と民間バスと、もちろんコミュニティも入れまして全てをうまく融合して活

用しているんですね。３つとも、その３市は。ところが、幸田町はその３つの町に接し

ていながら、それの１つも学ぼうとしていないなと、交通体系については。もちろんそ

の３市ともとても財政力の乏しいところだというふうに聞いておりますけれども、でも、

それでも幸田町はその３つの市は赤字覚悟でも名鉄路線は確保しているんですよ。これ

はなぜか。何がそうなんだということを学ぼうとしていないなということが言えますね。

今あるＪＲ３駅が大事ですよと。あとはコミュバスですよと。それでは町の発展にはな

っていかないだろうなというふうに私は思っております。駅の問題は次にしますが、さ

っき言いましたように駅がふえるたびに幸田町は名鉄バスがなくなりまして、ついに相

見ができたら、ついに最後に名鉄バスは消えました。そして、福祉バスがコミュニティ

バスになってきたんですよね。ほぼこの町内の全域をコミュニティバスは網羅している

のですが、残念ながら利用客が少ない。少ないなんてものじゃないですが、ない。土曜

運休と町外には行かない。今のえこたんバスでこれからの幸田町は対応できるかという

ことについて、考えをお聞きしたいと思っております。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 岡崎・西尾・蒲郡という話題がございますけれども、こういっ

たものについては、幸田町で先ほど申し上げたようにバスの撤退のときに議論したんで

すけれども、いわゆるバス路線に補助金を出すと、公費投入というのが幸田町では今ま

で行っていなかった。それをいろいろコミュニティバスと連携させて比較した結果、路

線バスへの補助金は断念という形であったと。逆に、岡崎・西尾・蒲郡については、こ

の路線バスに対して億単位で補助金を出しているというようなことがその存続、またこ

の補助金を出せば、今法律的には法定協議会という形でいろいろな検討する会議を設け

なければいけないということになっています。その会議にもってそういった議論をされ

ているというところが幸田町では先ほど来質問していただいているように、そういった

検討会議がないじゃないかというふうなところも含めて、幸田町はこれから都市交通マ

スタープランの見直しの中で、これをそういった検討する会議を立ち上げていこうとい

うことで、今年度からこういった今のコミュニティバスの課題とか都市間の連携、こう

いったものもこれからは検討していきたいと。その背景には、いわゆる公共交通の部分

で法律の改正がありまして、都市政策基本法という形が平成２５年にでき上がってきて

ますし、またそのための地域活性化の交通系の法改正もあり、そういった面で地域で支

えるバスというふうな形もこれからは議論されるというところでこの議論に入っていき

ながら、今のえこたんバスのこれでいいかという御質問に対しては、これからそういっ

たものを検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 結局、幸田町はえこたんバス路線だけで間に合うというふうに考え

てはいないと思うのですが、名鉄バスあたりに補助金を出すのがとても辛いという立場

があって、これは踏み切ってないと思うんですよね。ところが、周辺の３市はそれをち

ゃんとやってるんですよね。評判が悪いことも確かによく聞こえてきますけれども、で

もそれは必要なんだと、そういう意味でやってるんですよ。ですから、愛知県下でもこ
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んな４万人にもなるような町の中で路線バスが走ってないという珍しい町になってしま

ったと。それはどこかで考えていかないと、発想の転換を図っていかないと、これは難

しい問題だろうなというふうに私は思っておりますので、ぜひ検討の土台に上げていた

だきたいと思っております。えこたんバスについて言えば、今後の展開として民営化を

図っていくべきだろうなと。そうすれば、もう少し違った発想でえこたんバスが運営さ

れるかなと。または、第三セクターで民間活力を利用した活用方法を考えていくと、そ

れもありかなと思うんですが、そういうことについてお考えをお聞きします。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 今言われたとおり、これからのコミュニティバスの運営方法に

ついてはいろいろな課題があります。これからの方向性としてはバスの小型化とか、デ

ィマンド化とか、またＮＰＯの参画、また地域タクシーとして取り組む、また先ほど申

し上げた企業バスのいろいろな展開の活用の仕方、タクシー事業者の今後の展望。また、

いろいろな部分でバス大型運転手の人員不足、大量退職による、そういった部分も含め

ていろいろな部分で外的要因が変わってきてる。こういったものをこれから検討してい

き、取り組んでいく必要があるということでありますので、今言っていただいたような

内容をこれからしっかり取り組んでいきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） えこたんバスについては、以前から小型化とかオンデマンド化とか

いろいろなのが出ておりますが、積極的にこれを活用するためには現状を反省しながら

民間活力を利用する、そうしたまちづくりの一環の中で考えていただきたいというふう

に私は思っておりますので、お願いをします。 

   次にお聞きしますのは、教育に関する今日的課題ということであります。現在、国会

や内閣から教育に関する発言がよく聞かれます。大臣や議員が発言しているのでマスコ

ミを通じて知っているわけですが、それを幸田町に当てはめてみるとどういうことなの

か、町はどういう考え方をしているのかについてお聞きしたいと思っております。 

   初めは、教育勅語をどう扱うかです。政府は、憲法や教育基本法等に反しない形で教

材として用いることは否定できませんとか言っております。もう閣議決定ですよね。文

科大臣は憲法や教育基本法に反しないような配慮があれば、教材として用いることは問

題としないと発言をしております。憲法や教育基本法に反しない配慮なんてものは、こ

れは従来法教育では当たり前の話ですよね。当たり前のことを言っているんですよね。

今までもそうであったんですが、今までに扱っている教材は全てそうなんですから、こ

れは当たり前のことなんですね。政府の言う憲法や教育基本法に反しないというのは、

具体的にはどのような形での配慮なのかについて、教育委員会の見解をお聞きしたいと

思っております。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 委員がおっしゃるとおり、憲法や教育基本法に反しないという

ことは当たり前のことでございます。それが具体的にどういうことなのかというお尋ね

でございますけれども、このようなことを国が言い出すに当たって、国のほうから具体
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的にこういうことであるというような指針は出てはおりません。そういう状況の中で教

育委員会で良識的に考えれば、憲法の三大原則である基本的人権の尊重、平和主義、国

民主権に反しない、あるいは教育基本法で言う個人の尊厳の重視、真理と平和を希求す

る人間の育成等に反しない形や配慮でというふうに理解をしております。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） それは戦後の教育の基本原則ですから、もうずっとそうやってきた

わけですから改めてここで言う必要もないような気がしておりますが、実際に学校で先

生が教材として扱うことが想定されますよね。もちろん道徳の授業の中ではあり得るこ

とかと思いますので、そこで教材選択の実態、これは使用する先生の個人の判断で選択

できるのか。管理職は授業内容の把握ができるのか、教育勅語を教材とする場合の留意

点についてお聞きしたいというふうに思っております。普通の教材でしたら、教科でし

たら、これは教科というのは決まっておりますので指導内容についての実態、教材の把

握というのは十分にできますが、道徳に関しては何を取り上げるかというのは、それは

多分担任の先生の判断によることが大きいと思うんですよね。そこで、もしいろいろな

ものを判断、例えば教育勅語を取り上げたいという先生がいたら、それはどこでどのよ

うな留意点の指導があるのかないのか。それは勝手に使ってください、どうぞなのか、

その辺のことについてお聞きします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） ほとんど委員が言われるとおり、まず基本的なことといたしま

して教材の選択に当たりましては、通常の教科の場合、教育委員会が採択した教科書と

統一的に購入している副教材を使用するというのが基本であり、このほかその点につい

ては委員がおっしゃるとおりという部分でございます。また、このほか体験学習や問題

解決学習を行う際には教材自体を見つけることから学習をスタートさせるということも

ございます。そして、それらの教材の選択に当たりましては、目の前にいる子どもたち

に必要な価値観や体験、学びを提供できるものを先生個人の判断で選択することができ

ます。また、管理職による授業内容の把握につきましては、ｼｭｳｱﾝという形で各担任等

から管理職に対し翌週の時間割や授業内容が提出されるため、それにより事前に把握し

ているというのが現状でございます。委員がお尋ねの一番の目的は、例えば道徳等で教

育勅語を扱う場合ということでございますけれども、教育勅語に対してはその中で示さ

れております徳目が今日においても道徳的価値があるという議論もございますが、その

価値観をあえて教育勅語から引用して教材として取り上げる必要はないというふうに考

えております。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 私、個人的に言えば、実は政府や国会やどこもそうなのですが、教

育の問題をここまで踏み込んで発言することはまさに教育圏の侵害だろうなと思うんで

すね。学校の先生または学校の立場で判断すればいいと私は思うんですけれども、これ

だけ世間が騒ぐようになってくると、知らない教員が話のたねに教育勅語について１時

間取り上げて、子どもと一緒にそれを斉唱するとかいうようなことが起きてくれば、こ

れは大きな問題だろうと私は思うんですよね。そういったとても軽はずみな形でこれが
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利用されるということが起きれば、それはとても大きな問題だろうと。ですから、あえ

てこれは使わないということをきちんと教育委員会も現場の先生方もそのことを共通認

識として持っていただきたいと私は思っております。話がちょっと横へいきますけれど

も、戦後望ましい人間像というのを、期待される人間像というのを昭和の４０年代でし

たかね、当時の文部省がつくりました。期待される人間像ですね、これはどういうもの

かといいますと、戦前の教育勅語を廃止したからそれにかわる新しい文科省としての人

間としてのあり方はこうなんだということで、文科省がこれは出しておりまして、これ

は全国に伝わっております。多分お持ちだろうと思いますが、そういうものを基本とし

て考えていくというのが一番大事なことかなと。それを飛ばして戦前回帰までもってい

くことは、それは許される問題ではなかろうと私は思っておりますので。教育勅語にか

わるものがあるのかないのかということについて、これはあるわけですから、しかも戦

後つくって、昭和４０年代に文科省がつくってるもので、それを使わないでおいて教育

勅語という考え方は、それはちょっとおかしな話だと私は思うのですが、その見解につ

いてお願いします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 委員がおっしゃるとおり、昭和４１年に期待される人間像とい

うのが中央教育審議会の答申として示されております。その中で、教育者その他人間形

成の任に携わる人々のｻﾝｺﾂするためということで示されたわけですけれども、その内容

的には宗教的情操だとか戦前に近い観念的なこともあるということは承知をしておりま

す。先ほど御心配をいただきました、教育委員会としてさまざまな今日でも通用するよ

うな徳目をあえて教育勅語から引っ張ってくる必要はないという認識ではおりますけれ

ども、委員が心配されるように基本的に教材の選択というのは各個人の教員に任せられ

ている部分もあるものですから、そういう状況の中で教員の先生が認識不足の対応があ

ってはならないということは考えますので、そこら辺のところについては校長会等とよ

くｼﾄしながら対応について協議していきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ぜひその辺はよろしくお願いをします。軽はずみにそんなものを使

おうとする先生がいるようなことが起きるかもしれませんので、その辺についてはよろ

しくお願いをします。 

   次に、Ｊアラートへの対応についてお聞きします。 

   政府は、外国から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合には、

全国瞬時警報システム、Ｊアラートによって国民のとるべく行動を示しております。随

分物騒な話ですが、Ｊアラートが作動した場合に学校としてはどのようにされるのか、

お聞きしたいと思っております。こうした場合の対処マニュアルを作成したり、訓練を

しているのかについてもお聞きしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） Ｊアラートの関係でございますが、昨今心配をされております

北朝鮮からの弾道ミサイルの飛来については、発射から着弾まで１０分程度ということ

でございます。また、Ｊアラートにつきましては、発射から四、五分後に作動するとい
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うふうに言われており、つまりＪアラートが作動してから５分程度で着弾するというこ

とになるかと思います。そこで、学校内にいた場合でございますけれども、まずは校舎

内、教室等に非難をさせ、できるだけ窓から離れ机などの下に潜り、頭部を守るような

誘導をいたします。また、マニュアルにつきましては作成はしておりませんが、それ用

の訓練もまだしておりません。ただし、そういう身を伏せるというような点につきまし

ては、東海地震に関連する情報等が発表された際に基づく行動に近い対応をとるという

ことになると思います。なお、実際には着弾後における行政の状況判断によることとな

ると思います。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 町としては、そのマニュアルも訓練もしていないということを今お

聞きしました。弾道ミサイルを想定した住民避難訓練とか、小中学校の避難訓練の計画

やマニュアルは作成していないということでありますので、今後それは作成する意図が

あるのかないのか、計画があるのかないのかについてもお願いをします。また、エムネ

ットというのとＪアラートの回線の違いがちょっとよくわかりませんので、お聞きした

いと思っております。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） Ｊアラートが発動した場合の対応のマニュアル、訓練等につい

ては今のところは計画がございませんけれども、今回弾道ミサイルが落下する可能性が

ある場合にとるべき行動についてということで、国のほうから対応の指針等は出ており

ます。国等の指針等も参考にしながら、今後マニュアルまで作成して、それ用の訓練が

必要なのかどうかということ自体検討して対応を考えていきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 答弁漏れがございましたけれども、申しわけございません、エ

ムネットについては承知しておりません。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 小中学校には、私はよくわかってないのですが、Ｊアラートという

受信機というんですか、そういうものはもう設置してあるのかどうか。また、設置して

あれば、その運用訓練というのはされているのかどうかということと、それから登下校

を含む野外での活動中での対応についての留意点もお聞きしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） Ｊアラートの設置と、Ｊアラートが発動された場合は町の防災

無線自体が鳴るものですから、それに基づいて行動をとるということになると思います。

それから、常に学校の中にいるということではなく、委員が御心配のとおり登校中、下

校中ということもあります。そのように屋外にいた場合には、近くのできるだけ頑丈な

建物や、幸田町には地下道はないわけですけれども地下道等、そういうようなところが

近くにあればそういうところに避難をし、そのような適当な建物等がない場合には物か

げに身を隠す、地面に伏せて頭を守る等の行動を指導していくということになります。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） もう一つ最後に、教員の勤務時間についてであります。先ほど志賀
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委員からも質問がございましたが、重ねてお願いをします。 

   教員の多忙化解消への取り組みは、県レベルで多くの自治体が進めておりますが、国

レベルで言うと、これは働き方改革ということになるのかなというふうに私は思います。

そこでお聞きしますが、幸田町では、小中学校の教員は多忙なのかと。その実態を踏ま

えて、小学校、中学校別にお答えいただきたいというふうに思います。多忙なのか、本

当に多忙なのかということについてお願いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 多忙かどうかということにつきましては、多忙の目安ともなり

ます在校時間が月８０時間というのが一つの目安になるかと思いますけれども、その８

０時間を超えた教員の割合がことし４月の状況でございますと、小学校が３５．５％、

中学校が６３．３％であり、この数字に基づいて考えれば各学校の先生方は多忙に感じ

ている先生は多いというふうに認識しております。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 教員イコール多忙というふうに最近なっているわけですが、在校時

間の中身の問題なんだと思いますね。中身の問題で多忙かどうかの判断を少ししていか

ないとまずいだろうなというふうに思います。多忙の要因のトップに挙がるのが部活動

の指導時間です。幸田町のように小学校では部活動がないと、でも、まだ多忙であると

いうのは一体なぜか。それは多忙になる複合的要因が突きとめられていないからだと思

いますので、その部分を突きとめて改善していくようにしなければ、これはそういう多

忙という言葉を排除することができません。そこでお聞きしますが、幸田町のように小

学校の部活動をなくしてもまだ多忙であるというのはなぜかということについて、教育

委員会の御見解をお願いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 先生方が本来全力を挙げて取り組むべき授業以外の業務、各種

会議や行事や研修、また各種調査物の報告等、諸事務が多いことが大きな要因かと思わ

れます。また、部活動がないのにという御指摘でございますが、確かに幸田町は部活動

がございません。おっしゃるとおりでございます。ここにもし部活動があったら今以上

もっと大変なことになるということで、よその町で部活動に取り組んでいるところはそ

れ以上に大変だろうなと察するところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ですから、幸田町では小学校では部活動がないわけですから、よそ

の市町と比べればこれは多忙ではないというふうに私は思うんですね、比較の問題で言

えば。その辺のところがちょっと理解ができない部分かなと思っております。小学校は

教員は放課後の子どもの活動に対しては、現在、部活動を持っておりませんので何も参

加していないというのが僕はこれが現実だろうなと思います。放課後の子どもの扱いに

ついては、どこがきちんと手当てをしてくれているかというと、これは放課後子ども教

室です。幸田町が充実させておりますので、放課後子ども教室が物すごくはやっており

ますから、そこがほとんどの子どもを預かってくれるし、子ども会とかいろいろなスポ

ーツクラブが子どもの受け皿としてよく活動していてくれます。その中に教員は参加し
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ているか。学校が放課後になった、じゃあ、放課後の子どもをどうするかと。その部分

は教員は部活動を持っていないものですから、それはないんだと。その部分です。それ

はほかの市町と違うところです。その辺についてどう思われますか。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 幸田町の学校におきます放課後の対応ということにつきまして

は、委員がおっしゃるとおり学校というよりも放課後児童クラブを初め、子ども会とか

クラブチームのスポーツというようなところが大きな受け皿になっているということで、

放課後は学校としての対応はしていないという現状というのは認識をしております。た

だし、その状況の中で、今私どもが認識している現状においても学校の先生は多忙であ

るという認識の中で、今以上に今までやってなかった取り組みを学校の先生ももっとし

ていくということについて、一歩踏み込んだ考え方というのは持っておりません。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ですから、部活動があるとかないとかで教員が多忙であるというこ

とにはならないというふうに幸田町は認識というふうに、私は捉えるよりしょうがない

ですね。そうした場合、教員が多忙になる複合的要因というほかの要因とは一体何だろ

うかということの調査がされてないんだろうなというふうに思います。もっとそういっ

た要因を突き詰めていって、先ほどの志賀委員の質問にもありましたが、いろいろな研

修会とかいろいろなものを見直すと、そういうことをきちんとやって大胆に改善してい

くことで教員の多忙化が解消される。それは、ほかの市町と同じように放課後も子ども

と一緒に活動できる、そういった教員組織ができるようになるのではないかなと思うん

ですよね。今はおっしゃるように、放課後は全て放課後子ども教室とか、子ども会とか、

何とかスポーツとかいうのに、または塾や家庭教師かわかりませんが、全てのものにお

任せしてやって学校は一切ノータッチ、このことが本当に幸田町の学校教育としていい

ことかどうかということを、周辺市町と比べてみてこのことが納得できることなのかな

ということが私は疑問に思っておりますので、そのことについてお聞きしたいと思って

おります。 

○議長（杉浦あきら君） 教育長。 

○教育長（小野伸之君） 今の質問ですが、幸田町の先生たち、特に小学校の先生は授業が

終わると子どもたちにかかわりがないと。子どもたちが放課後児童教室に行ったり、家

に帰ったり、塾に行ったりということでおっしゃるとおりだと思いますが、ほかの市町

で幸田だけじゃなくて部活をやってない市もあるわけですが、それが子どもに触れ合っ

てるからいいかどうか、これはまた議論が要るところだと思います。少なくとも今これ

だけ先生たちが忙しいと言っているときに、幸田の先生たちも部活をやって子どもと触

れ合ってはどうか、あるいは子どもが行く放課後児童教室に先生も行って触れ合っては

どうかというのは全く方向違いの話になってしまうので、考えてはいません。それから、

中根委員のおっしゃったように部活がなくても忙しい、あるところとないところを比較

してないので、それもわからないわけですが。この分析ができてないということですが、

いろいろな調査はあります。調査物が多い、それからいろいろな点検業務も多い、そう

いうことで部活がまず愛知県が、国もそうですが、部活をターゲットにしたのは事実で
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す。実際に動き始めました。それは、あれが教育課程外だから手をつけやすいというこ

とにあると私は思っています。ですから、部活なら減らしても教育行程に関係ない。例

えば、じゃあ、授業を１時間減らそうとか、そういうことは今は絶対にできないことで

すので、手をつけられるところは部活動だと。しかも、間違いなく土曜日・日曜日に何

時間も先生が拘束されていますので、ここに手をつけるという議論があるわけですが、

私も中根委員と同じで、部活だけが多忙化の元凶ではないと。部活をやめてしまったら

すぐに先生たちの時間数は減らせますが、子どもにとって親にとっていいか。例えば、

土日も全部やめてしまえば解放されるわけですが、お父さん、お母さんが安心して仕事

に行ったりそんなことができるかどうか。先生たちはそのために部活をやっているわけ

ではないのですが、子どもの将来、日本の将来を考えたときに、今すぐ簡単にできない

ので部活に手はつけていますが、部活以外のところもやります。きのうの会議でも若干

これに触れられました。ゼロベースで考えたいという考えはありました。要するに、研

修とか出張をゼロベースでゼロにして、なくてはならない出張となくてはならない研修

だけに絞ったらどうかという発想はありました。多分できませんが、そういう発想はあ

りました。もちろん法定研修は法律を変えなければやめられないので残すわけですが、

中根委員の心配されるとおり、部活に手をつけておしまいとは思っていません。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 先ほども言いましたが、小学校の先生の多忙というのは複合的要因、

もっとほかにもあるんだということをきちんと認識をしていただいて、部活が一番手が

つけやすかったというのはこれは確かなのですので、その部分を削ってみたらこうだっ

たということですが、現実はそうじゃないんだと。そのために子どもたちはどこに活動

の場を求めていったかというと、今のような状態であるわけですから、それ以外のまさ

に教育長が言われるようにいろいろな研修、レポート、そういう部分をもう少し大胆に

削減することを考えていかないとこの問題は解決しないだろうなと思いましての発言で

あります。今後よろしくお願いをしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 特に部活動のない小学校については、多忙の要因が部活動では

ないという認識は改めて持たせていただきました。では、何が要因なのかということで

今考えられるのは、いろいろな会議だとか研修だとか出張だとかという庶務的なことが

多々あるかと思います。それらの精査、時間の短縮等々、取り組めるところから取り組

んでまいりたいと思います。そして、既に設置済みであります先ほども申し上げました

校務支援システム等々の事務合理化、多忙化解消のための手段として導入してきたもの

もより有効に使って、多忙化の解消に努めてまいりたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ８番、中根久治君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１１時１１分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時２１分 
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○議長（杉浦あきら君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質問を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 通告順に順次質問をしてまいります。３つの項目について質問で

あります。 

   まず、第１点目は、総合事業の充実についてであります。２０１５年の介護保険制度

改正によって、要支援１・２の人の訪問介護と通所介護を保険給付から外し、市町村事

業の移す総合事業が今年度から始まりました。これまでは介護認定を受け利用料を払え

ば、法で定められた基準によって介護の質が専門職によるもので担保をされてきました。

国が示す総合事業のガイドラインでは、家事援助についてホームヘルパーなど有資格者

による既存のサービスに加え、シルバー人材センターやＮＰＯ、民間事業者による洗

濯・掃除の生活支援サービスや住民ボランティアなどによる生活支援サービスも可能と

したものであります。総合事業に移行して２カ月たちましたが、体制が整っていない現

状もあります。包括支援センターではまだ新たなサービスのプランがはっきり立てられ

ないとのことであります。そこでお聞きをするわけでありますが、総合事業に移行する

に当たって、介護予防・日常生活支援事業の体系図が示されましたが、現状とこの進捗

状況について伺うものであります。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） ただいま委員から総合事業の現状についてお伺いをいただ

きました。申されましたとおり、平成２９年４月より介護予防・日常生活支援総合事業

を開始しているというところでございます。これは、要支援１・２と認定された人や基

本チェックリストによりまして、生活機能の低下が見られた人が利用できる介護予防・

生活支援サービス事業と６５歳以上の全ての人が利用できる一般介護予防事業があると

いうことでございます。現状におきまして、訪問介護と通所介護におきましては、従来

どおりの既存の事業所にお願いをしているところの部分でございます。多様なサービス

という部分で今後サービスの充足を進めていくわけではございますが、訪問介護におき

ましてはまだサービス事業者がそろっていないということであります。また、通所型サ

ービスにおきましては、機能訓練ですとか運動機能教室、脳の健康体操を開催している

サービスを提供することが可能となっております。また、一般介護予防事業といたしま

しては、げんきかいですとかお達者体操、福祉出前講座などを現在行っているところで

ございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） それは、昨年の１１月に示されました福祉産業建設委員会のこの

資料の中に説明があった内容と全く同じであります。とりわけ多様なサービス、これに

つきましてはなかなか決まらないということもあるわけでありまして、そうした民間の

事業者による指定あるいは事業者が決まらない、こういうことがまだまだ現状ではない

かというふうに思うわけであります。それで、この４月から始まりまして２カ月たった

わけでありますが、この間に新たな介護申請をした人数とそれから認定に至った方はど

れぐらいか、また外れた方はどれだけかということでありますが、その点をわかりまし
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たらお答えいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） この４月から新たな介護予防事業ということで進めさせて

いただいております。基本、ちょっと今手元にあるものといたしましては、更新により

ましてこのサービスをこの４月から利用している方につきましては４０人であるという

ことでございます。また、その中から基本チェックリストによりましてこのサービスを

利用に至った方が２名であるということでございます。そのほか、新規の介護認定数で

すとかｳﾁﾊﾞﾀの介護に至らなかった方の数は今のところちょっと持ち合わせておりませ

んので、後ほどちょっと御説明させていただきます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この要介護認定の申請をいたしますと、基本チェックリストで判

定が行われるわけでありますが、この振り分け機関、これはどういう体制で行われてい

るのかということでございます。２カ月間たって振り分けで外された方、これが２人見

えるということでありますが、この２人の方々のサービス提供というのはどのようにさ

れたか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） まず、判定に関します内容でございますが、実際に窓口と

して行っているものは福祉課あるいは地域包括支援センターで、この事業の相談はまず

受け付けているところではございます。そして、そこの中で必要に応じまして、地域包

括支援センターにおきまして基本チェックリストを行う中で、介護予防のケアマネジメ

ントを行ってサービスにつなげていくというものでございます。先ほど２名とお答えさ

せていただいた方は、それによってサービスにつながったという方の数でございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この体系図を見ますと、これがはっきりしないわけでありますよ

ね。この判定で振り分けをしていく機関ですね。これがただ窓口とそれから包括支援セ

ンターでやるよというようなことでありますけれども、じゃあ、今までは認定に当たっ

ては医師の主治医の意見書や、それから調査等が行われていたわけでありますけれども、

これが窓口対応だけで基本チェックリストによって振り分けられてしまうと。こういう

ことがあれば、例えば見方が不十分である場合はこれがふるいから落とされてしまうと

いうことにもなりかねないわけでありまして、例えば先進事例で言えば、モデル事業と

して行っているところであれば地域ケア会議とかそういうところできちんと判断をして

いるということになるわけでありますけれども、そうした体制づくりというのは幸田町

ではないのかということでありますが、その辺のところの強化ということについてお尋

ねしたいと思います。それから、幸田町では新たにことしの４月から幸田町医療・福

祉・介護マップというものを示しまして、それで新しい総合事業のお知らせということ

をやられているわけでありますが、このパンフレットあるいはチラシを見てもわけがわ

からないと、余りよくわからないわけでありますよね。じゃあ、例えば新しい総合事業

でチェックリストから振り分けられた人はどういう支援が受けられるのか、どういうこ

とができるのかということが、利用する側にとってはよくわからない内容になっている
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わけであります。例えば訪問型サービスは、これはシルバー人材センターやあるいはほ

かの事業者のほうができますよとか、通所型はどこができますよとか、こういう振り分

けられた方が自分から選べる、ケアプランを立てるときに希望が言える、そういう体制

づくりも必要ではなかろうかというふうに思うんですけれども、これが包括支援センタ

ーに行って聞いてきましたけれども、ここでもまだ幸田町の体制の不備というのが明ら

かになったわけであります。そうした点で、やはり住民にもわかる、あるいはケアプラ

ンを立てる包括でもきちんと事業者名やあるいは多様なサービスの中でどのようなもの

があるのか、その辺のところもきちんと体制づくりの中で盛り込む必要があるのではな

いかというふうに感じた次第であります。その辺のところを体制づくりの中で誰が見て

もわかりやすい体系図にしていく、またサービス利用の事業者、あるいは例えば住民主

体による支援、Ｂ型等の充実、この辺を網羅する必要があるというふうに思いますが、

その体系図づくりはどのように進められるかお尋ねしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 委員のほうから、この４月から始めさせていただきました

総合事業に関しましてチラシのほうも作成しているところではございますが、この内容

が本当にまだ住民の方に渡っていない、あるいは本当に内容がまだわかりにくいという

ような御指摘をいただいたかというふうに思っております。まず、やはり当然介護が必

要な方に対しますこれまでどおりの医師の意見書から認定審査に基づきまして行う一連

の介護の手続につきましては、従来どおりでございます。さらに、介護が必要になられ

る前段の予防の段階におきまして、そういったサービスの提供が必要であろうと思われ

る方々に対しまして、もっと簡易な手続においてこのサービスを利用していただくこと

ができるというような形で進めていくものが総合事業であるというふうに思っておりま

すので、そういった趣旨をもっとわかりやすく資料など、現状ですとまだまだ国が作成

したものの域から出てないような部分もあるかというふうに思っておりますので、サー

ビスもまだ充足の途中ではありますけれども、そういった形で体制強化にもちょっと努

めていかなければならないというふうに思っているところでございます。あと、当然関

係機関といたしまして地域包括支援センター、こういったところと一緒になってこれは

やっていかなければならないということでありますので、そちらとも連携協力を含めて、

住民に対してよい充実した総合事業が進められるように努めていきたいというふうに考

えているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この体系図を見て住民の利用者がこうしたサービスを受けたいと

いう、いわゆる介護保険から外れる保険給付から外されるもので多様なサービス、ある

いはこれは現行相当サービス、これにつきましてはわかるわけでありますけれども、多

様なサービスの中身がはっきりわからないということで、ここの充実をすべきだという

ふうに思いますので、ぜひ早急に急いでいただきたいということであります。 

   それから、２カ月でチェックリストによって２人が多様なサービスのほうで受けれる

よというようなことであったわけでありますが、これが判定基準に基づいて利用サービ

スの決定が行われるということでこの２人になったわけでありますが、例えば現行相当
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サービスが該当する症状や行動、こういうのはどういう基準で行われるのか。また、基

準緩和型Ａの区分はどういうものか伺うものであります。それで、あとは強制的にサー

ビスを振り分けないようにしなければならないわけでありますが、その対応については

どのように取り組むのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 実際に事業が始まりまして、チェックリストに基づきまし

てサービスを提供させていただくという状況でございます。対象とされる方がもともと

相談に見えた方とか、あるいはこちらの事業の中でこの方に対してはサービスを受けて

いただくことが必要だと思われるような方に対してチェックリストをかけて行っていく

ということでございますので、当然チェックリストの中の項目に従いまして日常生活に

おける関連動作が緩慢かどうか、あるいは運動機能ですとか栄養状態、口腔ですとか認

知症ですとか、あるいは町が独自に判断を進めて項目として入れております排せつです

とか入浴、食事ですとか、あと服薬の管理とか、そういったようなものを総合的に見ま

して、その方に対する利用いただけるサービスをケアマネジメントによって位置づけて

いくというような形でございます。 

   それと、緩和型のものは、やはり従来の介護制度の中で行っておりました制度をちょ

っと一部を緩和して、例えばサービス時間をもっと細分化するですとか、あるいは時間

をもっと短くすることによってでも受けれるとか、そういった形でのもっときめ細かな

サービスによって受けていただく方の幅を広げていきたいというようなことで考えてい

きたいというふうに思っているところでございます。ですので、やはりこれを強制的に

サービスを振り分けるという形で、あなたはこちらですとかというふうな形で決めてい

くことのないように、その方の状況に合った形でこれは進めていくものだということで

ございます。 

   先ほどの新規介護認定の数ですけれども、申請は５９名、４月、５月であったという

ことでございます。うち非該当の方が４名であったということで、チェックリストによ

っての非該当の方はなかったということでありますので、２名がそのまま総合事業のほ

うにつなげたということであります。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この判定基準がきちんと明らかにされていないとサービスが振り

落とされてしまうというようになるわけでありますので、きちんと判定基準というのを

明らかにしていただきたいというふうに思います。 

   次に、この総合事業、これは３カ月から６カ月をめどに卒業ということで示されてい

るわけであります。国のガイドラインに沿って幸田町もその方向の体系図になっている

わけでありますけれども、この卒業した人につきましては、通所Ｂや地域での活動、こ

ういうふうなところへの移行ということであります。高齢者につきましては、本来老化

が進むものでありますし、卒業して生き生きなるという問題でもないわけであります。

介護サービスで状態が維持できる、若干改善する場合もあるわけですけれども、そうい

うことで考えるならば卒業を目標としないでサービスの保障をしていくべきではないか

というふうに思うんですけれども、その点につきましては、ケアプランへの締めつけで
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卒業を強制的にしないと、こういう取り組みが必要ではなかろうかと思いますがいかが

でしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 委員のほうからまず判定基準の内容ですね、これを明らか

にしていくべきだという御意見につきましては、チェック項目は確かに明確になってい

るわけですので、そこの判断に至ったものについてはやはり丁寧に介護の判断するとこ

ろにおきましてきちんと説明をすべきであるというふうに思っておりますし、その内容

については明らかになっていかなければならないというふうに思っております。また、

総合事業におきまして、特に短期集中型というのも含めまして、やはり３カ月から６カ

月での卒業という、確かにそういった考え方は示されているわけでございます。こうい

ったものの中で、やはり御本人の方の状況を判断いたしまして、今の現状の生活におけ

る動作ですとかそういったものの状況の維持ですとか、あるいはさらに生活の質の向上、

あるいはその方の地域での尊厳の維持とか、そういったような視点に立ってやはりこの

ケアプラン、サービスの提供というものが行われなければならないというふうに思って

おりますので、委員がおっしゃいますようにケアプランの締めつけとかそういうサービ

スの取り上げ、こういったものがないようにしていくべきだというふうに考えていると

ころでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 全くそのとおりだというふうに思うわけであります。ですから、

この判定基準、こういうものをきちんと明らかにすべきではなかろうかというふうに思

うのであります。モデル事業で行っているところでもいろいろ出てるわけでありまして、

例えば伊勢市の判定基準では、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状、行動

を伴うもの、あるいは退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要なも

の、ごみ屋敷となっているものや社会と断絶しているものなどの専門的な支援が必要な

ものとか、いろいろこのように判定基準によって納得できるものというのが出てきてい

るわけでありますので、そうしたものを幸田町でもきちんとつくって、後々こうじゃな

かったと、もっと本来はサービスが受けられるのではないかと、本人が納得できるその

ような判定基準基準をつくる、その考えについて伺いたいと思います。 

   それから、卒業でありますけれども、これはちゃんとここにも書いてありますよ、卒

業、それ以降は通所Ｂや地域での活動へ移行と。地域での活動というのが、これはＮＰ

Ｏや例えばいきいきサロンであったりいろいろな、げんきかい、お達者体操とかこうい

うものが示されているわけであります。そうしたものが、やはりこれは市町村が行う事

業でありますので、やはり財源の保障というものが必要であります。その点についても

お尋ねしたいと思いますが、この総合事業は上限額が設定されているわけですよね。こ

の上限額は今年度どのようになっているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今、委員のほうからも御指摘をいただきました、まず独自

の判定基準と申しますか、確かに総合事業のにおきましては多様なサービスを設けてい

くに当たりまして、かなりそれぞれの市町がやはりその状況に合った、合ったというの



- 36 -

は住民の方々が受けやすいサービスを提供できるように努力していくべきだというふう

なことが言われているというふうに思っておりますので、もちろんそういった方向に向

きながら、必要に応じて独自の判定基準が必要かどうかということもあわせてこれは検

討はさせていただきたいというふうに思っております。 

   卒業という形は確かに一般介護予防事業のほうに移行するということであることかも

しれませんが、やはりそちらのほうも充実を図っていくことによって、御自身にとって

のよい方向によっての一般介護予防事業への参加という形になるようにもしていきたい

というふうに思っております。 

   また、財源につきましてなんですけれども、従来の考え方から若干変わってきている

ところがございまして、移行前年度の予防給付の実績の額に７５歳以上の高齢者の人口

伸び率を乗じて得た額という形を上限額とするという形になってきておりますので、計

算におきますと、２９年度の上限額は約５，０００万円ぐらいの額になるのではないか

というふうに考えているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この総合事業につきまして平成２９年度の特別会計の中の予算に

つきましては、これはまだ今までの従来の内容から出ていないわけでありますが、そう

した点で上限額につきましては、平成２９年度はどのようにしているのかお尋ねしたい

と思います。 

   それから、ですから今年度の場合は従来の内容でやっているわけでありますので、ま

だまだ余裕はあるかというふうに思うわけでありますが、しかしながら、これからは上

限を超えた場合は町単独で補填をし、そして総合事業が地域で回っていく、活用できる

ようにしていくのかお尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 委員のほうから、今年度の総合事業にかかわる限度額につ

いてのものでございます。確かに今年度の実施内容もまだ整っていないということでご

ざいますので、予算的にこの上限に達するというようなものではないというふうには思

っているところでございます。ただ、やはり総合事業を進めていくに当たりまして、上

限が設けられているということにつきまして、やはりその上限があることによってこの

サービスとかこの事業をやはり抑えるという形のものではあってはならないというふう

には思っているところでございます。ですので、必要な方にはやはり必要なサービスを

受けていただくものであるという考え方ではあるわけでありますけれども、現状でそう

なった場合に今どういうふうに対応していくかにつきましては、また状況も見ながらそ

こら辺は判断もしながら、必要に応じては町単独になるのか、あるいはもう少しサービ

スの組みかえをするとか、いろいろな方策があるかとは思いますので、サービスの後退

にはならないように進めていきたいというふうに思っているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 総合事業を充実させていく、そのためには現在取り組んでいるい

きいきサロン、げんきかい、お達者体操、こういうような一般介護予防事業として位置

づけられているものでありますけれども、この充実を図る必要があるというふうに思う
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わけであります。ですから、やはり卒業というこれは名前が悪いわけでありますけれど

も、しかしながら高齢者の方たちが元気を維持するためには、やはりこれは総合事業の

充実が必要ではなかろうかというふうに思います。そのためにはこうした地域で取り組

む事業につきましてやはり財政的支援、これの拡充が必要ではなかろうかというふうに

思うわけでありますが、その充実を図る考えについて伺いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 委員のほうから総合事業の充実のために一般介護予防事業

の充実をということでございますので、まさにおっしゃられるとおり一番のやっぱり介

護事業の下支えになる事業が一般介護予防事業であるということでございますので、引

き続き今現在行っているさまざまな事業にこだわらずに、やはり幅広く行っていくこと

が必要であるというふうに考えているところでございます。ただ、今の財政的な支援の

拡充につきましては、委員のほうから昨年の１２月にも一般質問のほうで伺っていると

ころかというふうに思っております。実際に今ちょっと具体的にそのものをすぐに行い

ますという今の導入に対する考え方を述べさせていただく状況ではまだないわけであり

ますけれども、提供のための人材養成ですとか、あるいはそれに係る支援、開催場所で

すとか備品の貸し出し、こういったような感じで支援のほうは進めていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 介護保険法の改悪によって、これからまだ要介護１・２の人たち

の介護保険給付外しというものも国のほうではやっていくようでありますし、そうした

点におきまして、ますます高齢者の方たちが介護を受けられない状態が続くというふう

になってくるわけでございます。そのためにも今回の要支援１・２の方たちの総合事業

の充実というのは避けて通れない問題であるわけでありまして、元気なお年寄りをどこ

まで延ばしていくかということも大事であります。そのためにもぜひこの充実を図るよ

うに求めるものであります。 

   次の認知症の人に優しいまちづくりについてお尋ねしたいと思います。 

   認知症対策は今や国民的課題であります。２０１２年の認知症者数は４６５万人、２

０２５年には６５歳以上人口の約２割になると言われております。痴呆が認知症になっ

て介護保険制度ができ、認知症施策推進５カ年計画、そして認知症施策推進総合戦略、

いわゆる新オレンジプランなど国の施策は一定前進をしてきました。２月に幸田町主催

の町民会館で行われた認知症フォーラムは、仙台市に住み、３９歳で若年性認知症を発

症した丹野智文さんが、認知症になったら終わりではなく、支援者の力もかりてその

時々を楽に過ごし、認知症とともに生きることへの理解を広めたいと講演をされ、その

丹野智文さんのサポーターも御一緒に来町をされました。サポーター養成もさらに取り

組む必要があるというふうに感じた次第であります。認知症の人がいかに自分らしく生

きることができる社会やまちづくりを進めていかなければならないということではない

でしょうか。 

   そこで、伺いたいというふうに思います。国が定めた認知症施策推進総合戦略、新オ

レンジプランは、早期発見、早期対応の指針であります。認知症ケアについてどのよう
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に幸田町では進めているか、取り組んでいるか伺うものであります。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） まず、引き続き総合事業の充実のために今後とも取り組ん

でいきたいというふうに考えているところでございますので、またよろしくお願いいた

します。 

   また、認知症にかかわります施策におきましてということでございますが、現在地域

包括支援センターに認知症地域支援員というものを２８年度から配置いたしておりまし

て、地域の支援機関の連携ネットワークづくりですとか、認知症の人、家族への相談支

援を行っております。また、認知症サポーター養成講座なども開催しているところでご

ざいます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 現在、幸田町も大分認知症対策に取り組んでおられるようでござ

いますけれども、その一端が２月に行われた認知症フォーラム、これが広く住民に取り

組みの施策をお知らせするというような内容になったかというふうに思うわけでありま

す。そこで、国のほうでは２０１８年度までに全ての市町村へ認知症初期集中支援チー

ムの配置というのが求められているわけでありますが、これが平成２８年度からの認知

症地域支援員の配置ということで理解してもよろしいかどうかお尋ねしたいというふう

に思いますが、その辺はどのようになっているのでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 認知症初期集中支援チームにつきましてですけれども、こ

れにつきましては地域支援員とはまた別のものでございまして、現在、本年度この集中

支援チームの発足の関係のために、岡崎市医師会及びその町内医療機関等とこちらの事

業の発足のための調整を今行っているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 先ほどの認知症地域支援推進員、この方たちも加わりながら今回

の認知症初期集中支援チームも設置をしていく、こういうことでしょうかということで

ありますが、地域包括支援センターなどで医療機関や介護サービス、それから地域の支

援機関の連携を図るための支援ということであるわけでありますが、これが岡崎市民病

院ではもの忘れ外来ということで、その先生が２月にも講演をされていたわけでありま

すけれども、そうした早期に発見していくための支援チーム、これがやはり大事ではな

かろうかというふうに思うわけでありまして、これは設置義務になっているわけであり

ますので、その点について今現在は２０１８年度設置できる体制づくりになっているの

かどうか、その点についてもお尋ねします。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 国のほうから２０１８年度までに設置が求められていると

いうことでございますので、本年度中の設置をというふうに考えているところでござい

ます。当然、やるものにつきましては関係機関のネットワークづくりの中で、こういっ

た早期治療につなげていくということでありますので、地域支援員とも協力して行って

いくものであるということでございます。 
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○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） それで、この支援チームを設置したはいいんですけれども、この

サポート体制、自立生活をサポートするその体制づくりをあわせてやっていかなければ

ならないというふうに思うわけでありますが、その点についての考え方について伺いた

いと思います。 

   次に、全国組織として認知症の人と家族の会というのが結成されておりますけれども、

これが１９８０年に各地で会が結成され、それが今現在全都道府県に支部ができており

ます。会員は今約１万１，０００人ということで、会合や電話相談などの活動を行って

いるところでありますけれども、幸田町でも家族会の立ち上げということでそれぞれ各

機関等で家族の会の方たちも参加をされているわけでありますけれども、幸田町の家族

の会の状況それから活動について伺うものでありますけれども、民間団体ではあります

がこうした全国組織に加入をして、そして認知症について広く理解を深めるという形の

中で取り組みが行われるのかどうなのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） まず、認知症初期集中支援チームのサポート体制というこ

とでございます。確かに医療関係の方々に加わっていただくというものでございます。

また、そのためには専門の認知症にかかわる研修を受けていただく、お医者さんにかか

わっていただくということになっておりますので、体制といたしましては特に認知症に

特化された先生にサポートしていただく体制であるということでございます。 

   次に、認知症の家族の会ということでございます。こちらも現在町の保健センターに

おきまして、家族の会の方々が交流会などを開催しているような活動をされているとい

うことでございます。昨年度におきましては計６回、延べ７６名の参加をいただいてい

るということでございます。当然、やはりこの方々だけではなくて全国的なつながりと

いうものも必要な活動であるというふうに思っておりますので、そこら辺の活動につい

ては見守っていきたいというふうに思っているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） とりわけ家族の方たちは大変な思いをされながらケアをされてい

るわけであります。そうした点におきまして、認知症の家族の会というのが世界８５カ

国にある民間の認知症関係団体の連合体というのがあるわけでありまして、これに全国

組織が加入をされているわけでありまして、５月２６日から４日間、京都で国際アルツ

ハイマー病協会の国際会議が開かれたところであります。ですから、やはり町内だけの

活動にとどまらず、今は国の問題としてやはり取り上げていかなければならないという

ふうに言われている中で、やはりこうした家族の会が全国組織に加入しながら先進事例

を学び、そして元気になっていくサポートをしていくその取り組み支援、これについて

伺いたいと思います。 

   それから、次に認知症カフェ、取り組んでいるわけでありますけれども、現在どのよ

うになっているのかお尋ねしたいと思います。具体的な活動等でお答えいただけたらと

いうふうに思うわけでありますが、いかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（薮田芳秀君） まず、認知症の家族の会の活動ということで、今御紹介の

ほうもいただいたところかというふうに思っております。今現在は、確かに町の事業の

中で交流会を開いているというようなことでございます。やはり、独自の取り組みに対

する支援というものが、確かに障害者も含めてもさまざまな団体の活動があるというふ

うに認識している中で、できる限りの支援というものをできる範囲で行っていければと

いうふうにも考えているところではございます。 

   また、認知症カフェということでございますが、認知症カフェにつきましては、現在

町内の２事業者ですね、まどかの郷とグループホームおり姫の会場におきまして、昨年

度ですと年４回、延べ４１名の参加があったというものでございます。また、あわせま

して若年性の認知症カフェというものも町内ひなたの事業所におきまして、昨年度は８

回で延べ３７名の参加があったということで活動をされてみえるということを確認して

いるところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） メリーホーム幸田でも認知症カフェの実施をしておりまして、ぜ

ひ参加してほしいというようなことも言われたわけであります。このように各事業所も

今認知症カフェも積極的に取り組んで活動を広げているようでありますので、やはりこ

の当事者の方たちが専門家や地域の人と集うこの認知症カフェ、これも今重視をされて

きておりまして、国のほうでは２０２０年度までに全市町村への普及というのを目指し

ているところであります。そうした点で、やはり町として把握していないところも取り

組んでいる、こういう実態もやはりＰＲしながら参加を促していくという必要があるか

というふうに思いますが、その点についてもきちんと把握をすべきだというふうに思い

ます。 

   それから、次に認知症になっても今までの生活を続けて、やりたいことができる社会

の実現、それから安心して暮らせる地域の実現のためにはまちぐるみの取り組みが必要

というふうに思います。また、きょうの新聞にも報道されておりましたけれども、大府

市にあります国の機関が認知症の早期発見で効果があるというようなことも出ておりま

した。そのためにも重症化してからではなかなか大変になるわけでありますので、早期

発見・早期治療の取り組み、これも大事ではなかろうかというふうに思うわけでありま

すが、そうしたまちぐるみの取り組み、これについてどのようにやっていくか、その対

策についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今、委員のほうからも御指摘をいただきました、私どもが

把握しきれていない認知症カフェなどの活動がまだまだあるということでございますの

で、そういった活動を町のほうも把握して、住民の方にも周知していく。あるいは、そ

ういった方々が独自で活動をもっと進められるということであるならば、できる範囲で

ございますが支援のほうも行っていくことが必要であるのではないかというふうに考え

るところでございます。 

   また、認知症になられた方に対しましてのまちぐるみの取り組みということでござい

ます。やはり、町はさまざまなサポーター養成講座を含め今いろいろな事業を展開して
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いるわけでございます。そういったものをさらに住民の方の意識も高揚させながら、そ

ういった事業をもっと進めていくということが必要であるかというふうに思っておりま

す。現状ではまだまだサービスのほうが決して十分ではないということで思っておりま

すけれども、今後も高齢者の方が生きがいを持って社会参加できるような地域づくりを

皆様方と一緒に推進していきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 幸田町の認知症への取り組み、まちぐるみの取り組みという点で

はまだまだこれからだというふうに思いますし、認知症カフェにおきましてもそうであ

りますが、目に見えてこないわけであります。そうした点におきまして、やはり目に見

える取り組み、これをやっぱり進めていく必要があるのではなかろうかというふうに思

いますので、こうした点において、高齢者の２割が認知症になると言われているこうい

う大きな問題であります。やはり、国の機関が出しました早期発見で維持できるといい

ますか、認知症にならない取り組みができるということが出ておりますので、そのよう

な取り組みもさらに進めていただけるようにお願いをしたいというふうに思います。 

   次に、学校教室のエアコンの設置について伺いたいと思います。 

   地球温暖化の影響で気温は上昇傾向にあります。きょうは議場もクーラーが入りまし

て、いい環境で一般質問もできるわけでありますけれども、これが学校の教室におきま

すとどうでしょうか。非常に暑い真夏日は３０度超えがかなりある中で、子どもたちは

学習をしているわけであります。幸田町でも扇風機をということで取り組まれ、全小中

学校への扇風機は実現ができたわけでありますけれども、しかしながら、もうそれ以降

におきましても温暖化の影響がかなり上がってきて、今は猛暑対策としてエアコンはも

う必需品になってきているわけであります。そこで、愛知県下のエアコンの設置状況に

ついてお伺いするわけでありますけれども、この設置状況についてはどうでしょうかと

いうことであります。また、文科省が３年に１回調査をしている公立学校施設における

空調設置状況、これは平成２６年では愛知県は１２．９％でありました。これが全国平

均にしますと３２．８％ということであります。財政力の豊かな県におきましては非常

に低い設置率ということであります。その後、この２年間で県下の自治体の中でエアコ

ンを設置する自治体が増加してきております。これにつきまして現在把握しておられる

自治体名をお知らせいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 引き続き、認知症の早期発見のための取り組みを進めてま

いりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 普通教室におけるエアコンの設置率に関するお尋ねでございま

す。愛知県下、西三河について最近の状況を聞き取りをいたしました。みよし市さんに

つきましては、昨年度で小学校、中学校全校への設置を完了してみえるということだそ

うです。同じく刈谷市につきましては、本年度で全中学校、来年度で全小学校への設置

を完了するという予定だそうです。それから、高浜市におきましては、平成３０年に高

浜小学校の建てかえということを計画されているということで、その建てかえの際に全



- 42 -

室エアコンを設置するということで、他校の設置予定はないということだそうです。そ

れから、安城、知立、碧南につきましては、特別支援学級への設置を完了しており、通

常学級への設置は考えていないということだそうです。豊田市については、一部特別支

援学級に設置をしており、今後それ以上の設置の予定はないということだそうです。そ

れから、隣接３市、岡崎市、西尾市、蒲郡市については、設置の予定がないということ

を伺っております。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 西三河の状況だけを伺ったわけでありますが、県下の状況もかな

り進んできているわけでありますので、例えば特別支援とかそういうことじゃなくて全

小中学校への普通教室に設置した自治体の数、これを把握されておられたらお示しいた

だきたいというふうに思います。 

   次に、文部科学省が示す学習環境基準、これについてお伺いをしたいと思います。ま

た、文科省の補助事業についてどう把握されておられるか伺いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 済みません、県下の状況についてはつかんでおりませんが、名

古屋市さんについては全小中学校への設置を完了しているということです。 

   それから、環境基準でございますけれども、文部省が示す学習環境基準につきまして

は、学校保健安全法に基づいて定められているところでございますが、これによります

と教室等の環境に係る学校環境衛生基準は、温度・室温が１０度以上３０度以下である

ことが望ましいというのが基準になっております。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 補助事業についてお答えがなかったのでお示ししていただきたい

と思います。 

   北部中学校の増築計画があるわけでありますが、これは軽量鉄骨造であり、この校舎

は断熱性が低く、教室内の気温は外気温からさらに高くなります。増築校舎はエアコン

完備という計画でありますが、その方針でいくのか伺いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 失礼いたしました。補助事業の関係でございますけれども、空

調整備につきましては、大規模改造事業として学校施設環境改善交付金の対象となりま

す。この補助率につきましては、通常３分の１ということでございますが、本町のよう

な不交付団体については補助率７分の２ということです。 

   それから、北部中学校の増築校舎への空調関係でございますけれども、前々からお示

しをさせていただいておりますように、増築等については６室全室エアコン完備という

ことで計画を進めさせていただいております。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 教室の構造に影響もあるかというふうに思いますが、一方は空調

設備の設置で快適な学習環境、それからもう一方では汗まみれで授業中に集中できない

という、こういうエアコン格差が生じることがあるわけであります。こうした夏場の劣

悪な教室環境、学習環境を改善していくための対策としてはエアコンの設置が必要であ
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ります。そこで、北部中学校等の増築校舎の空調設置の額についてわかりましたらお答

えいただきたいというふうに思います。 

   次に、小中学校の普通教室へのエアコン設置の費用は全体で幾らになるのか、わかる

範囲内でお答えいただきたいと思います。 

   次に、名古屋市の事例でありますけれども、この空調におきまして電気空調とそれか

らガスの空調によるこの設置工事費などのイニシャルコスト、光熱費、メンテナンスな

どランニングコストで合わせたところトータルコストで言えば、これはガスのほうがよ

り安価であったということであります。幸田町も都市ガスが配管が施されておりますが、

こうした点でこれも一つガスの空調にし、安価で導入しやすいことにもなるわけであり

ますので、そうした比較もしていくべきではなかろうかというふうに思います。その点

についてもお答えいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） まず、北部中学校増築等のエアコン設置に係る費用でございま

すけれども、具体的な詳細な金額につきましては、ことし実施設計の予算をお認めいた

だいておりますので、これから発注する中で出てくるかと思いますけれども、外概算と

して、今までの設置傾向から見ると１部屋当たり２５０万円程度というような本当の外

概算の額が出ておりますので、それぞれで６教室ということであれば１，５００万円程

度というふうな大きな押さえをしております。それに基づきまして、それでは全小中学

校に設置した場合ということでございますが、小学校が１０８教室それから中学校が４

３教室を設置することになるということで、全部つけるとなるとざくっと４億円程度に

なるのかなというふうな試算でございます。試算というほどでもございませんが、そん

なような数字を考えております。 

   それから、最後のお尋ねで、名古屋市がガスということで、委員に御指摘いただきま

したようにガスの設置に当たっては、今まで電気ということが主流だったようですが、

ガスによるガスヒートポンプ式のエアコンということもランニングコストを考えると有

効であるという資料もございます。これから設置を進めていく中では、そういうのも比

較対象で検討した上で考えていきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 質問者に申し上げます。 

   発言時間が残り１分ですので、よろしくお願いいたします。 

○13番（丸山千代子君） 高浜も増改築に合わせて集中的にエアコンをということでござい

ますが、幸田町でも、やはり、北部中学校の増築に合わせてエアコンの設置を求めるも

のでございます。 

○議長（杉浦あきら君） 発言を終えてください。 

   教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 北部中学校の中については、増築等については、エアコン完備、

既設の校舎については、エアコンはついていないということで、校内での空調格差とい

うのが出ることになりますけれども、それについては、増築棟については、軽量鉄骨と

いうことで、既設校舎よりも環境的に心配されるということで、最低限必要な手立てと

して町の責任において設置をしていくという対応です。 
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   それから、既設校舎もそれに合わせてという考え方もあるかと思いますが、そうなり

ますと、今度は、校内格差でなく町内格差ということになるものですから、そこら辺、

北部中学校の既設校舎の部分につきましては、他校とのバランス等々を考えながら、今

後の課題とさせていただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） １３番、丸山千代子君の質問は終わりました。 

   ここで、昼食のため休憩といたします。 

   午後は、１時２０分より会議を開きます。 

                             休憩 午後 ０時１９分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時２０分 

○議長（杉浦あきら君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

   ５番、水野千代子君の質疑を許します。 

   ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 議長のお許しをいただき、通告順に質問をしてまいります。 

   ヘルプマーク、ヘルプカードについてお伺いをいたします。 

   内部障害者や難病、義足や人工関節を使用しているなど、外見上、援助や配慮を必要

としていることがわかりにくい方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる

ことで援助を得やすくするためのマークがヘルプマークであります。 

   また、障害者や難病のある方が、緊急連絡先や必要な支援内容をあらかじめ記入して

おき、災害時や緊急時、日常生活の中で困ったときに提示することで周囲の配慮や手助

けを求めやすくするためのカードがヘルプカードであります。 

   まず、その認識についてお伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今、議員のほうから、ヘルプマーク、ヘルプカードについ

ての質問をいただいたところでございます。 

   今、議員が言われましたとおり、外見からではわからない、しかし、周囲に対して援

助や配慮の必要性を伝えたり、緊急の場合の連絡先を記載したりして、理解と支援を周

囲に求めるものがヘルプマーク、ヘルプカードであるということでございます。 

   現在、愛知県のほうから各市町村におきまして、導入状況の調査などがあるというこ

ともありまして、これらのものについての存在については、確認をしておったところで

ございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 県から導入状況の調査があったということで、認識はしていたけ

れども、導入には至らなかったということというふうで理解をしたいというふうに思っ

ております。 

   東京都が作成したものがヘルプマークでございます。このヘルプマークを使用し、さ

らに施策を拡充したのがヘルプカードといい、このカードは日常的に何か困ったことが

あったときに、誰かに伝えたいことを記しております。 

   例えば、緊急連絡先やアレルギー発作の症状、また、緊急時に搬送してほしい病院、
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周りの人に配慮してほしいことなど、困ったときの対処の仕方などが記載できるように

なっております。 

   これは、本人や家族にも心強いものとなっております。 

   このヘルプカードが、普及、啓発されたきっかけは、東京都において自閉症の子を持

つ母親から子どもが１人で社会参加できるようになったとき、災害や事故に遭遇しても

周囲の人が支援の手を差し伸べてくれるような東京をつくってほしいとの声が、公明党

の都議会議員に寄せられました。 

   その母親の手には、家族の連絡先や自閉症の支援方法などが書かれておりました。手

づくりのカードを持っていたというふうに聞いております。 

   その後、東京に対して導入の要望を重ね続けていたとき、東日本大震災が発生、混乱

の中、家に帰れない障害者が多くいたことから、さらに強く要請を起こしました。その

結果、東京都は、平成２４年１０月に標準様式を定め、ヘルプカードを作成しました。

そして、それを活用して、カードを作成する都内の市区町村に対する財政支援も行った

と聞いております。 

   現在では、東京都以外の全国の自治体にも拡大をしております。全国県内の現況をお

聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 議員がおっしゃりましたとおり、ヘルプマーク、ヘルプ自

カードにつきましては、平成２４年１０月から東京都において、地下鉄の大江戸線での

周知が始まりまして、順次、バスとか病院等でマークの設置が進んでいるというふうに

伺っております。 

   また、平成２６年７月からは、トヨタ自動車を初め、民間企業での拡大が進んでいる

ということもうかがっております。 

   実施している県でございますけれども、京都府、青森県、福島県、あと、札幌市とい

うところが大きいところでは導入されてみえるということで、平成２８年７月末現在、

ちょっと１年前になりますが、全国でもこういったものを１３万個は既に配布をされて

いるという状況を伺っているところでございます。 

   今回、県が行った調査でおきまして、県内の導入状況でございます。 

   ヘルプマークにつきましては、導入しているのは、長久手市だけでございます。導入

検討市が４市、予定なしが４３市、まだ、このものについては知らないというものが６

市になっているということでございます。 

   それから、ヘルプカードにおきましては、導入済みにおきましては、一宮市、常滑市、

岩倉市、みよし市、長久手市、武豊町ということで６市町村でございます。導入検討が

４市町村で、予定なしが３９市町村、知らないというところが５市町村であったという

ことでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） まだまだ全国でも県内でも知らないところもあるということで、

今、お伺いをしたわけでありますが、県内では、トヨタ自動車を初め、民間企業への拡

大もしているというところで言われました。 
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   今、部長が言われました県のほかにも、私が調べましたところによりますと、全国で

は東京都を初めとして京都府、そのほかにも１０件あるというふうに、私の調べではあ

りました。 

   また、そのほかにも５４市町村にも拡大はしているということで、これは、ホームペ

ージ等で見たわけでございますが、かなりの数が、市町村がもう導入をしているという

ことで確認をしているところでございます。 

   それから、県内でございますが、県内でマークを使用しているのは、きちんと決めて

いるのは長久手市だけということで、あと、カードは６市町村ということで、そのカー

ドに中にもヘルプマークはきちんと入れているのかなというふうに思うわけでございま

す。 

   私の調べたところによりますと、常滑だとか、武豊町などは、このヘルプマークを記

したカードをつくって、それを配布しているという、こういうことを確認しているとこ

ろでございますが、その辺は、どうかということもお聞かせを願いたいというふうに思

います。 

   それから、ヘルプマーク以外でも、周りの方の配慮を求めやすくするマタニティマー

クなどというものもございます。 

   現在では、幅広く周知もされておりますし、このマークをつけた女性をよく見かける

ようになりました。妊婦さんでおなかが大きくなる前に、優先席に座っていると不審な

目で見られストレスを感じていたが、マークの普及で気づいてもらえ助かっているとの

声も聞いておりますし、また、車両の優先席のもこのマークがはられております。今で

は、このマタニティマークというのが知らない方がいないというほど、周知がされてい

るのではないかなというふうに思うわけでございます。 

   このヘルプマークは、先ほど、部長が答弁されましたように、東京都のほうではかな

り進んでいるということで、都営の地下鉄だとか、都営バス、また、ゆりかもめなどで

も優先席でマークが掲示されているということをお聞きをしているところでございます。 

   政府は、ことしの３月に、全国的に徐々にではありますが、拡大をしているこのヘル

プマークを、この７月に案内用図記号を規定する国内規定、ＪＩＳに追加することを公

表をしております。この認識についてお伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） まず、議員のほうから、県内のほかの市におきましては、

ヘルプマーク、ヘルプカード、そういったものにつきましての導入例についての御説明

もいただいたかというふうに思っておりますので、この辺につきましては、やはり、実

際に導入等を想定するような場合におきまして、また、先進の事例について参考にして

検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

   そして、あと、このヘルプマークを、案内用図記号に規定するということでございま

すが、２０２０年の東京オリンピック、パラリンピックの開催を契機に、案内用図記号

ＪＩＳの改正が行われるということを承知しております。そういった中におきまして、

ヘルプマークを正式に追加するということで、本年の７月２０日に決定されることとい

うことを伺っているところでございます。 
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○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ７月２０日に案内用図記号、ＪＩＳですが、これに追加されると

いうことが決定しているということでお伺いをいたしました。決定していれば、全国的

に普及をされて、障害をお持ちの方には朗報ではないのかなというふうに思うところで

ございます。 

   まだまだ県内でも知らないところの市町が多いということで、先ほどお伺いをいたし

ましたが、これが、決定したときには、全国的な広がりとしてもっともっと拡大をして

いくのではないのかなというふうに思っております。 

   マタニティマークと同様に周知で拡大ができるようになるのかなというふうに思って

おります。 

   このヘルプマークを、これで決定したのであるならば、広報やホームページでも本町

の皆様にも周知を行っていただきたいというふうに思うわけでありますが、その辺につ

いてのお考えをお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今、議員が申されたとおり、せっかくＪＩＳの追加がされ

たということで、全国的にこのマークやカードが周知されるということであったとして

も、その意味が知られなくては本当にいけないということでありますので、今、言われ

ましたように、広報、ホームページ等での周知、それから、関連の町関係のいろんな施

設にも周知を依頼するなど、町を挙げて周知を図っていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ぜひとも、７月２０日以降に、やはり、きちんとした形で広報、

ホームページでも周知を図っていただきたいなと思います。 

   それから、今、言われましたように、関係の施設、また、その関係団体等にも、やは

り、私はお知らせをしていただきたいというふうに思うわけでございます。 

   この普及と理解を求めるヘルプマーク、ヘルプカードを持っている方が、困っている

ところを見かけたら、何か困っていることはありませんかと安易に声をかけてあげられ

るような、積極的に声をかけてあげられるような、そんなことが大切になってくるので

はないかなというふうに思っているところでございます。 

   それで、ヘルプカードを必要とされる方は、本町に何人ぐらいいらっしゃるのでしょ

うか。 

   やはり、必要とする方たちが、理解をしていただけなければいけないというふうに思

います。配慮するほうもそうですが、助けを求める側も、やはり、こういうマークが全

国的に普及するよ、ＪＩＳに決定をしたよ、追加が決定が決まったよということも、や

はり、私は知らせていくべきではないかなというふうに思うわけでございますので、そ

の必要とされる方を、何人ぐらいいらっしゃるというふうにお考え化をお聞かせを願い

たいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） このヘルプマーク、ヘルプカードのことでございますけれ
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ども、これを本当に必要とされている方というものを、本当に一つの定義で何人という

形で、なかなか決定できるところではないというふうに思っておりますが、一つの指標

といたしましては、例えば、身体障害者手帳をお持ちの方、これは、現在、町では１,

１４６人みえます。また、精神障害者保健手帳、福祉手帳をお持ちの方は、町内ですと

２７８名ということです。 

   また、認知症に該当されるような方が、町内で、現時点で８２１名というようなとこ

ろで、もし、これを単純に足しますと、２,２４５名ということで、２,３００人ほど、

確か、この基準の中ではみえるのかというふうな想定はできるわけですけれども、やは

り、このカードやマークの趣旨を御理解をいただいて、御自身が日常生活で使いたいと

いう方に、ぜひ、これを利用していただくということにしていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 今、人数をお聞かせを願いました。障害者手帳が１,１４６人、

精神障害の方々が１７８人、認知症の方も８２１名ということで、２,０００人ちょっ

との方が、一応の、全部ではないにしても、このぐらいの方が必要としているのではな

いかなということでございます。 

   本当に、確かに、自分のそういうものを隠してみえる方もございますので、やはり、

これを無理やりおしつけるものでは決してございませんし、だけど、こういうものもあ

るのでということのお知らせは、やはり、していっていただきたいというふうに思うわ

けでございますし、今、人数を聞きますと、かなりの方々が人数的にはいるわけでござ

いますので、やはり、国で、ＪＩＳのほうで決定したということがあるならば、やはり、

私はこれはきちんとしていくべきではないかなというふうに思います。 

   当初、マタニティマークもそうだったというふうに思います。あれも本当にかなりの

人が知らなかった、しかし、全国的にあのマークが知れ渡るようになったら、どこでも

あのカードを持っている方があるならば、必ず席を譲ったりだとか、声をかけたりだと

か、困っているときには声をかけたりだとか、そういうことがしやすくなったというの

か、支援もしやすくなった、また、求めている人も声を出しやすくなった、そういうこ

ともあるのかなというふうに思います。 

   それから、これも東京の例でございますが、やはり、このマーク、このカードを持っ

ている方が救急車に乗ったときに、その救急隊員が意思の疎通がなかなかできなかった、

だけど、このカードを持っていることによって、それを見ることによって、迅速な病院

への搬送、また、支援ができたということも聞いておりますので、決して無理強いでは

ございませんが、やはり、きちんとした周知、理解、その辺を求めていくべきではない

かというふうに思いますので、ぜひとも、７月２０日以降には進んでやっていただきた

いというふうに思うところでございます。 

   それから、先ほど、東京の親子の例を言いました。障害の子を持つ母親が言われたよ

うに、子どもが１人で社会参加ができるようになったときに、災害や事故に遭遇しても、

周囲の人が支援の手を差し伸べてくれるような、こんな優しい幸田町をつくっていくべ

きだというふうに思っております。 
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   そのためにもヘルプマークの入った、ヘルプマークを周知して、また、このヘルプカ

ードを導入することを、私は提案をしたいというふうに思うわけでございますが、その

辺についてのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今の議員のほうからのヘルプマーク、ヘルプカードを実際

に携行しておったことによるその方々にとって本当に望ましい対応をいただけたという

ような例の御説明をいただいたかなというふうに思っております。 

   こういったカードの有用性などを積極的に周知を図っていきまして、そういった周り

の方々が、思いやりを持ってそういった方々にも援助の手が差し伸べられるようなまち

になっていくことが必要かなというふうに思っておりますので、こういったヘルプマー

ク、カードにつきましての重要性も、そういったところを踏まえまして、導入市の情報

なども確認をしながら周知、普及に努めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 東京都では、ヘルプマークの入ったホルダーをつくって、その中

にヘルプカードを入れてバックなどにかけてもち歩くようにもなっております。これは、

作成費用も安価であるというふうに聞いております。このように知っているかというふ

うに思いますが、このようなマークでホルダーになっているということで承知をしてい

るわけでありますが、これをつくってこの中にカードを入れるということで聞いており

ます。 

   それから、武豊町だとか、常滑のように、これは、武豊でございますが、武豊は名刺

カード、名刺の同じ大きさで、これがヘルプカードになって裏に記入ができるようにな

っているということ、こういうこともございます。名詞と同じ大きさのカードであるな

らば、どこでももち運びができるのかなというふうに思っております。 

   それぞれの自治体で工夫をされてカードをつくり、わかりやすいように、例えば、東

京みたいにホルダーならば外に出しますし、だけどそれはしたくない、中におさめてお

きたいといえば、ホルダーにして外でなくて中におさめておいていただいてもいいのか

なと思いますので、これは、本当にさまざまでありますので、しっかりと考えて、私は、

マークの周知とやはりカードの導入は早くやっていただきたいなというふうに思ってい

るところでございます。 

   このヘルプカードを持つことは、本人にとっても安心でありますし、また、緊急連絡

先などを本人が携帯していることは、家族にとっても安心があるのではないかなという

ふうに思っております。 

   また、緊急時に必要となる情報を備えることで支援してくれる人とのコミュニケーシ

ョンも図れるというふうに思いますし、また、障害についての理解するためのきっかけ

づくりにもなるのかなというふうに思っておりますので、本当に早急に導入をしていた

だいて、本人の安心と多くの方に周知と理解を求めていただきたいというふうに思って

おります。その辺についてのお考えをお聞かせください。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（薮田芳秀君） 議員のほうから、このヘルプカード、ヘルプマークの実際

に携行されてのメリットといいますか、重要性についてのお話を伺ったということでご

ざいますので、こういった重要性も踏まえまして、先ほども申しましたが、先進のそう

いったいろんな市町で工夫した取り組みがあるということもありますので、そういった

ものも踏まえまして、町がやはりそういった支援を必要とする方に対していろんな形で

接するような場があるかというふうに思っておりますので、そういった中で、こういっ

たものがありますよというようなことで、利用もできるように周知も合わせまして、普

及には努めていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ぜひとも、周知と普及を進めていっていただきたいというふうに

思います。 

   次に、学校給食の無償化についてお伺いをいたします。 

   育ち盛りの子どもが、家庭の事情に関係なく十分な栄養をとれる環境を整えたいと文

部科学省は、公立小中学校の学校給食の無償化に関する全国調査を今年度初めて行う方

針を明らかにしましたが、その内容についてお伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） お尋ねの全国調査につきましては、教育委員会へまだ通知等が

届いておらず申しわけございませんが、現時点におきましては、詳細を承知しておりま

せん。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） これは、４月４日の参議院の厚生労働委員会で公明党の山口カナ

エ参議院議員の質問に対しまして、文部科学省の副大臣が表明したことでございます。 

   表明大臣は、この初めて調査を行うということを明らかにしたものでございます。ま

だ届いていないということでございますので、わからないということでございました。 

   この調査は、私の今調べるところによりますと、実施自治体の制度の仕組みや効果、

子どもたちへの影響を調査、分析することで給食費を払えない家庭の実態調査を行うよ

うであります。 

   また、実施している自治体が踏み切った理由や子どのへの影響などについて、調査、

分析するようでございます。まだ、無償化していない自治体にとっては、貴重な資料と

なるかと思いますが、まだ、届いていないということでございますが、具体的な調査内

容などが示されましたら、お聞かせを願いたいというふうに思います。いかがでしょう

か。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） そういう調査等々が届きましたら、そのように対応をさせてい

ただきます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ぜひとも、届きましたらお示しを願いたいというふうに思います。 

   それから、学校給食の無償化や補助制度を設ける自治体が全国的にも増加傾向にあり

ます。国、県の現況をお聞かせを願いたいと思います。 
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○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 無償化や補助制度の状況でございますが、国によれば、小中学

校の給食費の無償化、また、補助等を実施している自治体につきましては、６０余りあ

ると言われております。 

   愛知県では、岩倉市と安城市が、１８歳未満の第３子以降で無償、それから、大口町

が半額、お隣の岡崎市では、昨年、そして本年度、単年度事業という形ではございます

が、４月分のみ無償化をしたというような事例がございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 今、全国では６０余りということでございます。これも、やはり、

年々、無償化の自治体がふえてきているかなというふうに思うところであります。県内

のことは、今、お伺いをいたしました。 

   確かに、３子以降無償化する、これも１８歳未満の第３子からということですか、こ

ういうことが条件であるようでございますが、やはり、いろんな補助制度を設けて、無

償化に向けて進んでいるという、こういう取り組みではないのかなというふうに思うわ

けでございます。 

   全国でも本当に先ほど言いましたように、無償化だとか一部補助をする、そういう自

治体もふえているところでございます。 

   本町の給食費の１食は幾らで、また、月額、年額は幾らかとなるかというのを、小学

校、中学校別でお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 給食費でございますが、小学校では、１食２４０円でございま

す。授業日が、年３５週で年間１７５日としますと、年額４万２,０００円程度、それ

から、８月を除く１１カ月で割りますと、月３,８００円程度になるかと思います。 

   それから、中学校につきましては、１食２７０円で、年間１７５日として年額４万７,

０００円、８月を除く１１カ月で割りますと、月４,３００円程度になるかと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 全国的な給食費の平均は、小学校では、約４,３００円、中学校

では、約４,９００円と言われておりますので、本町は、若干、平均より低い位置にあ

るのかなということがわかりました。 

   これは、低所得者家庭ほど負担感は強いというふうに思います。本町での給食費の滞

納があるかどうかをお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 滞納の状況でございますが、平成２９年４月１日現在、平成２

７年度までの過年度分につきましては、滞納が１５世帯、２１人で、７９万７,８６２

円でございます。 

   そして、平成２８年度、現年分が４世帯、４人で、１０万８,５００円でということ

で、合わせますと現時点で１９世帯２５人分で９０万３,３６２円というのが、現時点

での給食費の滞納の状況でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 
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○５番（水野千代子君） 滞納もやはり年々ふえているのではないかなというふうに思うわ

けでございます。滞納の経済的に確かに大変なのか、また、それとも経済的にはそんな

に困ってはいないけれども、払いたくないのか、そういうのもあるのかなというふうに

思うわけでございますが、文科省の調査によりますと、給食費の未払いの原因の約３割

は保護者の経済的な理由というふうに言われているところでございますが、全体で結構

ですが、本町としては、この未払いの原因をどのように考えているのか、大ざっぱでい

いのでお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 本当に大ざっぱなことしか申し上げられませんが、やっぱり、

経済的に苦しんでみえる方、払いたくても先立つものがない家庭も実際にあるかと思い

ます。また、御家庭の親御さんの考え方といいますか、性格と申しますか、金がないわ

けではないけれども払いたくない、払わないというような家庭もあるように聞いており

ます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） それぞれあるかというふうに思うわけでございます。その都度、

教員の先生たちには、本当に御苦労もかけるかというふうに思っております。 

   ただし、やはり、保護者の経済的な理由があるならば、これは、しっかりとした支援

も必要ではないのかなというふうに思っております。 

   それから、法的にも支援をしている就学援助だとか、生活保護などの制度を利用して

いる児童生徒もあるかというふうに思いますが、どのくらいあるかというのをお聞かせ

を願いたいというふうに思います。その割合もお聞かせを願いたいというふうに思いま

す。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 就学援助等の状況でございますが、平成２８年度におきまして

は、就学援助につきましては、小学生で１４５人、割合で申しますと５.４％、中学生

におきましては、１０１人、８.０％、合わせまして２４６人、６.４％という状況でご

ざいます。 

   また、生活保護によります助成については、小学生で５人、０.２％、中学生で３人、

同じく０.２％、合わせまして８人で、０.２％という状況でございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 今、就学援助と生活保護の制度を利用している児童生徒をお伺い

をいたしました。本当に大変な家庭の中で、生活している子どもさんたちには、しっか

りとした制度を使っていただいて援助をしていただきたいというふうに思うわけでござ

います。 

   しかし、このような制度があっても申請をためらったりだとか、また、制度そのもの

を知らないケースもあるかということも聞いてはおりますが、本町では、そんなことは

ないのでしょうか、十分な周知がされているのかということをお聞かせを願いたいと思

います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 
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○教育部長（志賀光浩君） 就学援助の制度につきましては、小学校の上がる際、新１年生

に向けては、前年度に行います入学説明会において、全児童に対して就学援助制度のお

知らせということでものを配布をいたしまして周知に努めているところでございます。 

   また、毎年度末には、翌年度のお知らせを全ての児童生徒に配布をし、なおかつ、前

年度の認定者に対しましては、個別に全員に対しまして、翌年度用の申請書等を個別に

送付をしているというようなこともやっております。 

   そして、申請に当たっての申請書等の様式につきましても、町ホームページからダウ

ンロードできるようにもしてございます。 

   議員に御心配いただいておりますとおり、制度の利用を必要、あるいは、希望する保

護者が十分に手続的にも、そして、相談等で教育委員会等に足を向けていただく気持ち

的にも利用していただきやすい制度とすべく、今後とも一層、その周知と親切な応対に

努めてまいりたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ぜひとも、そのようにしていただきたいと思います。 

   制度を知らないというのが、一番大変かというふうに思いますので、やはり、制度の

周知とどうしても敷居が高いだとか、申請もためらってしまうだとか、そういうことが

決してないように、親切な配慮をした対応をしていただきたいというふうに思っており

ます。 

   それから、文科省が調査に乗り出す背景には、食のセーフティネットとして給食に注

目が集まっていること、家庭の事情により自宅で十分食事を与えられない子どもがいる

こと、低所得者世帯の子どもほど朝食をとらない割合が高く、野菜を食べる機会が少な

いという、こういう調査もございます。 

   昨年１２月、愛知県は、子どもの総体的貧困率を調査をいたしました。本町の学校の

児童生徒、保護者からのアンケート調査を行い、集計もされているというふうに思いま

す。そのアンケートには、細かな項目が多々あります。 

   例えば、現在の家庭の暮らしは大変苦しい、やや苦しいなどの意見もあり、また、朝

食は食べない児童生徒も見受けられます。 

   今回の調査で朝御飯を食べてこないと答えた児童生徒は、何人いらっしゃるか、お聞

かせを願いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 昨年、１２月に行いました愛知子ども調査におきましては、

私どもの福祉部のほうから、小中学校のほうに依頼をさせていただいたという経緯もご

ざいますので、私から回答をさせていただきます。 

   まず、この調査におきまして、児童生徒におきましては、１０３人の対象者の方に聞

きまして５４人の回答をいただいて、回答率は５２.４％でした。保護者におきまして

は、１３２名に対しまして９９名の回答をいただいたということで７５％の回答率があ

ったということでございます。 

   そういった中で、まず、小学校５年生のお子さんにおきましては、２５名の回答があ

る中で、学校がある日に朝食を食べないと答えた方が１名、ない日に食べないと言われ
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た子は２名いたということでございます。 

   そして、中学２年生でございますが、２９名の回答をいただく中で、学校のある日に

朝食を食べないと回答が２名、学校のない日には食べないと答えた方が１名あったとい

う結果でございました。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 朝御飯を食べないということで、今の人数をお聞かせをいただき

ました。 

   小学生は、２５名回答してくださったということで、その中で１人が食べてこない、

また、日曜日等も学校のない日は２人食べないと、また、中学校も２９名の回答者の中

で、学校がある日でも２人食べない、また、ない日は１人食べないということで、この

人数からしても朝食を食べない子がかなりおったのではないかなというふうに思うわけ

でございます。 

   この結果は、小中学校の一クラスだけで、なおかつ、希望する子どもだけということ

で、かなり限られた人数でございます。朝食を食べてこない理由もそれぞれかというふ

うに思いますが、家庭環境による栄養の格差をどう改善するかという点では、学校給食

の果たす役割は大きいかなというふうに思っております。 

   調査を行った担当課としては、この朝御飯を食べない、また、給食に対する思いとい

うのですか、この調査をどのように考察をされたのかということをお聞かせを願いたい

と思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今、御説明をさせていただきましたアンケートの結果から、

やはり、実際に朝食を現在の家庭の暮らしが苦しいですとか、あるいは、やや苦しいと

いう意見のある中で、朝御飯を食べてこない児童生徒がこのような人数がいたという結

果を、決して、確かに見過ごすことができないような数字であるのではないかというふ

うに考えております。 

   今後、町全体の貧困対策を、やはり、私どもとしては進めていく必要性はあるという

ふうに思っておりますので、そういった中で、この数値もやはり生かしていく対応が求

められていくのではないかというふうに考えているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ぜひとも、愛知県が行った愛知子ども調査というのを糧にしなが

ら、本町としては、何ができるのかということを、やはり、考えていっていただきたい

というふうに思います。 

   それが、私は、食事でもあるのかなと、学校給食でもあるのかなということを思う１

人でございます。 

   今、部長が言われましたように、見過ごすことのできない人数だということを理解し

ていただければ、私はありがたいかなというふうに思っております。 

   それから、これは、今の言われた人数は、本当の特定の数だけを抽出した結果でござ

いますので、現在、各学校で朝食を食べてこない児童生徒の数を、それぞれ学校で把握

していれば、小学校、中学校別でお聞かせを願いたいと思います。 
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○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 小学校、中学校の状況でございますけれども、幸田町で実施を

いたしました平成２８年度の食生活アンケート調査、これにつきましても、全児童生徒

を対象にしたものではなく、小学校４、５年生と中学校１、２年生に限った調査でござ

いますけれども、小学校、中学校別では数字は出しておりませんけれども合わせた数字

ですけれども、毎日食べるという回答が８５.７％、それから、週４日から６日は食べ

るよという子が８.０％、週１回から３回食べるよという子が４.７％、食べないという

子が１.１％、無回答が０.５％という集計状況になっており、これから見ますと、少な

くとも本町で週に１回以上朝御飯を食べてこない児童生徒が１４％程度いるというよう

な結果が出ております。 

   この全児童生徒に向けた調査は実施しておりませんので、全体的な人数としては、把

握をしておりませんが、この１４％というところから推察をいたしますと、全児童生徒

４,１２０人の１４％ということになりますと、５６０人程度ということになり、５６

０人程度が少なくとも週に１回は食べてこない日があるというようなことが推察される

と思います。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 今、人数を聞いてびっくりしたわけですが、本当に食べてこない

子どもさんたちが多いのかなというのを実態としてわかったわけでございます。朝御飯

を食べてくるということは、その子どもたち、生徒にも体の面、勉強の面でも、やはり、

私はこれは大変なことなのかなというふうに思っております。 

   やはり、朝御飯を食べる習慣をつけていく、そういうことも大切ではないのかな、も

うちょっと力を入れていくべきではないのかなということを思う１人でございます。 

   学校給食費は、それぞれの自治体で、補助制度等もあるわけでございます。先ほども、

県内も紹介をしていただきました。他県のほうでも、やはり、同じように３人目以降を

全額補助するとか、３人目以降を２分の１に補助するなど、やはり、低所得者世帯に絞

って考えているというようなところもあるようでございますが、さまざまな補助制度を

設けている自治体が多くなってきたのではないかなというふうに思っております。 

   本当に低所得者世帯、困窮者世帯だけに絞ってしまうと、やはり、これは、一つには

貧困のレッテルをはってしまうような、こういうことにもなりますし、また、子どもの

心を傷つけたりしてしまうケースも出てきてしまうのではないかなというふうに思いま

すので、この辺は、十分な配慮も必要ではないかなと思う１人でございます。 

   それでは、学校給食費を無償化にした場合の本町の予算はどれくらいになるのかを、

お聞かせをください。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 学校給食を全て無償化とした場合の必要な予算はというお尋ね

でございますが、学校給食にかかわります費用のうち、賄い材料費の購入に係る費用相

当分を給食費として保護者の方々に御負担をいただいております。 

   その給食費を無償化するためには、平成２８年度からの実績から試算をいたしますと、

小学生分で約１億１,９００万円、中学生分で約６,１００万円、合わせまして、約１億
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８,０００万円程度が必要になるかと思われます。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 完全に無償化した場合は、約１億８,０００万円ほどになるとい

うことでございます。 

   子どもたちは、学校の中での楽しみの一つは、学校給食ではないでしょうか。毎日、

配膳される給食は、バラエティー豊かで栄養が配慮がなされております。学校給食の無

償化は、子育て支援などとともに、子どもの貧困対策の観点からも学校給食の無償化を

私は導入すべきではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 世の中の動向といたしましては、議員御提言のような流れが生

まれつつあるというふうに認識は持っております。現状の要保護、準要保護の世帯から

どれだけ対象を広げていくべきかという課題でもあるかと思います。 

   近隣市の動向にも留意をしつつ、今後、検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） 就園援助だとか生活保護、その他の補助、そういうようなことも

考えていくということでございます。  

   例えば、一家で中学生が２人、小学生が１人の家庭の場合、学校給食費は中学生が２

人で９万４,０００円、小学生が１人で４万２,０００円、３人分は１３万６,０００円

という年額の給食費になります。経済的にもかなり負担額が大きくなるのではないかな

というふうに思うわけでございます。 

   先ほど言われましたように、安城市や岩倉市のように、第３子以降を無償化とするそ

ういう制度、また、大口町のような半額、また、さまざまな負担をしている市町も県内

ではあるのかなというふうに思いますので、その辺を十分に留意をしていただき、県内

のそういう補助をしている市町をもう少し勉強していただいて、研究していただいて、

私は、導入をしていただきたいというふうに思います。 

   また、県外でございますが、藤川町というところは、１８歳までの子どもがいる家庭

で、第２子は給食費が半額、第３子は全額補助というふうに、こういう制度もございま

す。本当に、それぞれの自治体が、それぞれ工夫をして給食費の無償化、また、補助制

度の拡大を行っているというふうに考えておりますので、今、先ほど、部長も言われま

したが、私は、一遍にとは申しません、しかし、やはり、こういう制度をもう少し拡大

をしていくべきではないかなというふうに思うわけでございますが、この補助制度を使

っていく、拡大していくお考えについての考えをお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 今、御提言をいただきました。 

   保育の世界でも、よく１８歳未満第３子は無料、第２子は半額というような話がある

ものですから、いきなり全部というのは難しい、より現実的な対応を考えた場合に、第

３子からだとか、第２子半額だとか、そういうような手法を、いろんなまちでも考えら

れると思います。そのような先進事例を研究させていただいて、幸田町でもどうあるべ

きなのかということを考えさせていただきたいと思います。 
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○議長（杉浦あきら君） ５番、水野君。 

○５番（水野千代子君） ぜひとも、先進事例を研究をしていただいて、さまざまなところ

を研究をしていっていただきたいというふうに思います。検討だけではなく、進めてい

っていただきたいというふうに思います。 

   それから、完全に無償化するには、１億８,０００万円強が必要であるということで、

今、お伺いをしました。本当に年次計画を立てて、先ほども何度も言いますが、補助制

度を取り入れて拡大をして進めていくということは、私は必要ではないかなというふう

に思っております。 

   初めに申しましたように、育ち盛りの子どもが家庭の事情に関係なく、十分な栄養の

取れる環境を整えるためにも子ども支援策としても、私は、給食費の無償化、補助制度

を導入することを提案をしたいというふうに思います。 

   これは、最後に町長にも、この取り組みの趣旨を御理解をいただきまして、御答弁願

いたいなというふうに思います。 

○議長（杉浦あきら君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） ただいま、部長が答弁させていただきましたけれども、社会、い

ろいろな情勢がございますので、よく検討させていただきまして対応させていただきま

すのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） ５番、水野千代子君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午後 ２時０９分 

─────────────── 

                             再開 午後 ２時１９分 

○議長（杉浦あきら君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

   次に、１番、足立初雄君の質問を許します。 

   １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 議長のお許しをいただきましたので、通告にしたがって質問をさせ

ていただきます。 

   まず、初めに、幸田町の緑化推進事業についてであります。 

   平成２７年度の第１９回幸田町住民意識調査報告書によりますと、約９割弱の人たち

が幸田町は住みよいまちといたしております。 

   そして、住みよいまちの理由のトップは、緑や川などの自然環境が豊かであるとして

おります。 

   また、平成２８年度の第２０回報告書によりますと、幸田町のよいところは、緑や川

などの自然環境が豊がトップとなっております。このことは、私たちが生活していく上

で、緑や川のある環境が最も大切であり、このような環境を保全していくことを行政に

求めていると思われます。 

   一方、今の幸田町は、区画整理事業が各地で進められ、企業誘致にも力を入れており、

人口は５万人に向けてふえ続ける見通しが立てられております。このことは、これから

も幸田町が発展していくために必要なことであると思いますが、５万人になっても緑や
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川の自然環境が豊かなまちであるためには、何をすべきか考えておく必要があるのでは

ないでしょうか。 

   本町は、平成２２年３月に幸田町緑の基本計画を策定し、この計画実現に向けてそれ

ぞれの部署で着々と事業を実施しておられることと思います。その内容につきまして、

少しお伺いをしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

   まず、例年４月１日から５月３１日までの緑の募金運動が行われておりますが、この

緑の募金緑化推進事業の内容について、いつごろから行われているか、また、過去５年

の募金の金額はどうなっていますかお伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） まず、緑の募金緑化推進事業の趣旨といたしまして、緑化

の推進及び森林整備に対する県民の理解を広め、県民全体による森林整備等の取り組み

を推進することを旨としている事業ということでございます。 

   そして、本町においての事案の開始時期について正確に判断できる資料はありません

が、戦後、国民総参加による国土緑化を目指すことを目的として、昭和２５年に国土緑

化推進委員会が発足しております。 

   国民運動として国土緑化が始まり、愛知県においても昭和２６年に緑化推進委員会が

発足しております。こういった状況から推測いたしますと、幸田町の緑の募金緑化推進

事業の開始時期は、昭和２０年後半ごろというふうに思われます。 

   次に過去５年の緑の募金金額ですが、平成２８年度６６万７,５５２円、平成２７年

度６６万７,６７３円、平成２６年度５９万７.４５８円、平成２５年度８２万６７８円、

平成２４年度４８万５,９１６円という実績となっております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） ただいまの金額をお伺いいたしました。日本赤十字社の赤い羽根募

金に比べますと、一けた違うくらいのかなり少ない金額かなと思われます。 

   ちまたでは、赤い羽根は５００円、緑の羽根は５０円というような寄附金の目安を聞

いたことがありますが、この募金は、区長さんを通じて取りまとめの依頼をされておら

れると思いますが、金額の目標などは示されておられるでしょうか。 

   また、募金の金額に応じて県の委員会から交付金が支給されるということのようであ

りますが、この事業で植栽された樹木の本数などの実績はどのようになっていますか、

お伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 緑の募金運動の目的は、緑化の推進及び森林整備に対する

県民の理解を広め、県民全体による森林整備等の取り組みを推進することを旨としてい

ることから、具体的な目標額は示しておりません。 

   次に、緑化推進事薬実績でございます。 

   昨年度におきましては、区及び学校の団体１５団体が、購入植栽した花の苗等に対し

まして、６５万２,６４２円の補助金を交付をしております。 

   なお、これら団体が植栽した本数でございますが、花苗が６,２０９本、樹木１４７

本で合計６,３５６本でございます。 
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○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 最近では、募金の事業の目的が森林整備ということではなくて、ほ

とんどが花の苗の購入ということのようでございますが、今まで植栽された樹木の管理

は、どのように行われているでしょうか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 緑化推進事集により植樹された樹木、花木などの管理につ

いて、小中高学校等においては、校庭の花壇に植樹されたものを、児童・生徒が学校生

活の中で管理しております。 

   そして、各区において、神社やコミュニティホーム等に植樹されたものについては、

地元子ども会や地元区などが管理しているという状況でございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） それぞれ植栽したものが、それなりの管理をしているということが

実態と思いますが、その効果はどのように評価をされていますか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 評価、成果というところでございますが、緑化推進事業の

目的は、国民の緑化に対する理解を深め、国民総参加による国土緑化を目指すこととい

うことでございますが、そしてこのことは、植樹事業自体が、それ自体が拡大すること

に重点を置いておりまして、その後の成果や管理については、現時点では、具体的に評

価していないという状況でございます。 

   これは、植樹して管理していくという行為で、緑を守り、例えば、その児童生徒たち

が緑に対し愛着を持ち、緑の大切さを次世代に受け継いでいくこと、そういったことこ

そが重要という考え、そういった行為自体が評価に値するという考えに基づいているも

のでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） この事業は、先ほどの説明で昭和２０年代後半ということでありま

すから、始まってから６０年間ぐらい、長い間続けられております。 

   植栽された樹木がどうなったのか、その成果はほとんどわかっていないのが現状のよ

うであります。植樹の成果により、緑を守り育てて、その児童生徒たちが緑に対して愛

着を持ち、緑の大切さを次世代に受け継ぐことこそが重要だということのようでありま

すが、そういうことで、効果としては把握できないということでしょうか。 

   それでは、次に、幸田町の緑の基本計画においては、どのような位置づけになってい

るでしょうかお伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 幸田町緑の基本計画における緑化推進事業の計画上の位置づ

けは、民間の参加協力にかかわる状況として、緑の募金運動や募金を財源とした区や小

中高校等を対象とした公共施設への緑化推進事業の取り組みについて記載がされており、

民間における積極的な緑化推進を図る事業であると位置づけ、紹介をされているもので

あります。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 
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○環境経済部長（鳥居栄一君） この事業は、緑の募金により森林整備等推進に関する法律

に基づく幸田町緑の基本計画で位置づけがされているということでございますが、なお

この計画書には、町全体で取り組んでおります事業内容なども紹介されているというこ

とでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） この緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に基づいて、行

政が主体となって行われているということでありますが、この幸田町の緑の基本計画に

おきましては、大変厚い計画書でもあったかと思いますが、ちょっと見つけるのに苦労

しました。 

   この森林整備が法律の題目にうたわれている事業でありますから、もう少しそういっ

たほうにも力を入れてほしいものというふうに思われます。 

   ところで、この事業は、民間がこの自発的による事業という考えなのでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） この事業は、緑の募金運動と緑化推進事業というもので構

成されております。 

   まず、緑の募金運動につきましては、全町を挙げて取り組んでおるわけでございます

が、行政といたしましては、企業や町内の学校に対して募金のお願いなど、その取りま

とめ等をしているところでございます。 

   一方、緑化推進事業につきましては、学校地元が中心となり、植栽等の取り組みなど

が展開されております。 

   行政としては、どちらの事業につきましても主体となり啓発に努め、事業が拡大する

よう努力をしているところでございます。 

   そして、こういった取り組みに御参加いただいた企業、団体等につきましては、愛知

県下に配布されるリーフレット等でその内容を紹介するなど、民間、企業、行政が一体

となり取り組んでいる事業ということでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 法律に基づいて行われている全国民的事業ということで、本町にお

いても企業を含め民間と行政が一体となって取り組んでいるという説明でございます。 

   それでは、この幸田町緑の基本計画の中で、民間の参加協力にかかわる状況として記

載されております幸田町花いっぱい運動、それから、光明寺川プロジェクトなどの事業

は、現在、どうなっていますかお伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） まず、幸田町花いっぱい運動でございますが、平成１６年

度に幸田町町村合併５０周年記念事案の一環としてスタートしました。 

   花を生かしたまちづくりを町民一人一人が主役で行っていく運動で、自然環境を見直

し、地域全体で花のあるまちづくりに取り組み、「潤いのある蔓しいまち幸田」の実現

を目指したものでございます。 

   内容につきましては、各区や土地改良区が中心になり、平成１６年度から平成２２年

度までの取り組みとして行われました。各地域でさまざまな場所に花や樹木の植栽が行



- 61 -

われました。 

   次に、「光明寺川プロジェクト」は、平成２１年度に、当時の幸田小学校４年生が総

合学習の場で取り組んだ活動でありました。 

   内容は、光明寺川の川掃除やめだかの放流をして、川の土手には菜の花を植えるなど、

光明寺川を美しくする会と共同して取り組んだ事業でございます。 

   なお、いずれの事業におきましても、現在は行われておりません。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 今現在は行われていないということでありますが、この緑の募金緑

化推進事業以外にも、こういったいろんな事業を企画され、町民の方々の参加で町内の

緑化に努力されてこられました。おかげで、町内の緑化は確実に進んでいると思います。 

   また、公園公共施設におきましても、たくさんの樹木が植えられて町民いこいの場に

なっておりますが、公園、学校、道路、河川などにおけるこれら樹木の緑化樹木の管理

はどのようにお粉れていますかお伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 道路、河川等に植栽された樹木等の管理については、基本

的には地元に管理をお願いしているところでございます。 

   また、都市計画公園等につきましては、町が管理し、そして、学校、保育園につきま

しては、生徒の力も借りながら、管理されているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） それぞれの部署で管理をしているという説明でございます。それで

は、道路や河川敷などにボランティアなど任意団体が植栽した樹木の管理の現状と今後

の対応についてお伺いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 地域の方々や地域の任意団体等が植栽した樹木類の維も管理

と全般については、それぞれ植栽をされた地元、個人、団体、区等で実施していただく

ように、常日ごろからお願いをしており、実際も各地域において維も管理活動を実施し

ていただいております。 

   基本的には、地元管理の植栽樹木類ではありますが、例えば、植栽された樹木の枝ぶ

り状況等から、隣接する道路の通行に支障があると判断された場合などで、かつ、地元

ではすぐにその対応ができない場合には、町にて最小限規模での緊急対応を実施するこ

とを行っております。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） ボランティア等の任意団体が植栽した樹木は、地域の生活

環境の中に存在する貴重な地域のオアシス的な緑地空間、役割もあると十分承知をして

おり、緑地推進の立場から道路河川管理者、任意団体等と今後の維も管理についての抱

負など検討のほうはしていきたいというふうに考えております。 

   そして、また、愛知県緑地推進委員会に対して、植栽後の管理についても補助対象事

業として認めるよう要望するなどの検討もしていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 
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○１番（足立初雄君） 今後、そういった樹木の管理が課題になるということと思います。

庁舎南の駐車場にシンボルともいえる大きな松の木が４本ありました。それが、２本枯

れてしまって新たに２本の若い松の木が植えられております。 

   枯れた木のことは岡崎だと思いますが、２本が新しくなっている若い木はなかなか気

づかないのではないかというふうに思いますが、これらの松の木は、その樹齢、非常に

見ごたえのある価値を持っておりました。 

   この若い植えられた木が、価値を発揮できるのは、私がこの世からおさらばしてから

のことだと思います。緑は一兆過ぎにできるものではないと思います。また、さくらや

椿、アジサイなどは、毎年咲きますが、その都度、見にいきたくなります。また、緑は

そういうふうにして私たちの心に入り込んできて癒やしてくれます。まさに地域のオア

シス的な緑化空間と思われます。道路や河川敷などへの植栽は、緑化意識の高い人たち

がボランティア精神で行われたと思います。当然、管理も自分たちで行うつもりで植栽

されたことでしょう。 

   しかし、樹木はだんだん成長していき、植栽した人々がだんだん高齢になり、管理が

できなくなってきます。これらの樹木は、私たちに住みよい環境を提供してくれており

ますが、管理がいき届かない緑や河川は逆に害虫の発生などして住みにくい環境になっ

てしまします。現時点での町直営班といいますか、新設行政の作業員の方たちの活躍は

大変感謝をいたしております。 

   緊急的対応ということでありますが、この緊急的対応でなくて、こういった管理は計

画的にできる体制の構築をする必要があると思います。 

   公共用地とか民主とかを問わずに保全すべき緑化樹木の管理を一体的に管理をし、こ

れからこのまちがどういう時代になっても住みよい環境を維持できるように、住みよい

環境維持の体制を早急に構築すべきであると思いますがいかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 民地はもとより、地元ボランティアで維も管理していただい

た道路河川敷の植栽については、従来どおり、地域住民の方の管理を基本と考えており

ます。 

   しかし、その植栽が荒れ果ててしまっては、結果として住環境の面からも道路河川の

機能保全観点からも大きな問題があると考えます。 

   御提案のありました公共用地の緑化樹木の管理については、一体的に管理することも

一つの方策として、また、民地については、その適正管理を公としても個人に促しなが

ら、住みやすい環境の維持に資する方法を検討していきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 住みよい環境の維持に資する方法を検討していただくということで

ございますので、安心をいたしました。 

   緑や川の自然環境が豊かで住みよいという、その緑は、公共用地だけにある自然環境

ではないはずであります。それがどこにあろうと、住みよい環境を提供してくれる幸田

町の財産であるという考え方で、今後の管理体制の構築をしていただきますようにお願

いをいたしまして次の質問に移ります。 
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   次は、消防力についてであります。 

   幸田町の消防署は、昨年、４０周年を迎えました、この４０年の間に、消防庁舎の移

転拡充もなされ、施設、人員ともに年々充実されてこられたと思います。これからは、

先輩諸氏の御努力のたまものと感謝申し上げるところでございます。昨年の８月に平成

２７年度の消防年報が配布されましたが、総務省消防庁の消防力の整備指針、この基準

と比較してどの程度の達成率になっているのか、よくわからない部分がありますので、

質問をしてまいりたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

   大もとは、消防法でいろいろな消防の規制がうたわれていると思いますが、消防力の

整備指針というのは、消防庁の告示という形で出されております。長い前文に必要性が

うたってあります。市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示すものとしております。

必ずしも達成していなければならないというほどのものではないのかなというふうにも

思いますが、本町としては、どのように受けとめられておりますか。 

   また、この第２条の用語の定義でありますが、第１項第１号でいう市街地の人口は、

本町では何人になりますかお伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 初めに、消防力の整備指針について、御説明をさせていただきま

す。 

   各自治体により、消防力の整備がまちまちであり、かつ、整備がおくれている現状か

ら、総務省消防庁が消防力の強化を図るために、消防力の基準を策定いたしましたが、

各自治体の実情が反映されていないために、平成１２年に消防力の指針に改め、方向性

を示し、各自治体に見合った消防力の整備に計画性を持たせるようにしたものでござい

ます。 

   次に、市街地の人口についてでございますが、整備指針では、地区毎に市街地、準市

街地、その他に振り分けて人口を算定するようになっており、幸田町の実情に合わせた

消防力の整備が図られるように解釈し策定しているところでございます。 

   消防施設整備計画実態調査を愛知県で３年ごとに実施しており、直近の報告でござい

ます平成２７年４月１日現在の市街地人口においては、３万４,４７６人となっており

ます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） この整備指針の市街地の人口の基準の算定方法というのが、私がで

きなかったので、・・・いたしました。 

   本町の消防ポンプ自動車の台数は、現在、２台となっておりますが、この市街地の３

万４,４７６人という町の市街地の人口で基準を満たしておりますか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 整備指針によりますと、人口３万人に対して消防署の消防ポンプ

自動車の数については、３台となっているところでございます。現状、２台でございま

すので、１台不足となっており、充足率につきましては、６６.７％となっております。 

   整備指針による市街地人口の基準に対して、消防団の消防ポンプ自動車の数は、３台

となっており、現状においては３台でございますので、充足率１００％でございます。



- 64 -

消防署、消防団合わせた充足率は、８５.７％となっております。 

   この不足分につきましては、水槽車が化学車が消防ポンプ自動車としての機能を持ち

合わせていることから、それらの車両において対応をしております。 

   人口増加に伴い、検討事項の一つと考えております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 消防署自体の充足率は、６６.７％である、しかし、消防団が１０

０％であるので、合算すると１９％上がって８５.７％までいくが、まだ、十分とは言

えないという状況が伺われます。 

   今後、検討事項の一つということでありますが、ぜひ、消防ポンプ、この台数の増加

を検討していただきたいと思います。 

   次に、消火栓の数や能力についてはどうでしょうか。 

   また、はしご車の台数は１台で大丈夫でしょうか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 消防車の数を１台ふやせば、車両に対する充足率は１００％にな

るのでございますが、それに伴う職員の充足率を維もするためには、職員を増員させな

ければならないという問題がございます。 

   幸田町といたしましては、車両に対して人員を有効に活用した対応をとっております

ので、現段階では、車両の整備を検討しつつも人材確保が最優先の課題と考えておりま

す。 

   続きまして、整備指針に基づく平成２７年４月１日現在、消防水利算定数は、４９０

カ所、それに対して、整備数は３８６カ所でございます。そのうち、消火栓は２９４カ

所であり、充足率は７８.８％となっております。 

   消防水利の配備は、用途地域風速により基準が定められております。また、消防水利

は、防火水槽や消火栓が主で、河川、池、プール等は給水能力を常時満たしているもの

については、消防水利と考えられますが、消防以外の法規もあり、消防水利としては不

向きであると考えております。 

   それらを踏まえて、毎年、予算計上を図り、計画的に整備を行っているところでござ

います。 

   続きまして、はしご車につきましては、整備指針に基づく充足率１００％でございま

す。幸田町管内ではしご車が必要とされる中高層に該当する５階以上の防火対象物は２

６の状況でございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 消防ポンプ車が火事現場に到着しても、水がなければ消火活動はで

きません。初期消火はタンク車でできるようでありますが、最近は、強風が多く、昨年

の糸川市のように大火になる権勢が増しております。消火栓の基準達成を急いでいただ

くようにお願いをいたします。 

   ところで、５階以上の防火対象物は２６ということでありますが、１台で何棟まで対

応可能ということになっておりますか、お伺いをします。 

   また、最近の高層マンションに対して、はしご車の消化能力は大丈夫でありますか、
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お伺いをいたします。お願いをいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 消火栓、防火水槽等の消防水利については、計画的に順次整備を

図ってまいりたいと考えております。 

   続きまして、はしご車１台の能力でございますけれども、１台につき１棟での対応が

原則と考えております。 

   全国的平均では、１年間に中高層建築物のおおむね９０棟に１棟の割合で、火災等の

事案が発生するという統計が出ております。 

   また、中高層建築物は、一定の構造基準により、通常、火災において３０分から１時

間火災に耐えうる構造となっております。本町においては、どちらの条件も満たしてい

ることから、１台での対応で可能と考えております。 

   また、中高層建築物には、消防法第１７条第１項に基づく規定のとおり、消防設備が

設置されており、７階以上のマンションには、３階以上の各フロアから放水されるよう

に、消防設備を備えているため、消火活動上支障がないと考えております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） これからも、高層ビルがふえると思いますが、基準がしっかりして

おって、消火設備が万全であるということで消化のほうは大丈夫ということであります

が、このはしご車の届かないところの人たちへの被災者の救助活動、これについては、

どのような対応になりますか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） はしご車が届かない範囲についての活動でございます。 

   その場合につきましては、消防職員が屋外階段や特別避難階段を活用し、被災者の救

助活動に当たります。 

   また、気象条件に左右をされるところはございますが、防災ヘリコプターを活用し、

屋上からの救助活動を行うことも考えられます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） どこかの消防署で階段を駆け上がる訓練をしておったことを思い出

しました。 

   高層ビルがふえますと、そういうふうに消防職員の方は、高いビルまで階段を駆け上

がって人命救助をすることになるかと思います。大変御苦労だと思いますが、よろしく

お願いをいたしたいと思います。 

   それでは、町内には有毒物質を扱っている会社はないと思いますが、ガソリンスタン

ドなどの油火災、これが発生した場合の対応は大丈夫でしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） ガソリンスタンド等の油火災につきましては、消防ポンプ自動車

でございますこうた１、それから、水槽車化学車の機能を持ちますこうた４、こうた７

１、この３台が当消防署では泡の放出ができる機器を備えております。 

   従いまして、そうしたスタンド等の油火災にも対応可能と考えておるところでござい

ます。 
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○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） それでは、次に、救急自動車についてであります。 

   救急自動車は、人命救助に日夜活動されているところであります。本町は、高規格車

救急車を３台所有しておりますが、整備指針の基準は達成していると思います。平成２

８年度の救急車出動件数は１,４７６件と聞いておりますが、この件数は、この３台で

十分余裕を持って対応ができたのでしょうか。実際の稼働状況はどうなっていますか。

３台が同時に出動した件数とか４台目が必要になった件数などについてお尋ねをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 整備指針によりますと、救急自動車の数は、人口１０万人以下の

市町村にあってはおおむね人口２万人ごとに１台整備する基準となっております。 

   幸田町においては、現状、救急車３台配備しており、平成２８年４月１日現在、幸田

町人口４万１２１人で、人口が４万人を超えて運用救急車３台となり充足率１００％と

なっております。 

   本町において高度な処置ができる救急救命士は、各グループ４名体制で救急車に常に

乗車できる体制となっております。また、国道など交通量のはげしい道路での交通事故、

重傷患者に対しては、現場活動に対してマンパワーが必要になるため、別に消防車に３

名が乗車し６名体制で現場対応をしておるところでございます。 

   昨年の救急件数１,４７６件に対して、救急対応ができず隣接する消防本部に応援要

請をすることが平成２８年に５件ございました。その内訳は、３台同時出動のためが１

件、人員不足のためが２件、車両整備中のためが２件でございました。今後、人口増加

に伴い、救急車４台の整備も課題となっておりますが、まずは、人員確保が最優先と考

えております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） その人員不足、これは、どのような状況で発生をいたしたのでしょ

うか。 

   また、来年度に岡崎市幸田町の消防指令業務の共同運用が開始となりますが、この岡

崎市と連携強化については、どのようなことが期待できるでしょうかお伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 人員不足につきましては、職員の学校入校研修による人員減、複

数の救急事案、重篤患者に対する救急支援が重なり、日勤者が不在の時間帯で発生した

ものでございます。 

   岡崎市との連携強化につきましては、これまでどおり西三河相互応援協定に基づいて

おりますが、共同通信化により、両市町の災害状況、車両運用状況を一度に把握するこ

とが可能となり、瞬時な対応が可能となるものと考えております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 人員に係る指針で救急車１台につき救急隊員の人数は３人としてお

ります。３台同時に出動し、消防自動車が１台３人体制で出動すると、消防職員残って

いる人員が消防署長、通信員、警防グループが２人ぐらいしかいなくなってしまいます。

このときに、火災が発生した場合、どのような対応を考えておられますか、お伺いをし
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ます。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 日中にありましては、日勤者も消防車、救急車の有資格者である

ことから、消防署日勤４名をまず活用し、必要であれば消防本部庶務課予防防災課にて

人員を確保いたします。 

   また、夜間祝日にあっては、休暇中の職員を招集し人員を確保しております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 想定外はあってはならないということが、町長のスタンスであると

思います。最悪の事態を想定した対策を立てていただくように、お願いをいたすところ

であります。何か考えておられるでしょうか。 

   次に、整備指針では、火災発生時に指揮車に搭乗する隊員の人数は、３人以上として

おりますが、実際には何人体制でありますか。また、身分はどのような体制ですか、お

伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 職員の体制につきましては、非番招集表を作成し、災害規模に合

わせて必要な人員を通信員の電話連絡により確保しております。 

   大規模災害や活動が長期に及ぶ災害事案に対しては、全員招集で対応に当たっている

ところでございます。 

   続きまして、指揮隊についてでございますが、消防署で指揮隊を編成し、指揮車搭乗

人員にあっては３人体制とし、指揮隊のうち１人は消防司令以上としております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 消防署で編成ということでありますが、消防署長の権限のもとで行

われるということでしょうか。 

   町長、消防長、次長の現場での役割はどのようになっていますか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 消防長、次長、所長は、日勤勤務者でございます。災害に常時対

応することはできないと考えております。 

   初動につきましては、党務の職員が車両に乗り込むことから、分隊長を指揮隊を行い

ます。指揮隊が現場に到着したら、指揮隊が現場を指揮を行います。指揮隊は、情報収

集、活動方針等を定め、所長、次長、消防長、到着の際には、情報収集、活動状況を伝

え、その際、指揮権は上位の者に移る状況にございます。 

   町長にありましては、消防組織を管理監督する立場であり指揮権はございません。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 臨機応変ということで、分隊長が指揮を代行して現場に駆けつける

という状況だと思います。緊急の場合の通信業務でございます。この通信業務の担当者、

指針では、３１条で人口１０万人ごとに５人となっております。消防年報を見ますと通

信担当者は１人となっておりますが、実態はどうなっていますか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 現状の運用といたしましては、通信指令室に常時２名配備してい
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るところでございます。 

   幸田町では、３つの警防グループ制のため、通信員は各グループ２名で６名となりま

す。消防署日勤、勤務をしている通信担当１名を加え、通信担当といたしましては、７

笑みの配置をしているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 実際には、各グループに２人ずついて、合計７人でありますよとい

うことでわかりました。 

   それでは、消防年報の消防職員資格取得表で見ますと、移動式クレーンの免許保も者

が１人しかいないということになっていますが、１人で大丈夫でしょうか、お伺いをし

ます。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 移動式クレーン免許は、５トン以上が対象となっておりますが、

幸田町消防本部の車両に積載してあるものは、移動式クレーン講習終了証があれば操作

可能なものでございます。 

   現在、移動式クレーン講習終了証所も者は２０名、移動式クレーン免許所も者が１名

の計２１名での対応で可能であると考えております。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 聞いてみないとなかなかよくわからない状況の中で、対応は十分で

きますということで安心をいたしました。 

   次に、整備指針の３４条に消防職員の総数規定があります。本町の職員定数条例では、

消防署の職員は６０人というふうに規定しておりますが、実際の総数は、５６人となっ

ております。これで指針の規定を満たしているでしょうか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 整備指針に基づきます現有車両数によります人員は１０３名とな

るところでございます。 

   平成２９年４月１日現在の消防職員数は５６名で、充足率５４.４％となっておりま

す。 

   都市部の大きな消防組織では、車両ごとに人員を固定して行っております。幸田町の

ように小さな組織では、職員は救急救助警防の各事案の応じた車両に乗りかえて活動す

るようにすることにより、最小限の人員で各事案に対応しておるところでございます。 

   そのために、幸田町においては、１人三役で業務に当たれるように、各車両で必要な

資格を取得し、訓練を行っているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） １人の職員の方が、多くの業務を担当することになっておるという

ことでございますが、職務遂行に必要な能力の養成や、資格の取得については、どのよ

うに計画を設定されておられるでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 学校計画にありましては、５カ年計画を作成し、計画的に研修が

できるように、愛知県と供用担当課長と会議を重ね、要望しているところでございます。
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この計画を毎年、見直しをしながら実施しているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） それにしても、１人三役ということでありますので、１人かけると

３人分の欠員に相当するぐらいのそういった重要な事態というか、厳しい事態になって

いると思います。 

   この１人でもかけると困るぎりぎりの状況の中で、やはり、その幹部の方たちは、職

員の健康状態、これはしっかり気配りをしていただけるというふうに思いますが、産業

医などとの連携はどのようにされていますか、お伺いをします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 職員の人事管理につきましては、庶務課におきまして対応してい

るところでございます。 

   職員個々の状態把握を常に観察し、変化を察知しております。 

   消防職員安全衛生委員会というものを消防組織の中で立ち上げるとともに、役場の安

全衛生委員会、健康相談にも参加し、職員の安全、健康の確保をするとともに、快適な

消防環境の整備を図っているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 次に、整備指針の第３条第１項第３号においてでありますが、諸部

横断の自立強化と相互連携を深めることなどがうたわれております。また、３６条では、

消防団の業務がうたわれておりまして、それを見ますと、火災の鎮圧予防警戒から武力

攻撃事態に関する業務、自主防災組織等の地域に対する指導支援というように、消防署

の業務と同様の業務がうたわれていると思います。消防年報の組織表におきましては、

町長のもとで消防長と消防団長は同格の表になっております。組織図になっております。

実際の現場での業務の分担や連携はどのように行われていますか、お伺いします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 消防団との連携につきましては、業務の分担連携等、消防団役員

会を開催いたしまして、消防本部と消防団の意見交換等を行い、連携をとっておるとこ

ろでございます。役員会につきましては、平成２８年度は６回実施しておるところでご

ざいます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 役員会を開催して連携をとっておるということでありますが、この

構成メンバーはどういう方たちでしょうか。また、実際、火災の現場などにおいて役割

や連携について、もう少し詳しく説明をお願いします。 

○議長（杉浦あきら君） 消防長。 

○消防長（吉本智明君） 平成２８年につきましては、消防団の出動事案がございませんで

したので、現場での直接のやりとりはなかったところでございます。それで、役員会の

メンバーでございますが、消防職員にあっては消防長、庶務課長、庶務課の担当者の３

名。必要に応じて消防署も出席しておるところでございます。消防団にあっては正・副

団長及び正・副分団長が会議に参加して行っているところでございます。 

   役員会におきましては、年度当初、新役員体制に加わった新入団員、団幹部の練習等
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による現場活動の手順の確認、また火災シーズン前の出動訓練や実際の火災時の反省を

役員会等で通常は行っておるところでございます。そうした日々の活動の中で日ごろか

ら意見交換を行い、連携強化に努めておるところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） いろいろと細かいことを質問をいたしました。本町の消防力の実態

がよく理解できました。施設や人員が十分とは言えない中で、一人一人の職員の方が多

くの資格を取得して訓練に励んでおられる実態が伺われました。足りないところを気力

で補うなど、やりくりして町民の安全・安心の確保に努力されておるところであります。

私たちの知らない部分もたくさんございました。今後も私たち町民が安心して暮らせる

ように施設や人員の充実に努力をしていただきますようにお願いいたしまして、私の質

問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（杉浦あきら君） １番、足立初雄君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午後 ３時１４分 

─────────────── 

                             再開 午後 ３時２４分 

○議長（杉浦あきら君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、３番、稲吉照夫君の質問を許します。 

   ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問させていただ

きます。人の行き交うまちづくりをテーマに順番に質問をさせていただきます。 

   現在、全国的には人口減少に向かって進んでいる中、我が幸田町は人口４万人を超え、

順調に発展していると感じています。愛知県下における活気ある自動車産業の恩恵を受

け、企業誘致に対する努力も並々ならぬものがあり、発展し続けている幸田町が存在し

ていると思っております。しかし、生活全般を考えたとき、本当に発展しているか疑問

に感じるところもあります。例えば、町内ＪＲ３駅の無人化の通告であります。幸田町

の玄関として発展していかなければならない幸田駅がＪＲ東海の合理化のもと、いとも

簡単に切り捨てられてしまいました。本当にこのままでいいのか。人の行き交う活気あ

るまちづくりを目指して今から考えていきたいと思います。 

   まず、３駅＋１の構想がありました。相見駅が開業して５年が過ぎ、相見周辺は順調

に発展していると感じますが、３駅＋１構想の進行状況はどのようになっているのでし

ょうか、お聞きいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） ３駅＋１の件は、ＪＲ幸田駅、三ヶ根駅、相見駅周辺市街地に

プラス、ハッピネス・ヒル・幸田周辺の地域交流拠点を加えた４局を都市の骨格を形成

する都市核と位置づけて町全体としてコンパクトでまとまりのある市街地形成を計画的

に誘導していくという、いわゆる土地利用計画の中でのコンセプトということで位置づ

けておりまして、もとは第４次幸田町総合計画、平成７年からの策定のもので、それか

ら第５次総合計画、そして今現在の第６次幸田町総合計画においても、この３駅＋１と
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いう４つの都市核を中心に各地域の特性を生かした景観に配慮しつつ、住民が快適に暮

らすための都市施設を適正に配置するということにより、コンパクトな市街地の形成を

目指すということとなっておりまして、その中の市街地整備として、３駅を核とした都

市施設の整備とハッピネス・ヒル・幸田周辺の整備を行政の役割として位置づけている

ということでございます。 

   第６次の幸田町総合計画からは、この土地利用計画を都市計画マスタープランに委ね

ておりまして、実際にその都市計画マスタープランについても都市拠点の形成として位

置づけておるということでございます。この進捗状況については建設部のほうからお答

えさせていただきます。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 土地利用の進行状況としては、平成２４年に相見駅が開業し、

平成２８年には相見土地区画整理事業の完了、幸田駅前区画整理事業については、平成

３４年度の事業完了を目指すなど、都市拠点の形成を順次進めてきております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） まだ進行の途中ということでございます。その中で、まず最初に＋

１の部分、幸田町ハッピネス・ヒルですね。これについて考えていきたいと思います。 

   町民会館、図書館、プールと文化、芸能、スポーツの総合施設としてハッピネス・ヒ

ル・幸田があります。町民会館は開業して２０年が経過し、町外の人たちにも会館のす

ばらしさを知っていただき、平成２７年度統計で町民会館１５万３,０００人、図書館

が１０万４,０００人、プールが１１万７,０００人、ハッピネス・ヒル全体合わせて３

７万人強の来場者があります。多くの人が集まる施設があるにもかかわらず、周辺がい

まいち発展していないのはどうしてでしょうか。これだけ多くの人が来てくれるのです

から、飲食店、あるいはグッズの販売店など、商業施設があってもよいと思いますが、

これはできないのか、つくらないのか、どういう形なのか、お聞きいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） ハッピネス・ヒル・幸田周辺は文化施設と住宅が共存すると

いう基本計画を持った地区計画により、建築制限をかけ、まちづくりを誘導している地

区であります。今後、ハッピネス・ヒル・幸田周辺地区計画の市街地が発展していく中

で、カフェや雑貨屋などの商業施設もでき、活気のある文化施設エリアが形成させるこ

とが好ましいと考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） 今、お答えをいただきましたように、やはり、そういった憩いの場

所、そういったスペースが非常に大事かなと思います。今後とも、そういったことを目

標に進めていただけたらと思います。 

   先ほども申し上げましたが、年間３７万人の利用者があるということで、そのうち６

割が町外の利用者であります。２２万人強の人たちが駐車場は広いし、道路事情もよい

ため、車で来て、会館で楽しんで帰ってしまいます。何か非常にもったいない思いがす

るわけです。私の経験ですが、体験で幸田しだれ桜まつり、これは毎年開催されていま

すが、その中１０万人ぐらいの方が来場されるわけですが、来場者の方が桜を見て、次
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に何を求めるかといいますと、やはり、飲食店はどこですか、名産は何ですか、そうい

ったものを、特に初めての方はそういった部分に興味を持たれます。そういった情報を

やはりどこかで発信しないといけないなという思いがするわけです。 

   例えば、今の町民会館には１５万人ですか、に来る方々に、そういったものを知って

いただく。やはり、車で見えた方が町内の飲食店、あるいは特産品を求めて、そういう

情報を載せたパンフレットをやはり町民会館なり、プールなり、図書館なりを置いて、

来場者をそういった店に誘導する必要があると思いますが、現在、そういった宣伝活動、

あるいはパンフレット等を置いて、そういう誘導の活動をしているかどうかをお聞きい

たします。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 今現在はハッピネス・ヒルには町外からも多くの方がおい

でになっておるということでございますが、現在、パンフレットなどのものは置いてお

りませんが、議員御提案いただきましたとおり、町の特産品ですとか、町内のお店など

を紹介する案内用のパンフレットを置くことはとても有効な手段だというふうに思いま

す。 

   今後、町民会館にこういったもの、資料、パンフレットなどを設置いたしまして、町

内店舗への誘導などを図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひ、そういった活動をお願いして、やはり町外の人にもどんどん

幸田町を知っていただきたいと思います。 

   先ほどの申し上げましたが、町外から２２万人強の方が来てくれるわけです。やはり、

その人たちの中には年配の方、あるいは自動車免許を持たない高校生以下の人たちもい

るわけです。その２２万人の１割にでもＪＲ幸田駅であり相見駅を利用していただくよ

うに誘導することが、また今度、幸田駅前関係ですね、相見駅、幸田駅の駅前の活気を

生むのではないかと思いますが、そこで発想が極端かもしれませんが、朝方の中根議員

の質問にもありましたように、えこたんバス等、やはり、ハッピネス・ヒルとＪＲの駅

を結ぶという交通手段、こういったものをやはり、ぜひ考えていただきたいと思います

が、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） えこたんバスの関係でございますので、こちらでお答えさせて

いただきますけども、このものは平成８年の福祉巡回バスから、その利便性・快適性を

引き継ぐ形でえこたんバスを平成２４年から運行していると。現状では、高齢者の通院

とか買い物、また小学生のスクールバスというような形での主な利用となっているとい

うことで、役場が起点となっている背景には町の中央に位置しているという地理的要因

が大きく、また利用者の待合施設としての利用も役場という形があるということでござ

います。駅から、そのハッピネス・ヒル、またハッピネス・ヒルから駅へという形での

人をターゲットとした、そのバス運行については明確な目的があるわけですので、有効

な移動手段だというふうに考えることはできます。ただし、このえこたんバスにつきま

しては、そのまま移行してしまうと、先ほど来ありました、その利用者部分の巡回バス
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利用者の部分としては不便になるおそれがあるというところでございます。 

   また、幸田町への来訪者への移動手段ということで、先ほど答弁させていただきまし

たけれども、このえこたんバスのあり方といったもの、公共交通としての、これ以外に

もタクシーとか個別の部分のものも含めて小型化、そういったものを含めて、町の交通

体系に関する課題として検討していきたいと考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひ、そういった前向きに考えていただきたいと思います。やはり、

それは人の流れをつくることがまず重要かなと思います。えこたんバスのルート変更と

いうのはなかなか難しいようですので、そういった意味で別な形でぜひ考えていただき

たいと思います。 

   やっぱり高校生や年配の方々がこれから特にだんだんと年配の方は免許証を返納して、

車よりも公共交通機関を使うということがふえてくるかと思いますので、ぜひそういっ

たことの配慮も必要かなと思います。 

   それで、ハッピネス・ヒルに来たお客さんを少しでも駅前に集約する、集めて駅前の

活性化をこれからは求めていきたいと思うのですが、まず、幸田町にはＪＲの駅が３つ

もあります。そのうちの３駅それぞれ駅周辺には特徴があります。相見駅は開業して５

年が過ぎて、先ほどの言いましたが大型店ができ、マンションも建ち、住宅街として町

並みが形成されてきています。それに比べると幸田、それから三ヶ根駅周辺はどうなっ

ているのか非常に心配です。 

   そこでまず、幸田駅周辺を考えていきたいと思います。幸田駅前は昔ながらの焦点を

中心にしたまちづくりがいいではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 昨年度、都市計画課において幸田駅前広場等基本計画を作成

し、将来構想を公表させていただきました。本計画においては具体的な商業地域の店舗

形態まではうたっておりませんが、駅の利便性向上による利用者増加が駅前商業地域の

発展につながるものと考えております。 

   土地利用については地権者の意向もありますが、かつての幸田駅前のようににぎわい、

発展するようまちづくりを推進してまいります。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 幸田駅前商店街ですが、幸田町の玄関口として発展してま

いりました。そのような中、昔のにぎわいを創出し、活性化を促進していくにはかつて

の五十市などのようなさまざまな対策が必要かと思われます。 

   また、現在進行しております駅周辺整備と歩調を合わせつつ、既存の商店街への収穫

を目的としたイベント等の開催や消費者のニーズに沿った店舗経営改善を図ることも必

要と考えております。 

   商店街の今後の発展に関しましては、駅前商店街が幸田町の目的、昔のにぎわいを取

り戻せるよう、店舗や商店、商工会、行政と地元が連携し、取り組み強化がされるよう

検討のほうしてまいりたいと考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 
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○３番（稲吉照夫君） とにかくちょっと力を入れてほしいと思うのですが。最近変わった

こととしましては、この３月に駅前に金融機関が移転開業しました。移転開業したこと

によって、看板が夜９時ぐらいまで照らされて、近所の方も周辺が明るくなって、町ら

しく感じるよという声もあります。ですから、今の駅前商店街は早い時間にもう店が閉

まってしまって、シャッターがおりた店があり、夜は何か廃墟化さえ感じてしまう、そ

んな思いがいたします。 

   シャッターのおりた店のオーナーさんにたまたま話をする機会がありまして、したと

ころ「出店したい方がいましたら貸していただけますか。」という問いかけをしました

ところ「はい、いいですよ。」という返事をいただきました。 

   また、一方で駅前に毎月１回、駅前銀座でマルシェが行われているわけですが、そこ

のマルシェのやはり出している、出店されている方にお聞きしますと、やはりお店は持

ちたいですねという話が出ています。実際にマルシェへ来てみえる方でも、ほかのとこ

ろで店を持ってみえる方、あるいは出したいとして準備をしている方、それぞれありま

したけれども、一様にそういうお店が持ちたい、出してみたいということでございます。

ですから、そういったシャッターがおりておるところに、やっぱりそういった出したい

店のマッチングというものを、今後、やはりどんどん進める必要ありじゃないだろうか

というふうに思いますが、今のある、そういったシャッターのおりた建物を最大限に利

用する、そういったものが必要かと思うのですが、どう考えてみえますか、お願いいた

します。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 都市計画課において、昨年度空き家実態調査を行い、空き家

や空き店舗の利活用を希望される所有者がいらっしゃることが調査でわかってまいりま

した。今年度、空き家対策計画を策定する中で、産業振興課並びに幸田町商工会とも連

携をとり、幸田駅前にかかる調査結果が有効に活用できるよう協議を進めてまいります。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 全国的に大きな問題となっております、いわゆるシャッタ

ー商店街ということですが、駅前商店街、幸田駅前商店街でも例外なく、そうなってき

ているというふうに感じております。幸田駅前商店街の店舗数は平成元年に７３店舗で

ありましたが、現在は３５店舗というふうになっております。 

   議員言われましたように、これら店舗活用に関する方策の１つに空き店舗を利用した

貸し店舗による新規出店、開業などが考えられます。先ほど、建設部長のほうでもござ

いましたが、空き家実態調査の空き店舗の利活用を希望される所有者の情報を参考とさ

せていただきながら、空き店舗利用における貸し手、借り手、双方のマッチング、そう

いった手法などについて検討し、出店、開業へとつなげていけるよう、町商工会とも協

力して考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひいろいろな方に協力を願って幅広く情報を集め、ぜひ１日も早

くそういったシャッターが開くように努力をお願いしたいと思います。 

   次に、駅前整備計画の中のＢブロックのほうですが、先ほども言いましたように金融
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機関の開業で、昼間はもちろんのこと、夜も看板の明かりでちょっと雰囲気が変わった

変化を感じると思っているのは私だけじゃないと思います。そういった意味で、今、そ

ういう気分がちょっと出た、ムードが出たときにより具体化したまちづくりを提案する、

いい今が時期ではないかと思います。といって、余り大きな経費のかかることをやって

も難しいかなという思いがあります。最終的にはいろいろな大きな企画というのが必要

かと思いますが、まず、余り経費をかけない形で人を集めること、例えば軽トラック市

みたいな、そういった昔ありました朝市ですか、そういったものの企画というのはどう

なのでしょうか、お伺いします。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 金融機関の開業は幸田駅前地区にとって喜ばしい出来事で、

共同化、Ｂブロック出店への関心が高まればと期待しています。Ｂブロックについては

地権者から土地利用の意向確認をした結果から、借地による開発で参加希望の企業を当

たっているところです。 

   御提案のありました形態であれば、借地による土地利用に合致すると思われますので、

そのような意向を持つ企業や出展者を地権者に紹介していきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひいろいろな角度で検討を願いたいと思います。また、もう一つ

の案としまして、コンテナハウスのようなもの、あそこであればかなりお店、１０店や

そこら簡単に並ぶのじゃないかと思うのですが、そういったお店を、やはりこれもコン

テナハウスでいくと３坪、４坪ぐらいのスペースでしょうか。やはり、そこに飲食店や

雑貨、あるいは趣味の店など、いろいろな店が来ると昼夜、人が集まってにぎわいがで

きるのじゃないかと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 御提案のありましたコンテナハウスという形態も借地による

土地利用に合致しております。そういったアイデアも含めまして土地利用が進むよう出

店希望者等の紹介を進めていきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） あくまでも借地ということで言われております。それ以外にないの

かなと思うのですが、やはり最終的に駅前は何か大きなもの、きちっとした、きちっと

したと言ったら語弊があるかもしれませんけれども、そういったふさわしいものは建物

が必要ではないかなという気がいたします。今言った、そのトラックだとか、コンテナ

ハウスとか、そういったものは一時しのぎと言ったら申しわけないのですけれども、や

はりそういった人を集めるということをまず考えますと必要だと思いますし、今後どう

するのかということがあれば、やはり、複合ビルですか、例えば役場の住民課なり福祉

課など、住民の方の利用度の高い、そういう役場の出先機関と、またお店をマッチング

すれば、複合施設というものを考える必要があると思いますし、これは一例ですけれど

も。また、駅周辺のそういった宿泊施設等、やはり、そういった総合的なものをつくる

前段階として、それが必要だと思います。そういった意味で将来そういった複合施設、

あるいは大きな何かをやってみたいというものが行政として考えてみえるものがあるか
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どうかお聞きします。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） Ｂブロックへの公共施設の設置や、町がＢブロックに用地を

取得する計画は現在のところありません。しかし、民間活力を活用した複合商業施設等

の計画建物内に役場出先機関を展開することも一つの住民サービスのあり方と考えます。 

   どのような形となるかは今の段階では申し上げられませんが、幸田の町の顔にふさわ

しい景観形成に資する形での検討を進めてまいります。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひ長期展望を見ながら、やはりそういった、まず今の駅前に人が

集まることを中心に検討を、実現をお願いしたいと思います。 

   そして、次に３つ目の三ヶ根駅周辺についてですが、３月２０日に開業５０周年を迎

え、駅周辺の変化、活性化が求められていると思います。深溝地域については、深溝松

平家墓所、本光寺、深溝断層などが近くにあり、三ヶ根駅周辺は歴史と文化を中心とし

た観光のまちづくりがよいと私は考えますが、具体的な構想はお持ちでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 都市計画マスタープランにおける三ヶ根駅周辺の構想でござ

いますが、都市づくりの基本方針は南部地区の玄関口であり、地域、観光サービスや周

辺観光施設との連携を図った施設整備であります。御提案のとおり三ヶ根駅周辺深溝地

区は、歴史的な資産や文化遺産を有しておりますので、観光の玄関口となるよう計画に

位置づけております。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 環境の面からも一言、言わさせていただきます。議員の言われ

ますように三ヶ根駅周辺を含めた深溝地区には国指定史跡、島原藩主深溝松平家墓所、

三河のあじさい寺とも言われておるわけでございますが、あじさいの名所となっており

ます。県指定天然記念物であります三河地震による地震断層、深溝断層等、歴史的史跡

などの観光資源がございます。昨年度、これを紹介する案内看板のほうを三ヶ根駅東口

に設置いたしたわけでございますが、これは地区を訪れた観光客が周遊、散策していた

だけるように設置したものでございます。 

   先ほど、建設部長のほうも申しましたが、都市計画マスタープランには三ヶ根駅を周

辺都市の観光の玄関口となるように位置づけております。したがいまして、この地区に

あります本町を代表する歴史的観光資源を利用し、活力あるまちづくりに向け、そして

観光の玄関口としての人の整理を今後とも順次検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ありがとうございます。私と考えが同じだったらよかったなと思う

わけでございますが。 

   それで、そのときに、今、実際にあそこにある本光寺、それから郷土資料館、本光寺

には松平墓所もありますけども、一体として本光寺、そして深溝断層への来場者という

のは年間どのぐらいあるのでしょうか、わかりましたらお願いしたいと思いますが。 
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○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 郷土資料館につきましては、平成２８年度の実績で８,６００

人程度の御来場をいただきました。それから、本光寺につきましては町として統計的な

把握はしておりませんけども、近年の本光寺さんへの聞き取りによりますと、ここのと

ころ大体年間３万人から３万５,０００人程度で推移をしておるというお話をいただき

ました。それから、もう一つ深溝断層でございますが、これは断層につきましては特に

管理人を置いとらんと。要は置いていないという状況でございますので、来場者数の把

握は申しわけございません、できておりません。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ちょっとやっぱり郷土資料館も、やはり年間、例えば３月はひな祭

りの飾りがあったり、５月は端午の節句の飾りがあったりとか、じきじきにそれぞれい

ろいろな企画をさせて、しておってくれるのですけれども、何かちょっと少ない、寂し

いなという思いがいたします。やはり、もっともっと人が集まってくれるといいなとい

うふうに思います。先ほどありました本光寺、お宝が出たときは即、毎日のように行列

ができて見学した私もそのうちの１人でありましたけれども、そういったところのやは

り今後、お宝がどうなるのかわかりませんけれども、そういった、あと今、奈良のほう

へ行って研究材料として届けてあるということで、今、手元にないというふうに聞いて

おりますが、そういったものの今後のＰＲの仕方とお考えは何かお持ちでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 議員仰せのとおり、お宝で注目を浴びました平成２１年度につ

きましては、聞いたところ４万８,０００人ほど本光寺さんのほうへ来場があったとい

うふうに伺っております。先日配付をさせていただきました史跡島原藩主深溝松平家墓

所整備基本計画書の中でも、史跡活用のため、本光寺への誘導板や案内板等整備につい

ても位置づけをしておりまして、それらの御案内のハード整備とあわせまして、そうい

う観光客が見たくなるようなもののＰＲも努めてまいりたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ともかく大いに宣伝をしていただいて人をたくさん訪れるように努

力をしていただきたいと思います。 

   それで幸田駅もそうですが、鉄道を挟んでのまちづくりというのは全国どこでも、ど

この地域へ行っても苦労しているというふうに聞いております。そこで三ヶ根駅をいつ

開通するかわかりませんけども、一つ大きな私の考えとして、大きな問題として、駅と

郷土資料館なり博物館をあわせたものをつくっちゃったらどうだろうと。やはり、駅を

おりたらすぐそこにすっと行ける。まずそこから深溝地区の文化的、歴史的なものを資

料、あるいはそういったものを学んでいただいて、それで本光寺、あるいは資料館、断

層に散策、あるいはウオーキングを楽しんでもらうという考えを持ちましたがいかがで

しょうか、この案は。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 駅舎を絡めてということになりますと、町のやる気だけでは何

ともならない部分はあるかと思います。ただ、議員も御心配いただいておりますように
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郷土資料館や博物館等、文化財を公開する施設については集客に苦慮しているという施

設が多いようでございます。それらを駅舎と併設、近くということであれば、その利便

性が向上することは間違いないということは思われます。駅の周辺の活性化にもつなが

るというふうには思います。この先、郷土資料館について具体的に検討を進めていくと

きには、一つの手法として研究はさせていただきたいと思います。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひ大きな夢を描いて、やはりいろいろな角度から考えて駅、ある

いは駅周辺が活気づくようにどんどん企画していただきたいと思います。 

   それで、最後まとめとして、先ほどもお話ししましたけれども、町内にはハッピネ

ス・ヒル・幸田、また大日蔭グラウンド・ゴルフ場、そして、深溝松平家墓所と県内外

に評判の高いそういった施設があります。しかし、その周辺の整備、これが非常におく

れているなという私は思いがいたします。町外から訪れた人が少しでも滞在時間を長く、

多く持っていただくことによって、子種を落としていただける、これを町の活気・発展

と私は思います。 

   また、本年においては島原市との友好提携が結ばれようとしています。やはり、本町

に見える方が、見えるのは確実で、町内でおもてなしできる環境を整えるべきと私は考

えます。そこで訪れた方が持ち帰ったお土産が幸田町のイメージをつくるというのが私

どもの考えることでありまして、そういった名産がたくさんというもののＰＲ・開発も

町の発展に寄与するものと考えますが、こういった面の力、今後の計画等はどうでしょ

うか。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 今現在、道の駅、筆柿の里・幸田では、さまざまな地域か

らの来客者に対しまして、町の特産物の紹介や観光情報などを発信しております。今週

末には島原のほうからも出店を予定しておる状況でございます。 

   そういった情報の発信による交流人口の増加を図り、農林産物のＰＲイベント等も積

極的に開催している施設となっております。また、新たな取り組みとして食堂メニュー

の見直しをしまして、目玉となるような商品開発についても現在、町、筆柿の里・幸田

双方で協議しておる状況でございます。 

   そして、商工会や商店街にもこういったことの投げかけをしまして、地域の特産品を

使用した新商品のアイデア等も、その敵対とも考えております。今後とも幸田町の魅力

発信や、そういったところでイメージアップにもつながるような努力をしていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひどんどんとＰＲしていただきたいと思います。 

   ことしの予算方針の中で、未来の笑顔につなげる環境づくりを掲げています。産業も

活発になり、人口もふえ、我が幸田町は発展していると思いますが、しかし、見える景

色は寂しい、先ほども話ししましたように状況です。特に幸田・三ヶ根駅周辺の具体的

構想を示していただいて、これからも夢のある幸田町を築いていただくことをお願いし

て、次のテーマに移らさせていただきます。 
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   次は、自転車の活用について。これは自転車活用促進法というのが施工されまして、

５月には自転車安全利用月間というものがありました。５月終わってしまいましたが、

自転車は日常生活において一番手軽で便利な移動手段と思います。特に、小中学生、あ

るいは高校生にとっては自転車しかないと言っても過言でないと思います。また、通勤

になくてはならない方も多く見えると思います。しかし、道路事情も決してよいわけで

はありません。事故に遭ってしまえば命も落としかねない、ある意味危険な乗り物でも

あります。そこで、まず自転車に絡む事故の発生件数はどのような状況なのかお伺いい

たします。 

○議長（杉浦あきら君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 議員おっしゃられるとおり、自転車はエコであり、大変便利な

交通手段であると思いますが、無防備であり、事故に遭い被害者となる危険性も高い一

面もあると思います。幸田町内におけます自転車が関係した交通事故の発生状況につき

ましては、平成２７年中に３１件の軽傷事故の発生が報告されています。また、平成２

８年中には２９件の事故が発生し、そのうちの３件が重傷事故でございました。ことし

に入り４月末まででございますが、１１件の事故が報告されています。これらは全て自

転車と四輪自動車との接触事故であります。また、自転車の危険性という意味では、自

転車が加害者になる危険性も近年大都市等で特に指摘をされております。幸田町内にお

いては、自転車が加害者となる事故は２年以上発生をしておりません。しかしながら、

岡崎警察署管内では平成２７年に自転車と歩行者の軽傷事故が５件、自転車同士の軽傷

事故が５件発生いたしました。また、２８年中には自転車同士の重傷事故の発生も報告

されており、町内の生活道路の一部では自動車、自転車、歩行者が混在して通行せざる

を得ない危険な箇所があることも事実であり、幸田町も近年都市化されてきており、今

後は自転車が加害者になる事故が発生することも十分考えられます。自動車のドライバ

ー、それから自転車の利用者、歩行者、これら全ての方々が交通安全を意識し、交通ル

ールを守っていただき、お互い相手を思いやる気持ちを持つことが事故防止のための重

要なことであるというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） 非常に痛ましい事故も起きているようでございます。そういった意

味では、小学生、あるいは中学生、そういったところに子どもさんたちに、やはり交通

指導、特に自転車に乗る指導というものが当然必要になってくるかと思いますが、現状、

学校での指導はどうなっておるでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 小中学校での自転車の使い方等の指導についてでございますが、

現在、本町では中学生の一部が通学に、小学生は家庭で自転車を使用しております。そ

の使い方の指導につきましては、特に自転車の使用の初期となります小学校段階におい

て、交通安全教室として全小学校にて実施をしております。交通安全教室では岡崎警察

署員や地元の駐在官、または交通指導員さん等に来ていただきまして自転車の乗り方や

交通ルールなどを実際に校庭で自転車に乗りながら、体験的に学ぶような教室を行って

おります。また、中学校におきましては、交通安全教室という形では行っておりません
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が、特に１年生を中心に年度の初めや部活動での自転車による遠征前等、折にふれて、

安全な自転車の乗り方、交通ルールやマナーについて指導をしておるところでございま

す。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひしっかりと指導してあげていただきたいと思います。そのルー

ルもそうですが、時々見かけるのが自転車の整備不良というのですか、そういったもの

を見かけるわけですが、そういった整備の状況というのは実際には指導されているのか、

現実、そういったことは点検を義務づけるとか、そういったことをされているかどうか

お伺いします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 一部の小学校では、交通安全教室の際に整備点検も行っておる

というようなことも行っております。子どもたちに、その都度、自転車に乗るに当たっ

て、毎回点検をするということを習慣づけることはなかなか容易ではございませんけれ

ども、使用時に異常を感じたら放置せず、速やかに点検や修理をすること等を折に触れ

て根気よく指導していくことが重要であると考えております。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） そういったところも徹底して少しでも事故を未然に防ぐように努力

を願いたいと思います。先ほどの交通事故の件数等の中でも触れていただきましたけれ

ども、自転車が実際に加害者になるということが最近特にふえておるわけでございます。

そういった意味におきまして、大人も大事ですけども、特にこの学生、高校生、中学生

等、やはりそういった人が加害者になってしまうという場合も考えられるわけですので、

そういった面で、やはり加害者になってしまった場合の不幸というものは非常にはかり

知れないものがあろうかと思いますが、そういった面についての対策といいましょうか、

準備といいましょうか、そういったものは何か各家庭、あるいは学校の中で指導されて

いるのかお伺いいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 教育部長。 

○教育部長（志賀光浩君） 児童生徒が事故の加害者になった場合の損害賠償保険にかかる

お尋ねであると思いますが、学校として、まとめて団体保険に加入をしているというよ

うなことはしておりません。しかしながら、議員が懸念されるような心配も確かにござ

います。その関係で、全小中学校におきましては、愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会が

あっせんをしております小中学生相互補償制度、保険ですけれども、の御案内を全児童

生徒の御家庭にしており、その加入につきましては保護者にお任せをするという形で少

しでも転ばぬ先のつえとしての保険ということでお願いをしておるところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひ、やはり万が一のことを考えて、やはりそういった強制はでき

ないでしょうけども、そういった面の心配される方にはそういった道を開いてあげてい

ただきたいと思います。 

   そこで、先日の新聞紙上でも出てましたが、５月が自転車安全利用月間となっている

ということで、この間、新聞では交通安全大使とか、岡崎・幸田セーフティレディとい
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うことが紹介されて、交通安全の啓発活動に参加したとありますが、この組織とか、こ

のあれはどういう形でできたのか、どういう形の活動をされるのかお聞きいたします。 

○議長（杉浦あきら君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 今、お尋ねの交通安全大使及び岡崎・幸田セーフティレディに

つきましては、岡崎警察署が交通安全運動を推進するために委嘱をされているというも

のでございます。この交通安全大使につきましては、幸田町のキャラクターであります

えこたんが平成２８年４月から委嘱をされております。また、岡崎・幸田セーフティレ

ディについては、岡崎警察署管内の事業所から８名の女性が委嘱をされております。本

年度につきましては５月１７日にイオンモール岡崎にて委嘱式が実施をされ、幸田町の

事業所といたしましては、デンソー幸田製作所と双葉産業幸田工場で各１名、合計２名

の方が委嘱をされております。この交通安全大使と岡崎・幸田セーフティレディの活動

につきましては、交通安全キャンペーン、またイベント、こういったものに参加するな

ど、交通安全の啓発活動の一翼を担っていただいているというところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） そういった活動の中で、やはり交通安全等啓発活動をしっかりやっ

ていただきたいと思います。そして、今、その自転車が安全に使われるというのは非常

に大事なことなのですが、町内の道路の現状は、今、自転車が安全に走れるところはな

いに等しいと思います。そこで、各中学校、あるいは高校付近に、あるいはＪＲ駅付近

については、自転車専用道路というものを設ける必要はあると思いますが、また、今、

道路の拡幅工事等を含めて、そういった工事をされる場合に自転車専用レーンというも

のを確保することがこれからは必要じゃないかと思いますが、そういったところのお考

えはいかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 町内の道路は自転車専用レーンを想定した道路構造をしてお

りません。したがって、現状のままでは自転車と歩行者、そして車との動線を分離し、

専用レーンを設置することは構造的に難しいと考えています。とはいうものの、事故原

因を分析し、何らかの方法で自転車と歩行者を分離し、車からも自転車を意識させるこ

とは大切な施策の一つであると考えております。 

   一例として、都市計画街路、芦屋蒲郡線の幸田駅から郵便局までの区間は都市計画決

定幅員が２０メートルで、このうち歩道等の幅員として５.５メートルと比較的広い幅

員で計画されています。本路線は、駅を利用する通勤・通学の自転車も多く通りますの

で、本町といたしましても、自転車と歩行者がさらによりよく共存して安全に通行でき

るよう、整備当初から自転車歩行者道等の計画幅員の範囲内において、啓発サインの設

置や自転車専用通行帯のカラー表示を検討していただくよう道路管理者である愛知県へ

働きかけてまいります。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひ実現できるところからはやっていただきたいと思います。 

   そして、最終的にやはり自転車を使った方が置かれる駐輪場ですね。特に駅、幸田、

三ヶ根、相見、どこでもそういった駐輪場あるわけですけれども、やはりそういった、
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今後、駐輪場の整備もやはり必要になってくるのじゃないかなと思います。特に、自転

車をどんどん使ってくださいということをお願いするに当たっては、やはりそういった

面のやっぱり後はアフターの設備ですか、そういった使い勝手のよい駐輪場というのを

必要かと思います。そういったものを今後とも駐輪場の整備も各駅においてはお願いし

たいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（杉浦あきら君） 建設部長。 

○建設部長（羽根渕闘志君） 駅周辺での使いやすい自転車置き場の整備は、駅周辺整備交

渉において必須と考えております。基本的な考え方としては車両と歩行者、そして自転

車の動線に配慮し利便性が向上されるよう駐輪場整備を関係課で検討してまいります。 

○議長（杉浦あきら君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（鳥居栄一君） 産業振興課のほうで所管いたしております駐輪場でござい

ますが、現在３駅周辺に７カ所ございます。駐輪課の総数は１,６００台ほどとなって

おります。駐輪場の管理につきましては、特に利用者が多いところにおいては自転車の

見回りや整理整頓などの、そういった業務をシルバーのほうに委託し、安心して利用で

きる地理上環境の維持に努めておるところでございます。なお、本年度においては幸田

駅西の平家建ての駐輪場２棟の改修工事を予定している状況でございます。そして、今

後の駐輪場整備につきましては、駅周辺の開発計画との調整も図りながら、利用者が使

いやすくなるよう前向きに検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（杉浦あきら君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 先ほどの駐輪場のことでございますけれども、今、環境経済部長

も答弁させていただきました。今、稲吉議員でいろいろなお話がございました中で、駅

の南駐車場の屋根につきましては、また修繕をさせていただきますけれども、以前から

東側の幸田駅の駐輪場につきましては、いろいろな方から御質問がありまして、不作だ

不作だというような話もございまして、何とか形にしていきたいというふうに思ってお

ります。今、駅前の再開発をしておりますし、電線の地中化等々の工事が終了してきた

段階で、現在、駐輪場の再整備をやっていきたいなというふうに思っております。それ

は、将来にわたる大規模な駅の橋上化ではなくして、そのちょっと前の段階でやってい

きたいなというふうに思っております。先ほども車とのハッピネス・ヒル等々の３駅＋

１の話もたくさん出ましたのですけれども、今、幸田町が行っておりますレベル４の移

動走行が相見だとか幸田駅とか、ハッピネス・ヒルにまたがって、それが本格的なレベ

ル４でございますから、将来的にロボットタクシー等々が幸田駅前から町民会館へ自動

で行くとか、相見駅から行くとか、そういう夢といいますか、そういうものをイメージ

していただいて、幸田町としてもこの夏からレベル４のロボットタクシーというのです

か自動走行が始まってまいります。そういう全体に幸田駅がもっと華やかになるような

形なものを実相していきたいなというふうに思っておりますので、地域の皆さん方も大

変いろいろ御心配をかけております。駅前がなかなかうまくいってないのじゃないかと

いうお話を伺っておりますので、そういうもの、ロボットタクシーだとか、新たなのを

入れ込んで町が活性化するということと、駐輪場につきましては何とか先般も逢妻とか

いろいろなところへエレベーターがあったりエスカレーターがあったり、いろいろなと
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ころを視察してまいりまして、大変狭いところでもやってらしたので、町のほうとして

も簡易的に駐輪場につきましては一方前進したいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉君。 

○３番（稲吉照夫君） ぜひ１日も早い実現をお願いしまして、質問を終わります。 

○議長（杉浦あきら君） ３番、稲吉照夫君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午後 ４時２０分 

─────────────── 

                             再開 午後 ４時３０分 

○議長（杉浦あきら君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここでお諮りします。 

   本日の会議を延長したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（杉浦あきら君） 御異議なしと認めます。 

   よって、本日の会議を延長することに決定いたしました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質問を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 改め通告がしてございます２件について順次質問をしてまいります。 

   まず、企業立地、誘致について問うものであります。 

   企業立地課が２０１２年、平成２４年４月に設置をされて５年が経過をいたしました

が、５年間の仕事、その成果などを問うものであります。町長の施政方針は企業立地に

つきましては、企業立地マスタープランの推進、工業団地の開発に向けた調査を行い、

積極的に企業誘致に努めます。このように述べております。しかし、この５年間、企業

立地課の仕事で特徴的なことは何なのか。それは幸田町農協のジョイプラザ、つまりＡ

コープ。Ａコープの撤退。撤退に当たって幸田町がＡコープに５,０００万円、町の補

助金出しておりましたよね。補助金適正化法によって補助期間満了前に撤退をした場合、

残余の期間に応じて返還を求める、こういう規定があります。つまり５,０００万円、

町の補助金を交付しながら、２５年のうちの半分、ちょうど半分です。ということは、

２,５００万円、幸田町農協、Ａコープから補助金の返還を求めなきゃならんわけ。し

かし、町長のツルの一声でそんなものはもうからん、補助金返還させんでもいいよと言

ってＡコープ、つまり農協にくれてやったと。しかし、もうその段階で跡地にどこが出

てくるのか、エアウィーヴが出てくると。エアウィーヴに実質的な土地の取引、建物の

取引を安価にする、つまり、Ａコープに対して。エアウィーヴに対しても補助金をくれ

てやる、こういうやり方で企業立地だと、企業誘致だと、こういうことで進んできた。

これが２０１４年、平成２６年６月の仕事であります。私からすれば、これが立地監と

して、あるいは企業立地として初めての仕事じゃなかったですか。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 議員のおっしゃるとおり、旧ジョイプラザが
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撤退とする、そういう環境のもと、幸田町でほかに滋賀県の長浜市に土地があるエアウ

ィーヴが、土地がなければ全体をもって長浜に行く、そういう情報を得た中でのお仕事

の一つとして思っておる次第でございます。 

○14番（伊藤宗次君） 俺、そんなこと聞いたか。初めての仕事じゃなかったかと聞いてる

だけ。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 議員の言われる初めての仕事か。企業に対し

ての初めての仕事というところではそのように感じておるところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、あなたの初めての仕事ですね。本来補助金適正化法に基づ

いて補助金５,０００万円のうち２,５００万円、農協から返還、Ａコープから返還を求

めなきゃならんけども、あなたの言われたようにエアウィーヴが職種を伸ばして、何と

かあそこをと言って保険を確保されたわけじゃん。Ａコープとエアウィーヴがここへ進

出をするということで協定を結んだわけ。オーケー、いいですよと。そのときにあなた

方はせっかく来ていただく中の補助金２,５００万円くれてあげましょうと。こういう
仕事と橋渡しをしたのがあなたの一番初めての仕事でしょ。具体的に申し上げたわけ。

そうでございますというのはそうでいいの。わかったようなわからんような答弁をする

のじゃなくきちっと言っておきたい。

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 議員が言われる企業立地課として、エアウィ

ーヴ、当時業績の拡大であって、倉庫組み立ての作業が困難であった。そういったとこ

ろのお話を受けて、Ａコープのジョイプラザ等々にお話をつなげた。その仕事は企業立

地課のお仕事でございました。

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ですから、話を続けたよと。補助金適正化法に基づいて、本来返還

を求めなきゃ、補助金２,５００万円、それはくれてやったということなのですよね、

実質的に。そういうことも全部橋渡しをしたわけでしょ。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 議員が言われる補助金適正化法につきまして

は、当時の産業振興課等々と町内会議を行い、そこで要項等に基づいて適切に処理をし

た、そのように記憶にございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 役所というのは今、森友だ加計だという中で文科省の中で、何か言

うとあっても確認できませんでした。ないとは言わん。あなたも言ったように２,５０

０万円くれてやったのだけども町内で、いわゆる庁舎内で協議の上で適切に処理しまし

た。これが行政用語、お役人の隠れみのの言葉、適切にしようというのは何なのか。本

来、補助金の返還を求めなきゃいかん２,５００万円を適切に処理をしたという具体的

な内容は、具体的な内容はどういうことですか。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 
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○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 大変申しわけございません。補助金適正化法

につきましては、当時の産業振興課のほうで取りまとめ、私のほうでは詳細な状況の資

料が手持ちにございません。申しわけございません。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまりどういう形にしましても、あなた方が、企業立地課ができて

２年目の仕事としてＡコープの用地撤退に伴う施設と用地をエアウィーヴに引き渡す、

それに当たってはえらい安価で、実質的な町の補助金を加えて、２,５００万円加えて
やったよという企業優遇のことでしょ。こういうことを私は基本的にそういうことを申

し上げたい。本来２,５００万円、町民の税金ですよ。町民の税金をわけのわからんｋ
とで、町内協議をやって適切に処理をしましたと。２,５００万円、町民の税金だけど、
私は知りませんよ、担当じゃございませんですよ、産業振興課の仕事ですよと言って責

任逃れをする。それはともかくとして、そういう仕事しか今日まで基本的にしてこなか

ったのが立地監、あなたの仕事。で、それ以降何をやったのか。午前中の企業立地にか

かわる質問もございました。つまり、プレスレクチャーだとか、ものづくり研究センタ

ーだとか、そういう本来企業立地と、あるいは企業誘致というところに結びつかないで

一過性でころころころころ目先を変えていく、そういう取り組みの連続ではなかったで

すかと、こういうことです。ですから、結果的には、地に足をつけない５年間でしたよ

と、こういうことですよね。その一つの例としては、国から５,０００万円、町のほう
に補助金をもらって、それを豊根村のチョウザメだと言って５,０００万円。豊根村へ
出したのですよ、あなた方、議会の説明では。議会の中でいろいろな批判があると、い

や、あれは豊根村がやっていることに対して経由して、豊根村が経由して県のほうに来

ましたよという形でごまかしてたから。で、町長は何してた。豊根村へそんなばかなこ

とがあるかと言って、議員がバスを仕立てて現地を行った。現地を行ったときに町長は

おらんかった。チョウザメを食べに来ました。５,０００万円を出したチョウザメ養殖
について食べにきました。食べにきまして、わずか３分の町長の来賓挨拶、３回もチョ

ウザメを食べにきたと言って、幸田町長の極めて軽さを印象づける、そういうことをや

ってきたわけでしょ。それともう一つは、そういうことをやりながら、名大のプラズマ

だ、低温プラズマだと言って、イチゴだナスだという形の中でどんどん変えていく。そ

して、その後、今、何かといったら、先ほども話もありましたように自動走行だと。そ

ういうのが町民の目線、町民の生活から地に足をつけた取り組みですか。こういうこと

なのです。どうですか。

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 議員おっしゃられるエアウィーヴの中継ぎの

後のお仕事としては、私どもとするとプレステージレクチャーズに来ていただいた蒲郡

市の飯島精密工業さんが、野場に新しく指定集積業種として開発を決めていただいた。

それと、町内のカンドリ工業さんが幸田のものづくり研究センターのスクール生となっ

ていただいて、そこで先端の技術をとっていただいて、桐山に進出していただいた。そ

ういったところを現在、次の段階でやっておるところでございます。

   そしてまた、議員が言われました名古屋大学との加速化交付金、推進交付金につきま
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しては、総合戦略の推進委員会等々にお話をし、総合戦略の中にも位置づけてある事業

だということを御理解いただければ幸いでございます。

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 名は体を表すということわざがあります。つまり、企業立地だと。

じゃあ企業立地とはどんな仕事をやるのかといったら、企業立地だ、企業誘致だよと町

長は言うと。じゃあ、この５年間で町外から、町外の企業が新たに町内に立地した企業

はどれだけありますか。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 委員の御質問では先ほど申しました蒲郡市さ

んから来ていただいた飯島精密さん、そして、須美の南山に出ていただきました刈谷の

アイシン辰栄さん、これらが企業立地課ができてから新しく進出をされた町外の企業で

ございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そういう中で、午前中の議論の中であなたが答弁したのは、財政力

のない幸田町では、用地、工場用地のストックが難しいので企業誘致はできませんよと、

こういう答弁をしておるのですよね。それはまあ、そういう見方もお説のとおりだろう

と。そうしたときにあなた方が何をあがいておるのか、今。須美の東山、前山、特に東

山については、農業振興地域における農地の造成事業が完了しても完了じゃいかんと。

完了しちゃったら、農地農業振興地域における農地造成事業が確定するから、まだ完了

検査せずという形、一生懸命頑張りながら、船着けずと言って、あなた方が何時やって

おるかと。中村精機、六栗にある中村精機にあそこが適地だから、工場進出をしてみろ

と、こういう働きをされたでしょ。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 議員がおっしゃるとおり、企業誘致をして、

立地課ができて５年というところでございます。議員が今、言われた須美の東山にあり

ましては、おっしゃるとおり六栗の中村精機が進出を希望され、当初は１０ヘクタール

等々でございましたが、１日も早く工場の第１号を稼働したいというところでございま

して、開発方法の変更をされ、指定集積業種ということで、今、区域申し出を東山では

やっておるところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ただ、そうしたときにあなた方、都合の悪いことだとちょっと手を

引いてある、町長と一緒で。町長もその中の一員だ。東山が農地造成事業が完了して、

農振地域であるけれども、そこに中村精機を進出をさせたいと。こんないい土地だから

早いところ手をつけ、手付金を払っておかんとほかのほうに持っていかれちゃうよと言

ってあおり立てて知財の１割を地権者に支払ったと。いろいろな経過を言ってるから、

そのこと言いたい。今日は全額地権者に中村精機から知財が支払われたと。しかし、何

だと言ったら、あなた方、二言も言わない。東山は、あれは民間開発ですよと。私ども

は知りませんと言って、さっと手を引いて、農振除外、農業振興地域の除外をすること。

都市計画法に基づいた地区計画、こうしたことも含めて、手続的なことをちゃっとやら
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なきゃ、１日も早い工場建設を願って中村精機は手を上げたけども、いや、それはでき

んですよと言うのがあなた方だもので、中村精機の周辺から、町長と立地監にだまされ

たと。全額お金を払っちゃったのです。だけど、いまだにそういうの。今、何とかかん

とかへ理屈をつけて、今、事はちょこっと進み出したかなというふうに思うけど、そう

いう町長の言う企業立地だ、企業誘致だと。立地監が一生懸命町長をあおり立てて、町

長もその気になっちゃって、ちょろちょろちょろちょろして、立地監が勝手放題なこと

をやっておるけれども、そういうこの東山の関係からいったら、そういう事実関係につ

いてはどういうふうに思いますか。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 議員がおっしゃられる知財につきましては、

まことに申しわけございません。地権者のほうから情報をいただいておりませんので、

全体的にいただいたというところは聞いてございません。あと、地区計画でございます

が、当初は地区計画を目指しておられたのですが、４月の１７日に中村精機本社の方と

中村精機が委託をした設計者の方が来られて開発方法の確認をし、地区計画ではなく指

定集積業種で区域申し出を行うという３.５ヘクタール相当の開発区域で、現在、鋭意

事務を推進している状況であるということを御報告をさせていただきます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、農振地域だ。農振除外が入ってくるよと。都市計画に基づ

く都市計画だといって、それは法をクリアしないといかんで、規模を縮小しましたよと。

あと、規模を縮小して、３.５ヘクタール、当初１０.５ヘクタールだった。それを縮小

して、ともかく唾をつけるたちだと。工場を立地すれば、それを増築増築という形で持

っていけば、１０.５ヘクタールは目標を達成するわけだ。突破口として３.５ヘクター

ルで農振除外をしようと、こう一生懸命たくらんで地方創生の特別委員会にもあなた方

が資料を出された。一生懸命企業庁に要請活動をしておりますが、その企業庁への要請

活動の内容は具体的にはどういう内容ですか。東山もしかり、前山もしかり、前山の話

は後ほども申し上げられるのか。受けるけれども、要は企業庁への要請の内容を具体的、

そして企業庁はどういう対応をしているのか。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） まず、前山につきましては、せんだって４月

２１日に企業庁に出向き、平成２８年度の調査業務の内容を報告させていただき、当初

盤面低目にし、少しでも面積を広げようとしておったのですが、若干岩がボーリングデ

ータをやったら上のほうまで出ておった。そういったところで、来年度の平成２９年度

予算の調査業務をいただいて、県の企業庁とお話をさせていただき、若干の盤面計画を

変えて、何とか早期に各種法律の調整をいたしまして、企業庁のほうから事業の決定を

何とかいただけるように、現在、鋭意調整中でございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は企業庁に一生懸命頼むわと言って、あなたが要らんことをやっ

て、２８年、２９年度で前山の地質調査だ、ボーリング調査だと言って、合計１,６０

０万円注ぎ込んだ。何だと言ったら企業庁の要請でやっておりますわというのが一番初
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めの答弁。そんなばかなことをやるわけないじゃないか、いつやったんだと言ったら、

いや、あれは企業庁の要請があったら応えられるように地質調査をしますよと、こうい

う答弁ころっと変えたわけだ。企業庁がそんなことをやるわけないでしょ。あなたも言

われたように４月２１日に来庁したと。来庁というのは企業庁に行ったと。そうしたと

きに企業庁のほうに前山を何とかしてくれんやと言って、これは幸田町だけじゃないの。

ほかの自治体も全部のをそうやって、要はことしの６月から７月ごろに企業庁の内部で

審査会があります。その審査会のテーブルに前山をのせてもらいたいよと、のせてくれ

んやという話をしに行ったわけでしょ、違いますか。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） 今、議員が言われた平成２９年度の予算につ

きまして私の言い方がまずく、議員さんに不愉快な、ちょっと誤解をさせてしまったと

いうことは深く反省をしておるところでございます。 

   今、議員が言われたように、前回、企業庁に行った４月２１日におきましては、今年

度議員が言われるように造成の審査会を行っていただき、その関係上をあわせて、調整

区域の地区計画等々の連絡会等々を何とか県庁のほうでやっていただきたい。企業庁に

は早期に議員がおっしゃられる用地造成事業審査会、こちらのほうを夏に実現をしてい

ただけるように重ねてお願いをしておるところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、企業庁の審査会のテーブルにのらなければ、いや、前山だ、

東山だ。東山何とかはうまくごまかしちゃうぞと思うけど。いずれにしても、あなた方

は自分たちじゃやれんし、やろうという気もないけれども、企業庁に何とか企業用地を

造成してもらう。企業庁が乗り出せば、それはセットで、進出する企業もセットでやる

わけですよ。そういうことを狙って一生懸命やっておられるけれども、そうした形の中

で、あなた自身がどういう今日に至るまでの活動をしてきているのかと。これは外から

見ておっても職員の中でも言ってるように立地監の席は温まった試しがないと。きょう

も出張、あしたも出張、この１週間ずっと出張だと。どこへ行ってるだと言って、職員

に聞いたら、いや、私どもには、職員には立地監から一言も話がありません。じゃあ、

ここの並みいる部課長が出張するときに、部下に、おい、きょうちょっと学校に行って

くるわ、ここへ行ってくるかということはみんな一言も言わんで、勝手なことをやって

おるのかと。あんただけだよ、後づけされちゃどうもならんと。たったたった出張扱い

を。これは監査員の答弁をいただきたいわけですが。先ほど申し上げたように立地監の

出張は極めて多い、断トツだと。こういう中で、監査ですから。町長、よいしょだとか、

行政、よいしょなんかはどうもならんですよ。それは、去年の決算審査の中であなたが

さんざん町長を持ち上げ、行政を持ち上げた、そういうことを記憶しておりますから、

官は立派だ、町長も立派だ。・・・によって監査は手心を加えたとは言いませんよね。

ですから、監査とはイコールチェックですよ。立地監の目に余る出張の問題については

どうチェックをされたのか答弁がいただきたい。 

○議長（杉浦あきら君） 企業立地監。 

○企業立地監兼企業立地課長（志賀幸弘君） ただいま議員が言われた私の出張につきまし
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ては、私どもの企業立地課は毎朝朝礼をやっており、朝礼の際、どこどこの出張という

ところは職員に情報を共有をさせていただいており、なお、出張２の旅行命令文につき

ましては、上司の副町長、町長の旅行命令文の印鑑をいただいて行っておるというとこ

ろを御回答をさせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（杉浦あきら君） 監査委員。 

○監査委員（山下 力君） お答えします。 

   出張先は、関係官庁、あるいは連携する大学企業と、また多岐にわたっておりますけ

れど、東京など遠方へのものも含め、出張旅費の支払いは特にその回数で目立っており

まして、それが施策にどのように反映しているのかの問題もあります。ちょっとデータ

は２７年度のものですが、ものづくりと企業立地で年間出張回数が８８回と言われるの

ですから、かなりの回数になってると思います。ただ、この内容、支払い自体について

は問題はありません。ただ、それが企業誘致というものにどういうふうに結びついたか

ということになりますと、なかなか地元産の物づくりという施策の趣旨が、いわゆる、

その誘致に向けての環境づくりといったようなことがありまして、そういった効果は、

その長い時間を経てみないと出てこないのかなというふうに考えています。そういった

ことで、この出張にかかる費用についても人間環境を築き上げるだとか、あるいは情報

交換を密にして、歳出の情報を入手するためということであれば、必ずしも不要な施設

ではなかったのかなというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 背景説明と弁護はされたけれども、先ほど申し上げたとおり、監査

というのはチェックです。チェックがきちっとされたかどうかと。チェックして結果的

に監査委員として意見を述べた、所見を述べた、旅費の請求に誤りはなかったか。二重

請求、三重請求と二重払いはしておらんようなことはお聞きするけど、だけど、そうい

うことをやっているわけです。それはチェックのいたら、二重請求して、二重いただい

てノーチェックだったらとか、そんなものは首が飛ぶぞ。平然とやっておる。そこら辺

についてはどうチェックされたのかということ。 

○議長（杉浦あきら君） 監査委員。 

○監査委員（山下 力君） 支払いについては、逐一全ての事案について、旅行命令を確認

するとか、そういうところまではとてもできないわけですが、諸費用の検査等の場では、

目についたものについては、そういった変な誤りがないかどうかについては確認をしな

がら作業をしているものです。 

   以上でございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私がこういうことを心配するのは、立地監にかかわっては、当時は

立地監ではなく課長補佐。幸田町の規則の中に職員懲戒審査委員会規則というのがあり

ます。この審査委員会、いわゆる懲戒処分という形の中で、その委員全員が一致して懲

戒処分すべきと、こういう結論を出したわけです、処分するので。だけども、時の町長

は外圧に屈服して、島流し１年だと、島流しをしたと。しかし、１年で帰ってこられる
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と、まだ北の政所が穏やかじゃないよと言って１年延ばされたわけです。そのことにつ

いて、あなたは全然違う解釈をしているわけです。俺の能力を幡豆町が買ってくれたか

ら、時の幡豆町長に焦がれてもう１年おったんだよと。だけども、そういう形で島流し

に遭ったということについて、あなた自身、何にも教訓も酌んでおらずに、懲戒処分さ

れて、外圧に屈服した前の町長が島流しをしたよということが残っておるけれども、な

ぜ懲戒処分の対象になったのかと。これはやっぱり企画部長、あなたの担当だろうとい

うふうに思うわけだ。どういう内容ですか。 

○議長（杉浦あきら君） 企画部長。 

○企画部長（近藤 学君） 懲戒処分について、規定的には幸田町懲戒審査委員会規則がご

ざいまして、その中で審査されてという形で命令権者のほうへ諮問に対して答申して処

分が決まってくるという制度でございますけれども、こういったものも実際には広報な

どで年に１回こういった処分についてもきょうと同じように公表しておりますけれども、

実際のところ、そういった部分について、私ども、今、これについては実際に守秘義務

も含めてございますので、時効が経過しても守秘義務があるということでございますの

で、そういった面でも私からの答弁は控えさせていただきます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 今の、加計学園、森友学園、いずれも行政が身内をかばい立てて二

言目には守秘義務だと。守秘義務だと言ったって、現実にはこういうのはそっと広がっ

ておるのですよ。全会一致で懲戒処分をすると、こういうことをお決めになったと、こ

ういう事実だけは残っておるわけです。そのことについて立地監は何ひとつ教訓も酌ん

でおらんと。俺の天下だという形でやりまくっておると。そうした中で町長がいいよう

に手玉をとられておる。町長がというところの企業立地だ、企業誘致だと。こういう形

の中で旅費安しと。町長が旅費安し。立地監を旅費安じゃなくて逆ですわ。立地監は、

町長はちょこっとおだてりゃすぐ乗ってきて、ましてや企業アートだという議会の中の

キーワードだと言って広報をつくっちゃったけどね。こういうことをやって町長をおだ

てておるものだから、町長その気になって、立地監が結構１人芝居でおくと。こういう

実態について、町長自身はどういう認識と感覚でとられておられるのか説明答弁がいた

だきたい。 

○議長（杉浦あきら君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今の話が、私も余り存じない話が出てきましたのですけども、こ

ういう場でそういう話が果たしてよろしいかどうかということをちょっと伺いますけれ

ども、私自身は彼の今までの企業立地というのは通常の今の役場の職員だったらできな

いと思います。はっきり申し上げて。今のパターンでやっていったらとてもできない。

今、競争でいろいろな町、市町村は一生懸命、企業誘致だとかやってます。それは一歩

先を出るには単にごめんください、お願いしますじゃ済まない。私もいろいろなところ

へまいりますけれども、大手、トヨタ系の大手の企業のトップ、そういう人とのやっぱ

り面識、そういうものがなかったらいろいろ話ができません。その企業へ行って、かな

りトップの人たちとみんなお会いして、それからプレステージレクチャーズにつきまし

ても、あれに出てきていただける方はほとんど会社の役員とか上層の方が来られます。
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そういう人たちとの面識がないと全然話が進みません。まず、そういう意味で私も彼の

一生懸命やっている姿には、今、伊藤委員がいろいろ申されたけれども、私も一緒に幸

田町のためにいい機運が来てくれて、企業誘致をして、税収が多く入れてもらって、そ

れで税収をそういうふうに多く入れてもらうような形をつくっていくということで一生

懸命やってるわけであります。それが、八方いろいろなことに手を出しているというこ

とをおっしゃっているわけだけども、幸田町でいろいろな医療だとかいろいろなものに

対して私どももいろいろなところの社長のところに行ってます、私も大手の企業の医療

とか。その中から、幸田町にぜひ一つでも企業を持ってきていただけないかということ

のトップの話をしております。そういう形の中で、幸田町に一つ一つ、今、芽が出てき

ているといいますか、花が一つずつ移動倉庫にしましてもプラズマの問題につきまして

も５,０００万円は豊根村も５,０００万円いただいているのです。うちが向こうに渡し

たわけでも何でもない。５,０００万円はうちが名古屋大学に医療機器だとか、そうい

うものをつくるようにしているわけです。両方で１億円をいただいているわけですわ、

国、地方創生で。そういうことを全然関係なしに言われちゃうと、我々が単に遊んでや

っているのかというふうにとられ兼ねないというふうに思っています。私ども一生懸命

で今は企業立地課の職員も一生懸命でやってます。そんな浮ついた気持ちでいるわけで

はなくて、本当に幸田町のために、幸田町の町民のために持続可能な町をつくるために

一生懸命頑張っているということを御承知おきをいただきたいなというふうに思ってお

ります。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） こういう場で言うことがいいかどうか、こういう場でなかったら誰

が言うの。議会はチェック機関のバランスばっかり強調しておるんじゃない。議会でチ

ェックしなきゃ、今の町政は勝手放題だよと。そういう一つの事例として立地監の行状

について指摘をしながら改めようと、こういうことを申し上げているので。町長にはこ

ういう場で言うことがいかがなものかなんていう、そういうことを言ってるから、野方

図になるということと同時に幸田町だけじゃなくて、多くの市町村が企業誘致でしのぎ

を削っておるわけです。しかし、その中でも異常なほどやり方が言ってみればせこいの

だ。官庁にこう名大だ愛知工業大学だと行って、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ行

って、レクチャーだ何だ、プラズマだ、自動走行だと。それが地に着いた町民目線の仕

事かどうかという点では、やっぱり私はきちっと振り返るべきだろうなということを申

し上げて、時間がないので次のほうに質問に移ってまいります。 

○町長（大須賀一誠君） 議長。 

○14番（伊藤宗次君） 誰も言っとらへんがや、まだ質問中だがや。 

○町長（大須賀一誠君） 回答しなきゃだめかなと思って。 

○14番（伊藤宗次君） 次が、これが終わったら答弁すればいいじゃないか。何をばたばた

ばたばたとしよるのだ。あんたにぐつぐつ言われる筋合いはない。まだ発言中だ。ふん

じゃないだ。 

   介護保険法改悪について問うものであります。介護保険制度は２０００年４月からス

タートをし、ことしで１７年目を迎えます。制度発足当初から保険あって介護なしとい
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うふうに批判されてきた制度であります。１７年がたち数々の制度改悪が強硬されてお

ります保険あって介護なし、保険料はむしり取るが介護せずの様相がますます深刻化し

ております。２０１５年から導入された利用料負担を１割から２割負担へ。・・・介護

法解約で要支援者の介護サービスを保険給付から外し、市町村に担わせる総合事業へ移

行させるなど、制度改悪がさまざまな分野に広がっておりますが、まず、その影響につ

いて調査をされたのか、つまり１割から２割の関係の負担について調査をされたのか答

弁を求めます。 

○議長（杉浦あきら君） 答弁を求めます。 

   健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今、介護保険、議員おっしゃられますように２０００年か

ら導入になってきております。介護保険料がこの制度上、確かに医療保険とは違いまし

て、実際に負担される方が使うということが少ないということがありますので、どうし

てもやはり保険料に関しましては割高に感じられるという部分があるのかなということ

は思っておるところでございます。 

   そして、２０１５年の８月から利用者負担が１割から２割に上がったということでご

ざいます。私どもも月々の給付の関係のほうの確認のほうをしておるところでありまし

て、２０１５年の８月を境にこの給付等の状況が、この影響で減ったとか、そういった

ようなことはそこの中では発見することはできなかったということでありますので、そ

ういった影響は今のところ考えられなかったというふうに思っているところであります。 

○議長（杉浦あきら君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） それでは、先ほどの県に戻りたいと思いますけれども。企業立地

のことにつきましては、先ほど申し上げたように幸田町の持続可能のために頑張ってい

るというところでございます。ただ、特定の企業立地監に対しまして、いろいろお話が

ございましたですけども、もしそのようないろいろなある用事、私のほうからしっかり、

私のしっかり指導をしながら、今後についてもやっていきたいと思っております。本人

も夜中までいろいろなところに行って、いろいろ調整しながら一生懸命やっているわけ

でありますけれども、はたから見ると、あいつ、遊んでいるのじゃないかというように

見られるということ自体もかわいそうなやつだなというふうに思っています。本当に先

ほど自動走行につきましても、うちの副町長、一生懸命動いてくれまして、自動走行に

ついても、これは総務部長、企画部長、建設部長も一緒に今調整をとりながら今やって

おります。ですから、みんなで調整、連携しながらやっていっているわけでありますか

ら、今後の企業立地につきましては、さらに一歩進めるように職員全員で頑張ってまい

りますので、その辺をしっかり御理解をいただきたいなというふうに思っております。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 特定など等の人物を特定しなきゃ話が具体化せんじゃない、ね。指

導するよと言ったって逆でしょということを私は思っている。手玉にとられて、町長が

いいように猫じゃらしのようにじゃらされているよ。じゃらしているのは誰かと、立地

監だよと、こういうことを申し上げたわけであります。 

   先ほどから福祉の関係で利用者負担が１割から２割になりましたよと。幸田町におけ
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る、基本的に幸田町においてはまどかの郷、あるいは野場のほうの。要は施設にかかわ

って利用者負担が１割から２割にふえたことによって、施設を設置する人たちは入居者

が出ていっちゃったと。負担がきつくなっちゃったと。そういう実態の調査についてさ

れたかどうかということを聞いてるわけだ。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 確かに国のほうのこの制度の審議におきまして、利用者負

担が２割になったことによりまして、老健ですとか特養などの施設から退所された方が

数多く見えたということが言われたということは確認はしております。うちのほうも実

際給付の表について全てを一応一覧では確認できるわけでありますけれども、施設にお

きましても月々によって利用者の方の変動はあるわけなのですけれども、それが大きく

変わるということではないということでありますので、この表から見るに当たりまして

は、利用者負担による変化は余りなかったのではないかというふうなことを見ておると

いうことでございます。 

○議長（杉浦あきら君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 先ほども猫じゃらしということをおっしゃったのですけどね、な

かなかいろいろなことをおっしゃるわけでありますけれども、私は町長としてみんなの

生活安定を図るために職員もしっかり見て、幸田町がさらに発展するためにさらに力を

出していこうというふうに思っております。ひとつよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） いわゆる総合事業に移行したことによって、要支援１・２、これが

介護保険から外されたよと。外されたことによって、今までの負担からどういうふうに

負担がふえたのか、こういうことなのです。だから、総合事業という形の中で、特に６

５歳以降についての障害者福祉サービス、これは自治体によって全部違いわけだ、介護

保険とかかかわらず。保険として要支援１・２が介護外しされて、自治体における福祉

サービスと、この福祉サービスの内容は自治体によって全部ばらばらだよと。ばらばら

だけども幸田町における介護外しで要支援１・２を外したことによって福祉施策という

形の中で利用者負担どういうふうになりましたかということを聞きたい。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今回、総合事業にかかわる部分で、確かに要支援１・２の

方が介護保険の実際、介護給付からは確かに一部外れてくるという制度ではございます。

そういった中におきまして、ただ負担ということに関しましては、ちょっと今のところ

確認のほうがちょっと私のほうではできておらないということでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ですから、介護保険から外されて、それぞれの市町村の障害者福祉

施策については、自治体によって随分違いがありますよということと、幸田町はそのこ

とによって、介護外しで受け入れた障害者福祉については介護保険ではなくて、利用料

がかからないという形の中で一律に自己負担が求められている事例はないですか。こう

いうことを申し上げた。そうした点で答弁がいただきたいということと、介護保険法の



- 94 -

改悪が、自民党、公明党、維新などによって強行成立をされました。その国会の中で厚

労省は要介護認定率の低下させること、あるいは給付費の抑制、こういう名前で給付の

適正化だよと。こういう形の中で国が評価する仕組みを持ち込んだ。そして、何をやっ

たのか。ペナルティをつけたわけでしょ。調整交付金を餌にして要介護の認定率を低下

させようよ。給付費は全部抑えようよと。そういう実績をつくったところについては調

整交付金をぼんと出しましょうよと。その先進例は埼玉県の和光市。和光市が今、一生

懸命ぱっと引っ張って、自治体の、さあ、俺のところついてこいとやってる。そこへつ

いていったらみんなどぼんだ。さらに大阪の大東市、静岡県のこれぐらいあったと思う

のですがね、ということをやってる。そうしたときに、じゃあ幸田町における適正化、

給付の適正化という点で、ペナルティの問題で今、調整交付金はどうなっていますかと

いうことと、もう一つは、この介護率の要介護認定の認定率を低下させよう、給付費を

抑制しようよという取り組みについてはどういうふうな取り組み、スタンスでやってお

られますか、答弁がいただきたい。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） まず、利用料がかなり一律に負担を求められる制度がとい

うところでございますが、そうですね、ちょっと私のほうで、その辺のものは今すぐに

ちょっと思い当たるものがちょっと申しわけありません。ちょっと今、ないというとこ

ろでございます。そして、あと、確かに国の今回の改正介護保険制度の関連法の成立に

当たりまして、財政的インセンティブの付与ということで、そういったものの中で自立

支援ですとか、あるいは重度化防止に取り組む保険者に対して、保険金を交付していく

という形であるということは、これは言われておるものの中ではございますので、それ

については確認をしているところではございますが、ただ、実際によく報道されており

ますように和光市とか、そういったようなところで認定率が一つの指標となって、それ

が下がることによって、調整交付金がふえるというような形にまで制度がちょっと整っ

ているのかというところまではちょっとまだ確認がちょっと、私どもそこまではちょっ

と決まっているものではないのではないかというふうにちょっと今思っているところで

はございます。ただ、いずれにしてもこの交付金というものに関しましては、確かに市

町村の保険者としての努力において、それに応じた形で給付されていってしまうもので

あるというふうな運用になっておるというふうには思っておるところではございます。 

   そして、あと財政調整交付金のところではございますが、確かに財政調整交付金は国

費の負担におきまして、高齢者の数、そういった高齢化率によりまして、保険料が集ま

らないような市町におきまして、国がその部分を補填するような形の制度であったとい

うふうに思っております。それで今、現状、２９年度におきまして、給付におきます財

政調整交付金の当初の率でありますけれども、０.６７％であるというふうに思ってお

るところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は介護保険で今まで要支援１・２が制度の中に組み込まれておっ

たけども、総合事業という名前で介護外しが行われ、そういう中で総合事業で支援をさ

れるよということになります。ということは一つは要支援１・２については介護保険制
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度から外れたわけです。自治体の事業として、総合事業だよと。この中にやったときに、

その利用者負担は国から四の五の言われる筋合いはないわけですよね。もう制度外しし

ちゃったと。そのことによって財政的な支援もないよと、自治体で勝手にやれよと。勝

手にやれよといったときに、自治体が利用者負担を軽減をする。軽減の軽というのは軽

くすること、減免をすること、これが軽減です。そういうことですから、そういうこと

をあなた方がきちっとやらないと、これは一つは全国自治体の全部総合事業の中でどう

せえ、こうせえというのが、今、今年度から全部完全実施ですから、そういうときにじ

ゃあ我が町は今まで介護保険の中で制度的な形の中で組み込まれておったものが野に放

たれて、じゃあその人たちの自己負担どうするのかというのは、非常に重要な問題だと

いうことと、それから施策として、政策として福祉施策としてこうした問題についてき

ちっとした政策なりが持っておられるのかと、その一つとして利用者負担はどうされる

のかと。単独事業ですよという点で答弁がいただきたい。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（薮田芳秀君） 今、議員のほうから申されましたとおり、介護予防生活支

援サービス事業におきます多様なサービス、こういったものは市町村が確かに独自にこ

の住民の方のニーズによりまして、これは確かに独自で整備していくものであるという

ふうに考えているところでございますので、当然、そういった中で自己負担ですかね、

利用者負担、こういったものを当然どういった形にしていくべきかということもあわせ

て、これは事業を進める中での当然な課題であるというふうには思っておるわけでござ

います。確かに、この流れ的には確かに国が求めておりますいわゆる持続可能な、よく

言われる介護保険制をという形の中でのこのこういった制度改正だというふうに思って

いるわけではありますけれども、やはり利用者の方々のそういう幸田町の介護保険を使

うことによって、より事故のこういった介護状態が改善されるですとか、あるいは現状

維持されるとかということで、より介護が重たくならないようなことができていくこと

がやはり重要だというふうに思っておりますので、介護保険も含めました福祉政策の中

で、こういったことをやはり考えていくべきだというふうには思っておるところではご

ざいます。ただ、確かに具体的にこれですというところが一本大きくできておるわけで

はないですけれども、今、それぞれ障害者にしろ、あるいは介護保険にしろ、今、それ

ぞれで計画は今年度策定はしておるところでございますので、そういった中で、やはり

最終的には住民の方あってのそういった施策であるというところでこの事業を進めてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 介護保険のいわゆる１期３年の６期目に当たりますよね。その介護

保険の計画を立てる。そういう中で、制度的に介護外しがされたと。そうした中で総合

事業へ移行する。移行したときに利用者の負担、利用者負担を独自事業になったわけで

すから、国や県からぶつぶつ言われる筋合いはない。そういうことで私はこの総合事業

における利用者負担の軽減についてきちっと取り組みをしていただきたいというふうに

思います。 

○議長（杉浦あきら君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（薮田芳秀君） 議員おっしゃられますとおり、この事業におきましては、

そういった独自事業であるという部分も含めまして事業設計のほうを進めていきたいと

いうふうに考えておりますので、またよろしくお願いいたします。 

○議長（杉浦あきら君） １４番、伊藤宗次君の質問は終わりました。 

   これをもって、一般質問を終結いたします。 

   以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   次回は６月１２日、月曜日、午前９時から再開します。本日、一般質問された方は議

会だよりの原稿を６月１５日、木曜日までに事務局へ提出をお願いします。 

   長時間大変お疲れさまでした。本日はこれにて散会といたします。 

                             散会 午後 ５時２９分 
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